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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（山根啓志君）  ただいまの出席議員は１８名です。 

定足数に達しておりますので、これより、平成２６年第５回江田島市市議会定例会

２日目を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  一般質問 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１、一般質問を、昨日に引き続き行います。 

一般質問の順番は、通告書の順に行います。 

２番 酒永光志議員の発言を許します。 

○２番（酒永光志君）  傍聴席の皆様、朝早くから傍聴にお越しくださいましてまこ

とにありがとうございます。 

２番議員の酒永光志、通告に従い、２点の一般質問をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

最初に、地方港湾三高港整備についてでございます。 

昨年の１２月定例会、議員改選後、初の定例会において一般質問を行った、地方港

湾三高港整備構想について、質問後１年が経過しております。 

この間の市の取り組みについて伺います。 

また、三高港整備のためには、本市の最上位計画であります現在策定中の第２次江

田島市総合総合計画の基本計画・実施計画において、明確な位置づけが重要と思います

が、考えを伺います。 

次に、行政懇談会の実施についてでございます。 

江田島市は、現在、第２次江田島市総合計画の基本構想・基本計画を策定中でござ

います。 

１１月１８日に開催された第１１回全員協議会の冒頭の市長のあいさつの中では、

この計画を含め本年中に１０種に及ぶ各種計画を取りまとめるとありました。 

いずれも、今後５年から１０年の江田島市の指針を決定する重要な計画であり、こ

の１年間は、本市の将来を見越す大変重要な年であると思います。 

ターニングポイントとしてのこの１年、市民の生の声を直接聞き、各種計画に反映

させるべく行政懇談会の実施が必須であると思いますが、市長の所見を伺います。 

以上、２点について答弁よろしくお願いをいたします。 

○議長（山根啓志君）  答弁を許します。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めましておはようございます。 

きょうは県北地方では大雪警報などが出て、大変寒い１日がスタートいたしました。 

昨日に引き続きまして、定例会の２日目大変御苦労さまでございます。 
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また、市民の皆様には、早朝から傍聴にお越しいただきまして、心からお礼を申し

上げます。 

それでは、お答えいたします。 

三高港整備構想の取り組み状況についてでございますが、昨年の１２月議会におい

て、整備構想の今後については、「現在の利用状況や将来予測を検討し、適切な規模の

計画としていく必要があるが、駐車場の整備や待合所の老朽化などの残された課題の解

消に向けて、実現可能な整備計画の策定について県と協議する」と答弁いたしました。 

また、ターミナルや最寄りの公共施設の対応については、「「公共施設のあり方市民

委員会」の議論を踏まえ、現在の切符売り場や売店に加え、支所や公民館、三高派出所

など、港湾施設だけではなく、陸上を含めた全体の整備を行政側と地域の方々で意見交

換して進めていきたい」とお答えしました。 

この間、港湾管理者である県とも協議を行いましたが、港の整備のためには、市と

して港周辺のまちづくりの方針を明確にすることが必要との意見をいただきました。 

したがって、三高港整備構想の再検討のためには、このたび策定しました「江田島

市公共施設のあり方に関する基本方針」と、現在検討中の「第２次江田島市総合計画」、

さらには西能美航路の公設民営化の動向も注視する必要があり、具体的な検討が進んで

ないため、現在まで地域の皆さんとの意見交換の場を持つには至っておりません。 

今後は、これらの基本方針や総合計画との整合を図り、現在の三高港の利用状況等

を調査・分析した上で、できるだけ早い時期に、三高港全体の整備をどのように進めて

いくべきか、意見交換の場を持ちたいと考えております。 

次に、第２次江田島市総合計画への位置づけについてですが、既に策定している

「第２次総合計画基本構想」においては、「第５章 土地利用構想」において、三高地

区などの地域拠点については、「都市拠点を補完する地域として、公共公益機能、商業

機能、交流機能、島内外の交通結節機能等の充実に努める」こととしております。 

また、交流ネットワーク軸の形成という面からは、「海からの玄関口であり、交通結

節点となる港湾施設の機能の維持強化に努める」としております。これを受けた、第２

次江田島市総合計画の基本構想案には、基本構想計画は現在パブリックコメントを実施

中ですが、この「第６章 基盤部門の２、港湾漁港の整備」において、三高港について

は、市民ニーズなども勘案しながら、整備構想を見直し、事業化の検討を進めるとの記

載をしております。今後、市民の皆さんの御意見をいただき、基本計画を取りまとめる

とともに、事業化に向けた検討を進めたいと考えております。 

次に、行政懇談会の実施についてお答えいたします。江田島市では、各種計画の策

定など重要な案件を検討する際には、必要に応じて、審議会構成員としての参加、ワー

クショップや住民説明会の開催、パブリックコメントの実施などの手法を活用し、市民

の皆様の御意見の反映を図っているところです。さらに、市民の皆様から、この案件に

ついて、もう少し詳しく聞かせて欲しいなどという要望があれば、少人数でも出かけて

いく、出前講座などの制度も設けております。市としては、市の重要案件を一括して議

論する行政懇談会を開催するのではなく、特定の案件ごとに、的を絞って議論を深めて

いく現在のスタイルにより、市政運営に関する市民の皆様の御意見をこまめに反映して
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いくよう、努めてまいります。今後も、このような方針で、市民の皆様にも、もちろん

議員の皆様にも、しっかり説明責任を果たしてまいろうと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  はい、答弁ありがとうございます。 

それでは、再質問をさせていただきます。 

最初に、地方港湾三高港整備についてでございます。 

ただいまの市長の答弁で、県へのアタックは、既にやっていただいたということで、

市長の考えが１年前と変わってないということに、まず安心をしております。 

一時は何もないもんですから、少なからずこの１年間失望感を感じておったわけで

ございますが、ただいまのとおりにですね、ぜひともやっていただきたいと思っており

ます。 

昨年、１２月定例会で、市長からのはっきりとした御意見を伺いました。 

港湾整備だけでなく、陸上施設においても、地域の方が利用しやすいような総合的

な機能を持った、複合施設を建設できればということでもあり、また、地域と意見を交

換しながら事を進めたいということでございました。 

議員にもですね、地元に帰ったら、市の方ではそのように考えていることを伝えて

ほしいということがございましたので、議会だよりでの広報はもちろん、地元でもその

ように説明をしてきたところでございます。 

次に、昨年の質問の最後に、三高港につきましては漁港の機能ということも多分に

あるということを言わしてもらいました。 

市長が答弁された具体の計画構想、これらを絵に落としていただいて、これをもと

に地元との検討会を少しでも早くを立ち上げていただきたい旨の要望をし、私は、昨年

の質問を終えております。 

フェリーの一元化もなされた今、西能美の玄関港であります三高港の整備は、市と

しても喫緊の課題ではないでしょうか。 

先ほども市長が、できるだけ早急に、地元との意見交換の場を立ち上げて、検討会

議これらを催したいともおっしゃっておられました。 

これについて、その時期等、もし今お考えがおありでしたら、お聞かせください。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  質問にお答えいたします。 

来年度の土木建築部としての考え方なんでございますが、先ほど今、議員がおっし

ゃいましたようにですね、今年度は、「公共施設のあり方に関する基本方針」、そこら辺

が出てきて、あの周辺にあります三高会館とか、そういったようなものの利用も市とし

てどういうふうにしていくのか、ということの考え方の整理を待っていたような状況で

ございましたが、今回、そこら辺の考えがまとまったということを踏まえまして、２７

年度は現在のフェリー、あるいは漁業活動、そういったような港の利用状況、それから

将来の利用者の予測などを行って、公共施設のあり方に関する基本方針、これも踏まえ

て集会施設の有無も含めて、航路事業者とか、漁協の皆さんなど、地元の意見を聞きな
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がら、三高港の整備構想を考えると、そういったような取り組みに着手していきたいと

いうふうに考えております。 

その中で、港湾施設の配置計画、そういったようなものの比較検討案も考えていき

ながら、なるべく早い時期にですね、地元の方にお話をさしていく機会を設けさせてい

ただきたいと思います。 

ただ、現時点でいつになるかということに対してですね、ちょっとまだそういった

状況には、申し上げる状況にはないと思っております。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  はい、ありがとうございます。 

 次に、土木建築部長にお聞きしますけれども、港湾や漁港の整備において、計画段階

から実施に至るまでの期間について、資料があれば、身近な港の例でお聞かせください。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  県とちょっと話をする中で、三高港の今後のことに

ついて、ざっくりとした考え方を話をしたときにですね、整備の案がまとまって、それ

から、皆さんの地元の方との意見集約に、やはり１年ぐらいはかかるだろうと。 

それから、それを踏まえて県の方が計画を策定し、新規予算の要望をしていくとい

うことになると、やはり４年から５年かかるのではないかというような考え方でござい

ました。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ありがとうございます。 

まず、計画段階からですね、完成まで、まず、計画段階から着手までですね、４年

はかかるということの返事でございます。 

まあ、あの事業規模によると思いますけれども、検討会議から計画段階、事業実施

までの行程、これは事業規模にかかわらず、やはり、４、５年はかかるんじゃなかろう

かと思います。 

また、実施にかかりますと、ものすごく長い期間を要するわけでございますね。 

少しでも早くそのスタートを切る必要があると思います。 

県や国に対してですね、事業要望をするためには、本市の最上位計画であります、

現在策定中の第２次江田島市総合計画の基本計画・実施計画において、漁港機能の充実

を含めた三高港の整備を明確に位置づけていただき、これをスタートとして、事業化を

進めていただきたいと思います。 

合併してですね、既に１０年が経過しました。 

昨年、質問して１年、あっという間でした。 

まずは、スタートを切ることが必須と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

もう１点、箱田土木建築部長にお聞きをしたいんですが、昨年の質問後、すぐに三

高港の現状を見ていただきました。 

大変ありがたいと思います。 

答弁の中でですね、問題点については、管理者である県に要望を伝え、早急に対処

できるものから対応させていただきたいということでしたが、状況はどうでしょうか、
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お聞きいたします。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  昨年の要望の内容でございますが、議会におきまし

て、議員の方から赤灯台の防波堤の沈下とか、桟橋、護岸の老朽化、それから、桟橋や

渡橋に屋根がなくて、桟橋の上の鉄板がすべってこけた方がいらっしゃったとか、そう

いったような幾つかの要望をいただいたところでございます。 

で、先ほどお話いただきましたように、その後、県の方にも、私も現地見させてい

ただきまして、県の方にそのことを伝え、現地を見ていただきました。 

その後の対応の状況でございますが、ここを２年間ですけれども、まず、２５年度

ではですね、漁協東側にある船揚場、これがちょっと狭いということでですね、漁協か

らの要望があって、それを広げさしていただいたということが１点ございます。 

それから２６年度は、先ほどの議会でのお話を受けまして、フェリー桟橋の鉄板の

滑りどめの舗装を、今黄色く舗装しておりますけども、この舗装をやらしていただきま

した。 

それから、三高会館西側に、柳の前川という小さい河川がございますが、その河川

の河口部分の護岸の補修を今年度ですね、２６年度にやらしていただいております。 

その他の要望につきましては、県にお伝えはしておりますけども、予算の関係等で

着手できてないというような状況でございます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  老朽化した港湾施設、特にポンツーやですね、渡橋等の接岸

施設や乗降客のための施設、特にですね、雨降り時の対策、これについては特に三高港

は遅れておる現状にあります。 

江田島市を訪れる方々のですね、第一歩の、私はおもてなしの場でははないかと、

このように思っております。 

引き続きの対策をですね、お願いしまして、三高港整備についての質問を終わりま

す。 

とにかく、まずスタートをしていただきたい。 

簡単でもよろしいですので、一つの絵を書いていただきまして、地元にまず、たた

き上げのものとしてですね、やっていただいて、交換の場、意見交換の場を設けていた

だきたい、これを切にお願いをいたします。 

次に、行政懇談会の実施についての再質問をさしていただきます。 

私が、この質問を考えた一つの要因に、議会報告会があります。 

本市議会は、本年４月１日施行の議会基本条例に基づき、１１月１２日から１５日

まで、４日間連続で議会報告会を開催しました。 

４町いずれの会場でも、市議会に対する要望・苦言が寄せられ、議員の１人として

大いに反省するとともに、勉強をさせていただいたところでございます。 

その中で、執行部や執行権に関する疑問や苦情、あるいは要望も多く寄せられ、答

えに窮する場面が多々ある中、多くの市民の皆様が、市政に対し強く関心を持たれてお
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られることを、我々議員全員が痛感し、行政懇談会の必要性を強く感じさせられた報告

会でもありました。 

執行部による行政懇談会、市議会による議会報告会、この二つが実施されることに

よって、市民の行政に対する参加意識や会そのものの実施目的が遂行できるものと思い

ますがどうでしょうか、お伺いします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  行政懇談会の手法の問題になるんじゃないかと思うんで

すが、合併してから、江田島市の執行部の方の行政懇談会の手法がですね、ある程度テ

ーマを決めまして、その中で、市民の方のいろんな意見をお聞きしながら、その意見を

取り入れてやっていく手法をやっております。 

他の市町のいろいろお話をお聞きするんですが、やはり広く市民の方に出席してい

ただいて、いろんな意見をフリートーク的な形で出していきますと、なかなかいろんな

意見が出てまとまらないような状況が、多々見受けられます。 

そういったこともございますし、江田島市の中でこれまでいろんな説明会とかやっ

ていくときもですね、そういったことの傾向が強く出ておりますので、今の江田島市の

行政懇談会の手法としては、テーマを決めて、それに対しての意見とかそういったもの

を出していただくような手法で、これからも進めていきたいと今考えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  およそ、そういう答え返ってくるということは予想はしてお

ったんですけれども、まず、我々が議会報告会に臨んだ折にですね、本当に悩ましい質

問、要望が出されます。 

それに対してですね、我々の答弁は執行権に関する答弁はできない、これは当然で

ございます。 

そしたらですね、本当に子供の使いのような状況のようなことになってしまってで

すね、せっかくの議会報告会がですね、何かこう、不完全燃焼のままで終わってしまい

ます。 

そこで、こういう行政懇談会はですね、市の方で開いていただいて、で、それと一

緒じゃないんですけれども、それに相まって、また議会報告会は議会報告会としてやら

していただければ、それぞれの会の目的が、私は達成すると思います。 

今、総務部長の方からですね、それぞれのテーマ、計画においてですね、その策定

において、市民の声を聞くためにですね、ワークショップ、パブリックコメント、また、

市のホームページ等でですね、市民の意見をお聞きすると、出前講座も、そのまたひと

つだと思います。 

これも当然、私は必要なことだと思います。 

しかし、それだけではですね、不十分ではないのかなという気持ちが私にはありま

す。 

市内に例えばですね、１０地域があったらですね、やはり１０通りの考え、思いが

ですね、その地域、地域には存在すると思います。 
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その地域課題をですね、解決するためには、やはり、地域に出向き、それぞれの地

域の思いや市に対する要望を直接、市民から聞かせていただき、それを計画の中に反映

していくことによって、江田島市民の暮らしの満足度をアップさせることのできる計画

になると、私は思います。 

合併によるですね、行政と市民のつながりが希薄になりつつある今でこそですね、

この行政懇談会を実施する機会、チャンスではないかと私は思っておりますが、このこ

とについて、市長、どうでしょうか。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  市民の皆さんに、例えば情報を伝えることとか、それから市

民の皆さんの意見をどういうように吸い上げて、行政に反映していくかいうのは、これ

は、ずっと昔からの一種の課題のような形です。 

それぞれの議員さんも感じておると思いますけれども、ずっと以前から、このこと

についてですね、旧町時代から町民の皆さんとの懇談会などを実施された場合もありま

すし、その結果、何でもどうぞ、というような形でですね、行政懇談会を開いた時には

ですね、一種の行政たたきのような形でですね、終わってですね、お互いによかったね

というようなことが、あまり聞かれませんでした。 

そういった長い経過の中でですね、江田島市としては、先ほど部長が、総務部長が

説明いたしましたように、課題ごとに持ち出して、そのことについて集中的に懇談会を

例えばする、とかいう形をとっております。 

そうしないと何でもどうぞと言いますと、はっきり言いましてですね、ここにこれ

だけの人がおりますけれども、一人一人自分の課題というのは違います。 

例えば、高齢者を抱えとる人はですね、福祉のことを、介護のことをしっかりやっ

てくれ、ほかのことはどうでもええんじゃと、親の介護で死にそうな目におうとんじゃ、

いうて介護のことを言います。 

それぞれの立場で、それぞれの自分が抱えてる課題が違いますので、どういうこと

かと言うと、介護の目指すべき介護の制度の中で、１００％安心して暮らせる時代には

入っていません。 

まだ足りない分がたくさんあります。 

教育、子供が小さい、子供を抱えとる方は、教育のことを１００％目指して、もう

この江田島市では教育のことについては、何も言うことのない、いうような状況になっ

ておりません。 

それぞれの分野の中でですね、教育、福祉、さまざまな産業、そういったものの中

で、皆、実は目指すべきものが１００とすれば、皆どこかの段階で、５０のもんもあり

ますし、７０のもんもあるかもわかりません。 

皆、足りない部分があるわけです。 

その足りない部分を、行政懇談会を開いたときには、それぞれの立場の人がですね、  

ここがまだ足りないじゃないかと。議員は何をしとんだと、職員は何をしとんだという

て言うわけです。 

これ、間違いなしに足りてないんですよ。はっきり言いますと。 
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その部分をですね、参加された方がそれぞれ、自分の個人的に抱えてる課題とか、

地域で抱えてる課題のことをですね、私は地域で抱えとる最大公約数的な課題を出して

くれるのはいいこと、それが理想的な行政懇談会じゃと思うんですが、そこへ個人の考

えが皆入ってですね、さまざまなこと言いますから、議論がばらばらで最後には何もま

とまらずに終わったと。 

悪い言葉で言えば、叩かれただけで終わったというような形になりますんで、私は、

そういう何でもどうぞ、というようなスタイルではなしに、やはりある程度、的を絞っ

て、例えば中町地区では、今のまちをどういう形にするんが１番いいんかね、とか、そ

ういったこう、最大公約数的なものに対してですね、議論を市民の皆さんから、意見を

聞くのは非常に有益なことで、そういった部分では、やる必要があると思いますけれど

も、何でもどうぞというスタイルの行政懇談会は、私はやるべきじゃないと思っており

ます。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  今、市長が最後に話をされました。 

私も、その意見には賛成をいたします。 

まずテーマを決めて、それに対しての行政懇談会だったらオッケー、当然そうだろ

うと思います。 

ただ、このたびは、第２次総合計画、江田島市全体、もうすべてのことをですね、

網羅した計画でございます。 

ですから、そういう時にはですね、やはり時期にあった、そういう懇談会を実施し

ていただいて、で、最初テーマを決めて、そういう懇談会をいたします。 

で、最後はフリートークの時間を少し取ってですね、意見を聞かせていただく、い

うのも、私は決してそれはマイナスにはならないと思います。 

やはりですね、どこ行っても、やはり出てくるのは、行政に対してよくやってくれ

たいう言葉は決して出てきません。 

何をやってもですね、市長が言われるとおりです。 

満足度１００％いうのはあり得ないわけですから、それに対しての不平、不満を持

っておる方もおられます。 

ただ、そういうことだけをですね、敬遠してですね、後退的になるんじゃなくて、

私は一つ、前に一歩を踏み出していただいてですね、そういう地域との課題、これらを

ひざを突き合わせてですね、話をして、懇談会をまとめていくのも、これから必要では

ないかな、という思いを持ってですね、本当に早い時期、そういう行政懇談会の実現を

要望しましてですね、以上で私の一般質問を終わります。 

今回ですね、もう少し、時間をとって質問をするつもりでおったんですが、最初の

三高港の整備でですね、大変前向きな答弁をいただきましたのでですね、安心しており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

以上で終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で、２番 酒永議員の一般質問を終わります。 
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次に、５番 花野伸二議員の発言を許します。 

○５番（花野伸二君）  皆さんおはようございます。 

傍聴席の皆さん、朝早くから、また、寒い中傍聴に来ていただき、まことにありが

とうございます。 

５番議員、花野伸二でございます。 

通告に従いまして、２点ほど質問をさしていただきます。 

まず初めに、１点目の本市のまちづくりについてでございます。 

住みよいまちづくり、協働のまちづくりと、近年活発に自主防災、避難所開設業務、

まちづくり協議会への参加など自治会に働きかけを行われておりますが、今後のまちづ

くりについて、市長のお考えをお伺いいたします。 

次に、２点目でございますが、ドクターヘリポートについてでございます。 

ドクターヘリポートは各地に設置されておりますが、適正に運用をされておられる

のか、お伺いいたします。 

以上、２点よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  答弁を許します。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  お答えいたします。 

まず１点目の本市のまちづくりについての御質問でございますが、議員の御指摘に

ありますように、最近の異常気象による災害の多発等から、自主防災組織の整備や、迅

速な避難所の開設等自治組織の活動は、ますます重要性を増しております。 

市では、平成２３年１月に「まちづくり協議会活動計画作成マニュアル」を策定し、

持続可能な住民自治組織をつくり、市民の皆さんが主役となって住みよいまちづくりを

目指す、協働のまちづくりに取り組んでいます。 

市としては、地域の皆さんがつながりを強化し、時代の担い手を育てながら、地域

課題の解決や地域に合った活性化策を推進することができるようなまちづくりを進めて

いく必要があると考えます。 

このため、まちづくり協議会制度については、既存の自治会やコミュニティー推進

活動に、より適したものになるよう、地域の実情を踏まえて改める必要があると考えて

おり、いろいろな観点から見直し、協働のまちづくりに資する制度となるよう検討した

いと思います。 

次に２点目の、ドクターヘリポートについての御質問でございますが、従前、消防

ヘリの着陸拠点として、消防ヘリ適地９カ所を確保して、消防ヘリを運用していたとこ

ろ、昨年の５月１日から広島県がドクターヘリの運用を開始しました。 

このドクターヘリは、広島ヘリポートから約７分で本市まで到着するため、市内の

どの救急現場からも、救急車で７分以内に到着できるよう、１０カ所の簡易ヘリポート

を整備しました。 

現在、計１９カ所のヘリポートで、ドクターヘリを有効活用しております。 

ドクターヘリは医療機器や医薬品を装備し、医師、看護師が搭乗して救急現場等に

向かい、救命治療を行う専用のヘリコプターであり、特に本市のような島しょ部で効果
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的に活用することができます。 

今回、整備した簡易ヘリポートでは、特に問題なく運用しております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  ありがとうございました。 

それでは、１点ずつ再質問させていただきます。 

まず１点目の、本市のまちづくりについてでございます。 

この江田島市も、１１月で合併１０年を迎えました。 

合併前に、住民サービスの今以上の向上、また、支所機能の充実とありました。 

市長、いかがですか。 

これが、合併前のうたい文句でした。 

できておりますか。 

私は、住民サービスの低下、支所機能の衰退としか考えられませんが、市長、どう

思われますか。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  合併してですね、機能が落ちたと言われるわけなんですけれ

ども、確かに一部、出張所等をですね、合併当初、すぐに機構の改革とか、そういう整

備ということで、出張所等を何カ所か廃止したところでございます。 

代わりに、ゆめタウンの中へですね、サービスセンターを設けたりして、その時代、

時代の流れにあった、体制をつくりかえるという方向でですね、物事を進めております

けれども、合併しまして１０年たちました。 

改めて第２次総合計画をですね、作る段階でですね、さまざまな課題とか、よかっ

た、こうしてよかったねという点とか、ここはやっぱりまずいね、元へ戻そうかとかい

う、さまざまな、庁内の中で意見が出ましてですね、次の１０年計画の中には、それを

盛り込むことになっておりますけれども、そこに至る前の、ここ数年前からですね、特

に、旧沖美町地区ではですね、沖地区では、非常に高齢化が進んでですね。 

地域が疲弊する疎外感がある、というような非常に強い、地域の方が危機感を持っ

ておりまして、これも、まあ結びつければ、旧沖美町役場が支所になってですね、職員

が五、六名しか駐在してないということも、もしかするとその一因にあるかもわからな

いということでですね、ここ３年ぐらい前からは、自治会活動とか女性会活動とか、そ

ういう老人会活動に対するですね、補助金は、合併当初から５年ぐらいはですね、少し

ずつカットしてきたわけなんですけども、ここ３年ぐらい前からですね、もうこれ以上

はカットしないということで、要求どおり１００％の予算をですね、ここ３年ぐらい前

からは、つけております。 

そういったことで、その時代の流れ、わずか１０年ですけれども、この１０年の中

でですね、いろんな流れが変わったりしておりますので、それに臨機臨機応変に対応す

るように努めておりますけれども、どうしても、役所のする事なんで少し遅れ気味に対

応することになると思いますけれども、これからもですね、どんどん意見を出していた

だけばですね、できるだけ早く対応したいと思います。 
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それと、まちづくり協議会なんですけれども、私の市長の時代になりまして、感じ

たのが先ほど申しました沖地区などは、もう従来の自治会、いろんな自治会組織、老人

会、女性会、自治会組織がですね、単独で物事をするのには、もうできないと、それぞ

れ役の会長さんとか、副会長さんとか、役員さんになる人がいないというような状況が

ですね、来ておりまして、これでは、地域の活動はできないじゃないかということで、

これを一まとめにして、まちづくり協議会という形でですね、一まとめにした会にして

いただけば、組織として、地域の活性化とか地域の課題に対応できるんじゃないかとい

うことで、まちづくり協議会を設置できるとこは、立ち上げていただきましたけれども、

まだそういった人材がおってですね、人口が多いとこはですね、旧来の旧町時代からの

組織でですね、行ってるとこもありますので、ここが一つの組織にならないというのが、

今ちょっと混乱しとる状況なんで、先ほど私の答弁の中でありましたように、このとこ

ろをですね、何かいい方法がないか、検討してまいりたいというように思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  住民サービスの低下、支所機能の衰退をカバーするために、

元来、行政が行うことを自治会におろしてきているとしか感じられないのですが、住み

良いまちづくりとか、協働のまちづくりとか、大変耳にするには、聞こえのよいうたい

文句でありますが、過度の押し付けは、自治会の役員の方々には、かなりの負担と感じ

ます。 

今市長が答弁されましたが、なかなかね、役員になり手がおらんのですよ。 

ほいで、まあ私らが役員さんにちょっとちょっと言うて、声をかけたら、またかい

のいうような答えが返ってくるんですよ。 

そういうふうな状態です。 

市長は、まあ一応、どう思われますか。 

こういうような現状を。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  確かに、認識は私も花野議員さんも同じ認識でですね、私が

先ほど言いましたように、小さい組織ですと、もう役員になっていただける方がいない

という状況です。これはやはり、その一因にはですね、こういった役をされる方はうま

くいって当たり前と、ちょっと何かあったらトラブればすぐ、いろいろ批判されるので、

そんなことまでしては、わしはせん、というような雰囲気がございます。 

それと、どう言いますか、結構元気な高齢者の方がおりまして、人の世話にならん

でもいいと、お互いに助け合うんじゃなしに、自分のことを何とかやっていけるよとい

うようなこともありますし、いろんなさまざまなその時代が変わって、さまざまな要因

があってですね、役員さんになってくれる方が少ないというのが現実です。 

それと、やはり集中的に一人の方へですね、いろんな役がさまざまに回ってきてお

りますので、そういったところを、いわゆる宛て職としてついて回りますんで、そうい

ったとこもですね、引き受けてくれる方が少ないということなんで、やはりいろんなこ

とを全部行政がですね、やるということは不可能なことですから、どうしても何とか頑
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張ってですね、地域の中でちゃんとした組織を維持するためには、どなたかに役員さん

になってもらうしかないんでですね、今後ともそういった点についてはですね、一生懸

命お願いしてですね、いきたいというように思います。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  まちづくり協議会にかなりの自治体が参加されてきたように

思いますが、運営はうまくいっておるのでしょうか、お聞きいたします。 

これは企画の部長、お願いします。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  現在、まちづくり協議会が八つできております。 

それぞれの地域で、それぞれの地域課題に一生懸命取り組んでいただいている様子

を、地域に出向けば見てとれる場面があろうかと思います。 

先ほど市長の方が答弁いたしましたように、沖まちづくり協議会などは、沖地区全

体を盛り上げるための取り組みを一生懸命やっていただいておりますし、私どものとこ

ろでは、定住促進のために空き家バンクなどの制度もやっておりますけれども、そうい

ったところの発掘にも積極的に取り組みをしていただいたりですとか、民泊型の修学旅

行にも取り組んでおりますけれども、そういったところにも、組織的に協力をしていた

だいているような場面もございます。 

先ほど花野議員がおっしゃったように、地域、地域によって、団体の抱えておる実

情が違うと思いますので、市長が最初に答弁いたしましたように、これからは、まちづ

くり協議会というのは一つの型にはめた組織で、組織づくりをしていくのではなくて、

地域の実情に合った形で、組織づくりが、次世代へつなぐような組織づくりがうまくで

きる仕組みはないかというとこで検討させていただきながら、あわせて、補助金制度の

あり方についても、２７年度においては、見直しを図りたいというふうに考えておりま

す。 

まちづくり協議会ができたところがよく頑張っていらっしゃって、自治会だけで活

動しているところが頑張ってない、ということではなくて、それぞれの地域、地域に合

った形で、まちづくりに、一生懸命御尽力をしていただいておるということは十分承知

しておりますので、私どもとしましては、その地域に合った組織づくり、補助金制度、

あわせて見直しを図っていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  企画部長、ありがとうございます。 

私がですね、聞いているのとは、少し違っているように思います。 

ある地域では、協議会の副会長に勝手に名前を入れられていたとか、助成金を、要

するに５０万の助成金じゃろう思うんですが、助成金をもらえるからと参加したが、規

制が多いため、本来の自主的な運営が難しいとか、つくったけども、分裂状態になって

いるところもあると聞いております。 

協議会に、行政サイドも手助けするようなことが書いてありますが、実際にされて
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おられますか、部長。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、まちづくり協議会の十分な把握ができていないと

いうことについては、おわびを申し上げたいと思います。 

私自身は、それぞれのまちづくり協議会が努力をされて、組織運営をしていたいた

だいておるというふうに認識をしておりましたので、その認識の違いについては率直に

おわびをして、今後、地域に出向きながら声を聞く努力をしていきたいと思います。 

で、まちづくり協議会、自治会の支援につきましては、それぞれの支所に、地域活

性化のために、支援員を配置しておりますので、そのものを担当の窓口として、支援を

させていただいておるところでございます。 

まちづくり協議会に対する運営のための補助金は、３０万円ほど補助をさせていた

だいておりますが、それは制約のあるものではなくて、まちづくり協議会の運営に使っ

てていただく補助金でございます。 

議員がおっしゃった５０万円というのは、地域提案型の補助金であろうかと思いま

すが、この地域提案型の補助金と申しますのは、それぞれのまちづくり協議会が、今年

度こういったような事業したいから、この事業に使うために補助金をください、という

ことで申請をしていただいて、その事業に使ってください、ということで補助金を交付

させていただいておりますので、この地域提案型の補助金については、事業計画に沿っ

た事業を実施を求めるものでありますので、当然、何らかの制約は加わろうかと思いま

す。 

先ほども答弁いたしましたが、このまちづくり協議会に対する補助金と自治会に対

する補助金の整合性がうまく図れてはないのではないか、ということは、決算特別委員

会でも御指摘をいただいておりますので、平成２７年度の新年度予算においては、この

補助金のあり方については、もう一度、地域の実情を精査させていただいて、改めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  これはどういうんかいね、住民サービスの低下につながるこ

とじゃろう思うんですが、公民館の職員さんに３年ぐらい前からですね、地域のコミュ

ニティー活動の手伝いを禁じたりとか、これはまあ教育委員会の決めたことじゃろう思

うんですが、それ自体がね、住民サービスの低下のあらわれだと感じております。 

このことについても、他のことについても、例を挙げてみますと、退任をされた職

員さんが、退任をした途端に、私ら無関係じゃ、というような態度をとられる。 

自分たちの後輩の職員が、一生懸命頑張ってやっておるのに、おかしいのではない

でしょうか。 

例を挙げてみるとですよ、民泊がいい例です。江田島市を挙げての一大プロジェク

トですよ。それに協力をしてくれない。 

元職員さんがまず、先頭に立って受けるべきではないかと私は思います。 

現在、ＯＢの方で民泊を受け入れている人は何人ぐらいおられますか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 
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○企画部長（山本修司君）  議員おっしゃっていただいたとおり、民泊については、

大変市民の皆さんに御協力をいただいて、今年度は、２１校約２，０００人の小中高生

を江田島市に迎え入れることができました。 

議員の皆様の中にも、民泊家庭を引き受けていただいて、積極的に協力をいただい

たりですとか、新しい民泊家庭の登録に御尽力をいただいている方もいらっしゃいます。 

御質問のＯＢでどれぐらい、ということなんですけれども、江田島町で５名の方、

沖美町で１名の方、大柿町で１名の方、計７名のＯＢに民泊家庭に登録をしていただい

て、積極的な受け入れをしていただいております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  少ないですね。皆忙しいんですよ。 

でも、職員さんが一生懸命されているから、私も時々ですが受け入れております。 

皆が助け合う気持ちを持つから、うまくいくんであって、住民ばかりに協力を求め

ておるのは、おかしいんじゃないんですか。 

現職員の皆さんには、退任後は地域に協力するという認識を植えつけていただきた

いと思います。 

市長、どうでしょうか。お伺いします。 

○議長（山根啓志君）  正井副市長。 

○副市長（正井嘉明君）  職員がですね、一つは、大変地域でのですね、貢献度が少

ないんじゃないかという御指摘だろうと思います。 

確かに、職員はですね。公人であると同時にですね。やはり、私人、地域人として

もですね。自覚を持って取り組む必要があろうと思っております。 

常々、人材育成の中でもですね、公人としての立場だけではなく、地域人としてで

すね、自覚を持って、行動しなくてはいけない、あるいは私人としてもですね、きちっ

とした態度ですね、臨んでいかんにゃいかん、ということは常々言っておりますけれど

も、日々の生活の、必要な日常生活の中でも、地域行事等にはですね、積極的に参加す

るということが、非常に必要になってきている時期に来ているんじゃないかと思ってお

ります。 

このことについてはですね、再度、肝に銘じてですね。 

職員の意識改革と行革のポイントは、職員の意識改革だというふうに言われており

ますけれども、こういった取り組みはですね、今後とも、ほかの面を最優先してですね、

取り組んでいきたいと考えております。 

それからあわせて、先ほど地域づくりについてもですね、御質問がありました。 

確かに、合併後ですね、行革で行政の組織のスリム化ということで、出張所である

とか支所であるとか、こういったものを縮小してですね、取り組んできましたけども、

その弊害が具体的に出てるという御指摘がありました。 

市長も常々、合併以後はですね、市民の一体感の醸成とあわせて、均衡ある地域の

発展というものをですね、バランスよく進めていく必要があろうということは、常々言

っております。 
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このことが今回の分庁舎方式、新庁舎を建てないという方向で出てきたんだろうと

思います。 

今回、既にお配りしました庁舎整備ガイドラインの中にもですね、こういった反省

を込めて、支所のあり方をですね、相当盛り込んでおります。 

特にそこの中でもですね、支所機能の中には、まちづくり支援を積極的に進めなく

てはいけないだろうということも書いておりますし、あるいは出張所、連絡所のあり方

についても再度検討を要するだろうと。 

それぞれの地域の末端のですね、取り組みというものもおろそかにしてきたんじゃ

ないかと、こういったとこにも手厚いですね、取り組みが今後必要なんじゃないかとい

うことも、課題になっておりますので、今、御指摘のことは重々肝に銘じながら、今後

とも取り組んでいきたいとこのように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  急激な人口の減少、しかしながらそれでも、この江田島市で

私たちは生きていかないといけないわけです。 

住民と行政が一丸となって、助け合いながら、暮らしていくことが、本当の協働の

まちづくりではないかと私は思いますが、どうでしょうか。 

市長、お願いします。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  確かに言われるとおりです。 

協働のまちづくりということ、特に、この第２次の総合計画の中には、冒頭に掲げ

ております。 

第２次の総合計画には、協働と都市との交流による、「恵み多き島えたじま」を「夢

多きえたじま」にするということがあります。 

協働というのは、議員が言われたように、地域の方と行政、さらに各種のいろんな

団体とのですね、連携をとりながら、安全で安心して、住み良いまちをつくるというこ

とが、いわゆる協働のまちという協働の地域ということなんで、これからもですね、時

代が変わればさまざまな新しい課題が出てきます。 

そういったことに、地域と密接に連絡をとりながらですね、先ほど言いました、安

心して暮らせるまち、穏やかに暮らせるまちをつくるためにですね、連携していきたい

と思います。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  はい、よくわかりました。 

市長には、これからもしっかりとかじ取りをしていただきたいと思います。 

以上で、１点目の本市のまちづくりについての質問を終わります。 

続いて、２点目のドクターヘリポートについて、質問をさしていただきます。 

住民の方から言われてわかったのですが、大君にヘリポートが設置されております。 

釣り客の方が近くに車をとめられていて、ドクターヘリがおりれなく、当分上空で
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待機をされて、結果、旧大君小学校におりたそうでございます。 

隣の大君港埋立地が、ヘリポートになっているようですが、車の乗り入れを禁止で

きないと市長が答えられたと聞いております。 

その理由をお尋ねいたします。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  小林消防長。 

○消防長（小林勉君）  ドクターヘリポートの御質問にお答えをします。 

昨年の５月１日に広島県がドクターヘリ事業を開始しました。 

これを有効活用するために、従前９カ所のヘリ適地を活用しておりましたが、市内

全域を短時間に、これを活用するということで、新たにヘリポートを設けようというこ

とで、新たに専用ヘリポートを整備するには、土地の購入であるとか使用料等、多額の

経費がかかります。 

そのことから大きな財政負担をかけずに、ドクターヘリをより有効に活用できると

いう考え方で、現在、漁港の資材置き場や市有施設の駐車場など、目的外の緊急時  

の利用として、その管理者等の承諾を得て、１０カ所、これを簡易ヘリポートとして整

備を行いました。 

今回、整備をした１０カ所は、主な用途が漁港関係５カ所、運動公園等併設の駐車

場が４カ所、みなと公園が１カ所でございます。 

あくまで、緊急時の利用に協力していただくという考えで、常時駐車を禁止すると

いうところまでは行ってはおりません。 

議員御指摘の大君港埋立地は、御承知のとおり、主な目的が漁業の野積場となって

おります。 

関係者の御承諾を得て、現在、緊急時にヘリポートの使用を承諾してもらっており

ます。 

また、この大君港埋立地には、所管課の建設課によって、「この場所を使用する  

ときは、江田島市の許可が必要です。施設内は駐車場ではありません。車をとめないで

ください。」などの注意書きが書かれた駐車禁止の看板が掲示されております。 

議員御指摘の旧大君小学校の運動場におりたという事案、これについて、御説明を

申し上げますが、当時、救急転移搬送の依頼がありまして、ドクターヘリを活用すると

いうことで、消防隊を大君港簡易ヘリポートへ向かわせましたが、あいにく駐車車両が

ありました。 

通常なら、車載の拡声器等で、駐車をされておる方々に理解を求めて、移動しても

らう、という活動に入りますが、たまたま隣の旧大君小グラウンドが過去にもヘリを活

用しておりますが、すぐにおりれるような状況でありましたので、地元の自治会長に許

可を得てですね、要は、早く搬送できるということで、たまたま旧大君小学校のグラウ

ンドを活用したということでございます。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  そこをですね、イベントとか、観光バスの待機場で使用する
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場合はですよ、市役所に使用願いを出さないといけないのに、荷揚げ場という理由で、

釣り客は、フリーで駐車をしてもいいということですか。 

何か、納得いかんのですがね。 

荷揚げ場を利用する方は、多分車に乗っているか、または、付近で作業されている

ことでしょうから、緊急にヘリが来たとしても移動できますが、釣りに来ている方が、

すぐに反応して動かしてくれればいいですが、波止場の先っちょの方へ行ったら、間に

合いませんよ。 

それ、どう思われますか。すぐね、１分、２分を争うことなんですよ。７分で来れ

るいうても、そこで１０分手間を食うたら、１７分かかるわけです。 

どうにか対応はしてもらえんのでしょうかね。 

お伺いします。 

○議長（山根啓志君）  小林消防長。 

○消防長（小林勉君）  はい、本年９月末で、この簡易ヘリポート１０カ所整備しま

した。 

それから運用をしておりまして、もともとの考え方で、指定をしました簡易ヘリポ

ートが１カ所使えない場合については、それに最も近い、次のヘリポートを選択すると

いうような考えでおります。 

で、先ほど議員御指摘のどうしてもその場所が使えんかったら、時間がちょっとか

かるよね、いうことがございます。 

現在、その１０カ所を活用を見ながらですね、どういった対応ができるかというこ

とで、現実には、３件、駐車場に車が置いてあった事案があります。 

それについては、２件はですね、消防隊が移動をさしております。 

１件については、ちょっとおりる場所をずらしてですね、おりております。 

ですから、現在、全く使用できないから、遠くの場所に移ったという事案はありま

せんが、議員御指摘のような事案も想定はできますので、これを活用しながらですね、

今後どのような方法が１番いいのか、これは個別にですね、場所も１０カ所ありますん

で、個別に調査をしながら、有効活用に努めてまいる所存でございます。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  私も切串にもありますから、ちょっと行ってみたんですがね。 

看板が出ております。 

ですがね、他の有料、無料を問わずですよ、どこの駐車場に行ってもです。 

看板には、駐車場内での事故などの場合、事故があった場合、責任は取らないと出

ております。せめて、そのぐらいは書いてもいいんじゃないんですか。緊急を要するこ

とですけんね。そう思いますが、消防長、どう思われますか。 

○議長（山根啓志君）  小林消防長。 

○消防長（小林勉君）  はい、現在、御指摘の看板のことでございますが、現在、１

０カ所に看板を設置しております。 

その内容は、簡易ヘリポート１カ所につき、ドクターヘリ緊急離着陸場と表示した
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看板を見えやすい位置に、それぞれ２カ所を設けております。 

その表記は、「この場所は、救急患者等の搬送時にドクターヘリの離着陸場として使

用します。ドクターヘリ離着陸の際は、一時利用を中止していただくことになります。

皆様の御協力をお願いします。」と示して、利用者に協力を要請をしております。 

ちなみに、大きさは縦８０センチ、横１メートル。 

地盤から１．８メートルの位置でございます。 

見やすい位置ということで考えております。 

また、ヘリの離着陸等の一連の活動に際して、事故が発生した場合は、広島県ドク

ターヘリ運航要領により、原則、広島大学病院の方が対応を行います。 

以上のことから、現在、ドクターヘリの離着陸に伴う一切の事故の責任を負えない

旨の啓発的な看板でございますが、そういう設置を考えておりませんでしたが、今後、

表記について、より協力の得やすい文言、その他の方法について研究をしてまいります。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  さっきも言いましたが、１分、２分のことですけんね、なる

べく、１００円、２００円でできるわけじゃないんですよ、ヘリポートが。なんぼアス

ファルトが敷いてあったとしてもですよ。 

離発着がですよね、スムーズにできるようにお願いいたします。 

また繰り返しのようになりますが、緊急でね、１分、２分を争うわけです。空の上

で、ちょっと手間取ったら、１０分すぐかかりますよ。だったら何のために７分かけて

来て、その現場で１０分待つか、まあ、そりゃねえ、ですから、なるべく、もっと強力

なね、離発着の際に、小石などが飛んでも、一切責任を持たないぐらいね、書いちょっ

てください。 

お願いいたします。 

消防長、どうされますか。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  私がお答えいたします。 

多分、皆さんもわかる思いますけれども、どのドクターヘリの発着場もですね、周

りみな、広いですよね。 

道路だったり、まだ広場がもっと広かったりですね。 

本当を言えば、魚釣りに来ても、ほかの用事でちょっと休憩するのにとめたりして

もですね、わざわざドクターヘリの着陸するあの狭い場所にとめるいうことは、本当は

何もないんですよ。 

ないんですが、看板をちゃんと１カ所、大概２枚看板を上げとるはずなんで、ここ

へ緊急の着陸をしますよと。 

１分１秒を争う患者さんを搬送する場所なんですよ、とめないでくださいって、ち

ゃんと警告看板を上げておるんですけど、わざわざあっこへとめられるんですよね、そ

ういったとめる方がおるんですね、これはもう、そこへ縄を張って、通常入らんように、

いつも入らないようにすることとか、そういうことも考えることは、本当はないと思い
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ます。 

ただ、法的にドクターヘリの専用に使いますと、もともとが、漁港の荷さばき場と

か、そういういろんな目的で、他の目的で、元来は設置しておりますんで、そこにちょ

っと触れる問題がありますので、強制的にかきいをしてですね、そこへ一般車両入らさ

ん、というのはできないんですけれど、いずれにしても、人の常識ですから、そういっ

たものにもう任せるしかない部分が、私はあると思います。 

あのわざわざ広いとこへですね、ヘリコプターおりるとこへとめてですね、魚釣る

とか、休憩するとかしとる思うんですけれども、看板を上げてですね、これからも地道

にですね、そこへとめてるような方がおりましたら、今度からはとめないようにお願い

しますね、いうことをですね、お願いするしかないと思いますので、皆さんもですね、

もしそういった場面に遭遇したらですね、そこはちょっといつヘリコプターがおりて来

るかわからんから、ちょっと横へよけてとめなさいや、というように注意していただけ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  ５番 花野議員。 

○５番（花野伸二君）  以上で、私の一般質問を終わります。 

どうもありがとうございました。 

○議長（山根啓志君）  以上で、５番 花野議員の一般質問を終わります。 

この際、暫時休憩いたします。 

１１時２２分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時１２分） 

（再開 １１時２２分） 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

４番 中下修司議員の発言を許します。 

○４番（中下修司君）  ４番議員の中下でございます。 

傍聴者の皆様、御苦労さまでございます。 

通告に従い、さきの国会で成立しました地方創生関連２法に対する市の対策につい

て伺います。 

現在、２７年度から始まる次期江田島市総合計画作成も、いよいよ佳境を迎え、こ

れに伴う実施計画作成や平成２７年度予算編成、加えて、地方創生関連２法案への対応

等、多忙を極めておられることをお察し申し上げます。 

地方創生関連２法案は、総合計画やこれに伴う財政を支援する法案であり、これか

らの江田島市のまちづくりに対する熱意、能力を試されている法律であると考えるもの

です。 

また、常々、市の標榜されている協働のまちづくりが試されている法案であるとも

考えています。 

この観点から、３点ほど伺います。 

１点目といたしまして、まち・ひと・しごと創生法は、地方の人口減少対策や経済

活性化を目指しているものでありますが、この法律に対する市長の見解といいますか、

意気込みを伺いたいと思います。 
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２点目は、地方活性化について石破地方創生担当大臣は、常々地方の創意工夫、知

恵によって総合戦略を練って国にあげてほしいとの趣旨の発言をされておられます。 

第２次総合計画の基本計画を概観しますと、現行施策の充実、あるいは評価が七つ

の分野で網羅されていますが、地方創生法に係る国からの予算措置があるわけですから、

この際、何か目新しい施策を立てる必要があると思いますが、何か検討されているか伺

います。 

３点目に、江田島市における人口減少対策は、人口減少に至った要因を考えますと、

大変難しい問題ではありますが、長期間にわたる極めて重要かつ喫緊に対策を練り、実

行に移す必要があると思います。 

そこで、官民一体となって、人口減少に取り組むためのプロジェクトチーム、次世

代を担う若者を多数参加した組織を立ち上げる必要があると考えますが、市長の所見を

伺います。 

以上３点の質問、よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  答弁を許します。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  お答えいたします。 

地方創生に関する法律についてでございますが、まず、１点目のまち・ひと・しご

と創生法の成立に対する見解についてでございますが、国の人口推計によれば、今後、

本市のみならず、全国で人口減少が進展するとされております。 

これへの対策は国家的な課題であると認識しております。 

先日成立した「まち・ひと・しごと創生法」は、人口減少に歯止めをかけること、

東京圏への人口集中を是正すること、それぞれの地域で住みよい環境を確保することな

どを図るため、必要な施策を講じることを目的としております。 

本市といたしましても、法の趣旨にかんがみ、国等と連携しつつ、人口減少への対

策などを含め、「恵み多き島えたじま」の実現に、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。 

次に、２点目の総合戦略に基づく施策と、地域再生計画についてでございます。 

「まち・ひと・しごと創生法」では、現在、国が策定を進めている「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を踏まえ、地方自治体においても、地方版の総合戦略を策定する

よう努めることが規定されており、国は、これを平成２７年度中に策定するよう地方に

求める方針と聞いております。 

現時点において、国の総合戦略や具体的な施策は明確になっておりませんが、地方

版の総合戦略を作成するに当たっては、第２次江田島市総合計画の着実な推進を前提と

しつつ、必要な施策を検討してまいりたいと考えております。 

また、地域再生制度についても、法改正により新たな支援措置などが創設されてお

りますので、必要に応じて活用を図ってまいりたいと思います。 

最後に、３点目の人口減少に対する取り組み体制についてでございます。 

人口減少は、自然増減、社会増減の要因となる暮らし全般において、総合的な取り

組みが必要な課題であると認識しております。 
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このため、市としては、第２次江田島市総合計画の目標の実現に向け、総力をあげ

て、施策を推進することにより、人口減少に取り組んでまいりたいと考えておりますが、

その過程で、プロジェクトチームなどの新たな組織体制を整える必要が生じた際は、設

置について検討してまいりたいというように思っております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  それでは、再質問をさしていただきます。 

国の総合戦略がまだ決まってないと、確か年内に決めるということで予算措置も、

予算の方もですね、まだ、年間１億円とか何とかいうような話も、新聞に出たこともあ

りますけど、年間１兆円ですね、とかいうような話もございましたけど、私が聞きたい

のはですね、総合計画、実施計画ですね。 

七つの分野にわたって、いろんな課題を挙げられて、それに対して、拡充というの

かですね、進展させるというような方向で１０年後の江田島市の未来像を立てられてる

わけですけど、それは非常に、もらっているこのですね、「総合計画の要点について

（骨子）」とこれ見て、非常にわかりやすいんですけど、どう言いますかね、これ以外

にですね、目新しいと言いますか、何かぼつぼつ対策を考えられた、ほかに対策ですね、

まちおこしの。 

いうような、昨日も登地議員が、言われてましたけど、何かいいあれをぼつぼつ考

える、急いで考えないとですね。 

従来のこの総合計画ですね、これだけの管理ではですね、なかなか、魅力的な思い

切った施策を考えないと、大丈夫かなと思うんですけど、もう一度そのあたりの御意見

があれば、聞かせていただきたいと思います。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、今議員おっしゃっていただいたとおり、国の総合

戦略はまだ策定されておりません。 

策定されておりませんが、目指しておりますのは、人口減少に歯止めをかける、東

京一極集中を是正する、それをもって、地方を元気にしていくという方向性を目指した

ものでございます。 

その中で、地方への定住促進を進めていこうというものも、総合戦略の中には、乗

っかってくるものというふうに認識しております。 

現在、江田島市が策定しております第２次総合計画でございますが、先ほども市長

の方からもありましたように、協働と交流でつくり出す、「恵み多き島えたじま」とい

うことで、２本の柱を立てております。 

１本は市民満足度の高いまちづくり、これは現在江田島市のことを愛していただい

て、住んでいただいている皆さんが、より市民満足度の高いまちづくりを目指していこ

うじゃないかと、これは、先ほど中下議員がおっしゃっていただいたように、従来ある

市民サービスを、より市民満足度の高いものに高めていこうというものでございます。 

一方、もう一方の戦略は、未来を切り開くまちづくりということで、都市の皆さん

と交流をしていきながら、江田島市に来ていただく方をふやしていこう、また、来てい
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ただいて、江田島市が好きになったら、江田島市に住んでいただく方をふやしていこう

という戦略でございますので、何か目新しいものを、という御提言でございましたが、

第２次江田島市総合計画が目指していく方向性そのものが、国の目指しておる総合戦略

の、目指しておる方向性と合致しておるというふうに私自身は認識しておりますので、

未来を切り開くまちづくりの方の戦略をより充実強化していくことで、国の総合戦略に

寄り添ったものがつくっていけるというふうに信じております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  あの２点目の質問ですけど、これはもう、１点目の質問と同

じようなものでですね、省略させていただきますけど、３点目の、人口減少対策、これ

もいずれにしろ、皆関連してるんですけど、人口減少対策についてですね、ちょっと伺

いますけど、平成２６年１１月現在、２万５，６５０人という人口がですね、１０年後

の３６年には２万３，０００を目標にして、掲げて、ということで、１０年で２，６５

０人の減に抑えるという目標ですけど、１年間にすると約２６５人ということですけど、

このどういうんですかね、この数字の出し方というのは、何かあるんでしょうか。 

人口の減少の要因というのは、死亡と転出と。 

増の要因は、あれですね、出生と転入ということですけど、そのあたりを自衛隊の

方がですね、転勤とか、転出転入が多いわけでございます。 

あの、市の広報を見ましてもですね、何でこの時期はこんなにふえたんだろうか、

あっそうか、自衛隊さんの異動時期だなというようなことで感じるんですけど、いずれ

にしろ、先ほど言いました計画では、年間２６５人と。 

これどういう感じで算出されたか、そのあたりちょっと伺いたいんですけど。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、今、国が作っております。 

地方創生の方の人口推計ですけれども、その大前提でもう一つ押さえておきたいの

は、国がよく人口推計を出しますのは、国立社会保障人口問題研究所という国の機関が

ございます。 

さまざまな政策を立てるときには、この国立社会保障人口問題研究所の推計に基づ

いて、人口推計、１０年後、２０年後、３０年後の人口推計が発表されて、これに基づ

いて各自治体はさまざまな施策を打っておるわけですけれども、今回、国が出します総

合戦略についての人口推計については、日本創成会議という機関が出した人口推計に基

づいて、戦略を立てようとしております。 

こちらの方が、目当てにしておりますのは、２０代から３９歳までの女性、妊娠出

産期にある女性、この女性の世代に着目して、この女性の世代が、どのようにそれぞれ

の地域で動いているかということに着目して、人口推計を出しております。 

ですので、従来国が出しておりました国立社会保障人口問題研究所の推計と、国が

今から総合戦略を立てようとしている日本創成会議の人口推計は、異なった数字が出て

おるというのをまず一つ押さえておいていただければと思います。 

江田島市の方が、総合計画で立てておりますものは、国立社会保障人口問題研究所
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の推計に基づいた数値を一つのベースにして、それより減らないように、何とか歯止め

をかけようじゃないかというところで、先ほど申しましたように、市民満足度の高いま

ちづくりをすることで、子育て世代の方に、より子育てがしやすい、そういったところ

で満足度の高いまちづくりをすることで、子育て世代の方にはとどまっていただきなが

ら、もう一方で、未来を切り開くまちづくりを進めることで、交流・定住人口をふやし

ていこうというこの二つの戦略に沿って、目標値を掲げさせていただいております。 

ちなみに、参考までにですけれども、交流・定住の方の取り組みでは、平成１９年

から２６年までの間の、この間の取り組みで９５世帯、２０２人の方に新たに江田島市

に住んでいただいております。 

これはあくまでも、交流・定住の取り組みの中で、つかんだ数字ですので、それ以

外にも定住していただいている方がいらっしゃるかと思うんですけども、市の取り組み

の中でそういった数字もつかんでおりますので、繰り返しになりますが、市民満足度の

高いまちづくりを進めることと、新たな未来を切り開くまちづくりを進めることで、新

しく入っていただく方もふやしていこうと、こういうふうな気持ちを持って、目標人口

の２万３，０００人という数値を定めさせていただいております。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  都市との交流ということでですね、交流人口をふやして、交

流を通じて、江田島はいいところだなと、ここに住んでみるかというような人がですね、

その交流の中から、何人か生まれればですね、そういうことを考えますとですね、確か

にこういうサイクリングとかですね、イベントあたりも、都市からたくさん来られてお

ります。 

人口減少をとどめるのは、若者が江田島から大都会へ行くというのは、これは当然

だれが考えてもですね、思うことなんですけど、今、広島とか呉、都市部にいる若者を

ですね、若者をいかに江田島市に引っ張り込むかということが、転入してもらうかと、

これが１番のポイントだと思うんです。 

その場合、当然ですね、自分がその立場に立って、広島に住んでるとすると、江田

島とは関係ない人がですね、住んでると。ま、たまにサイクリングかなんかで、山登り

で江田島に来て、ああ、いいなと思ってですね。 

しかし、はてなと。江田島に住んで、じゃあ交通問題はどうか、日常生活ですね、

まあ、言われるのが、学校、病院、買い物とかですね、それと人とのつき合い、いうよ

うなことを言われるんですけど、そういう不安を解消するためにですね、総合計画でい

ろんなことがですね、課題が打ち出されて、改善するようなことが書かれてるわけなん

ですけど、恐らくここにおられる方もですね、もし自分が、我々旅に行ってよくわかる

んですけど、旅行に行ったりして、ああ、いいとこだな、じゃあここに住みたいか、と

いうと、いや、それはちょっと待ってくれと。 

これが大部分の人だと思うんですよ。 

例えば、北海道に夏行けば、ああ、いいな、とかですね。私は、民泊を受け入れて

ますけど、３年前から、大概ほとんど受け入れてるんですけど、その手紙にですね、江

田島は、いいところです。また、ぜひ行きたい、と言って、いつも別れます。 
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しかし、それがですね。ああいった旅行とか、そういうあれにはいいんですよ、確

かに。 

今、広島に住んでる方もですね、遊びに来るのはいいんですけど、じゃあ、転入し

て住むかということになるとですね、先ほども申し上げたように、はてな、というよう

に考えるのがほとんどの方だと思うんですよ。 

だから、江田島に住むメリット、デメリットですね。 

このデメリットをいかになくして、多少、交通で不便だけどですね、それ以上のも

のがある、というようなまちづくりをしないとですね。転入がふえるとは、到底私は思

えません。先ほど、企画部長がですね。９６世帯とか言われてましたけど、それはです

ね、それがどの程度評価していいものか、私にはわかりませんけど、こういうことを

長々言ってもあれなんですけど、結論的にですね、官民一体となってですね、確か、総

合計画の基本構想のときでしたかね、市の若手職員のグループが、いろんな案を、企画

を出されてたのを見たことがありますけど、ああ、さすが、やっぱ若い人は違うな、と

つくづく感じました。 

それで、そうか言ってもですね、高齢者にもですね、経験といろんな知識を持って

おられる方がたくさんおられます。 

だから、そういった方たちのですね、プロジェクトチームをつくってですね。 

これを検討していただきたい、と私の強い思いなんです。 

それと、そういう熱意を持った人はですね、探せば、というのかですね、結構いる

と思うんですよ。私もそういうですね、プロジェクトチームをつくってください、と。

頑張りますからというですね、声も聞きました。 

それでぜひともですね、お願いしたいんですけど、この点についてどう思われるか、

市長の見解を伺います。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、先ほど市長の答弁にもございましたように、今、

第２次総合計画策定中でございます。 

基本構想を議決をいただいて、基本計画については、ただいま、パブリックコメン

トに付して、市民の皆さんから意見をいただく場面を設けさせていただいてます。 

議員、今御提案になられたことについては、そういった市民の、熱意を持った方々

がいらっしゃる、そういうグループを存じ上げているということでありましたら、今市

の基本計画の方で、パブリックコメントを募集しておるので、そういったところにいろ

んな企画提案をする機会がありますよ、ということを、まず、御周知をいただきたい、

というお願いをすることが一つと、もう一つは、基本計画が定まった後に、これは、次

に、予算編成にあたって、実施計画の策定に入ってまいります。 

で、それぞれの課題に応じて、それぞれの部署が市民の皆さんの声やお知恵をお借

りする協議会を立ち上げたりですとか、委員会を立ち上げたりですとか、そういう取り

組みをするというふうに思っておりますので、総花的にですね、まちづくりのために何

かをしたいというようなプロジェクトではなくて、一つずつのテーマに沿った形で、福

祉でありますとか、子育てでありますとか、地域ぐるみでのまちづくりでありますとか、
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そういうテーマに沿った形で、それぞれの担当部署が、さまざまな形で市民の方の参加

を呼びかけると思いますので、そういったところに御参画をいただければな、というふ

うに考えております。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  以上をもって、私の再質問を終わりますけど、ぜひとも、国

のもう少しですね、恐らく、年明ければですね、大体国の方針というのがもう定まると

思いますので、県ともですね、連携して施策を練るのを、いわゆるプロジェクトチーム

をつくってもらってですね、住民の意見を反映させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  以上で、４番 中下議員の一般質問を終わります。 

この際、暫時休憩いたします。 

１２時４５分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時４６分） 

（再開 １２時４５分） 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

３番 上本一男議員の発言を許します。 

○３番（上本一男君）  ちょっと腹の太ったところで、ちいと気が抜けるんですが、

まあもうちょっと、あと２人です、頑張りましょう。 

３番 上本一男、通告に従い一般質問をさしていただきます。 

江田島市の活性化について、お伺いします。 

石破創生担当相は、地域の活性化を支援するため、シティマネージャー制度を創設

しました。 

本市は、その制度を利用する考えはないのかどうか、市長の見解を伺います。 

２番、日本全国どこでも、地域おこしでもがいている中、我が江田島市も例外では

ありません。 

少子高齢化による人口減少に歯止めがかからないのが現状であります。 

毎年５００人強の人口の減少を見るに、１０年を待たずに、２万人切るのは確実で

あると思います。 

それを克服すべく、市を挙げて努力しているにもかかわらず、企業誘致、定住促進

などの効果は、思うほど期待できません。 

スポーツ振興で、地域おこしは考えられないか、その辺、お伺いいたします。 

○議長（山根啓志君）  答弁を許します。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  お答えいたします。 

まず、シティマネージャー派遣制度の活用についてでございますが、「まち・ひと・

しごと創生法」では、現在、国が策定を進めている「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を踏まえ、地方自治体においても、地方版の総合戦略を策定するよう努めることが

規定されております。 
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国は、これを平成２７年度中に策定するよう地方に求める方針と聞いております。 

シティマネージャー制度は、まち・ひと・しごと創生に積極的に取り組む市町村に

対し、この地方版の総合戦略の策定や施策の推進を担う人材として、国家公務員や大学

研究者、民間人材を、首長の補佐役として、１年間もしくは、２年の期間派遣する制度

でございますが、市政運営において、専門人材の視点やノウハウを活用することは、取

り組みの変革や着実な実行を促すために有益であると認識しております。 

このため、市においても外部コンサルの活用や、審議会委員への登用など、これま

でも事案に応じて専門人材の活用を図ってきたところでございます。 

このシティマネジャー派遣制度は、平成２７年度から５年間にわたり、制度が維持

されると聞いておりますので、今後、地方版の総合戦略を策定していくに当たり、専門

家を活用し取り組むことが望ましい分野などが明らかになってくれば、選択肢の一つと

して、シティマネジャー派遣制度の活用についても検討したいと考えております。 

次に、スポーツ振興による地域活性化についてのお尋ねでございますが、本市は議

員御指摘のとおり、今後さらに人口減少、少子高齢化が進むと推計されており、人口減

少・少子高齢化社会をプラスに転じる施策を考えていく必要があります。 

地域おこしの手段の一つとして、近年マラソンなど、市民参加型スポーツイベント

や、観戦型スポーツイベントの開催、あるいはスポーツ合宿やキャンプ誘致などを実施

するところで生まれる経済波及効果に、自治体を含め、地域が注目し始めています。 

また、スポーツを活用したまちづくりを進めていくためには、地域の理解と協力が

不可欠であり、スポーツ団体との連携・協働を効率よく機能させることが必要であると

考えております。 

本市においても、今後こうした面への取り組みも必要であるかと思いますが、早急

な結論を求めるのではなく、近隣市町の状況も踏まえながら研究し、民泊やオリーブ振

興など、他のまちづくり施策との連携やバランスも考慮し、よりよい施策に結びつけて

いければと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  なら、１番からぼちぼちいきます。 

あの、やはり今国がですね、各地方が元気がないと、一極集中になるいうことで、

地方に元気を持たそう、と思うて、僕はこういうような制度をこしらえてきたんじゃろ

う思います。 

今ですね、何か要望事項等がありましたが、やはり一国の主、やはり市長が東京の

方へ出向いていって、お金を引っ張ったり、知恵を借りたりしよる思うんです。 

今、それじゃあもうだめだと。国から直接、そういうようなプロジェクトチーム、

要望事項、懸案事項があるところへは問題を提起してください、と。提起すれば、うち

の方で、地方創生本部の方で検討します、と。 

今、上がってきとるんが、僕が間違いがなければ、９００件ぐらい上がってきてお

るみたいですけど。 

我が市もですね、よいよ問題が山積みですよ。 
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そういうことを国がこうやりよるんなら、ある程度、プロジェクトチームをつくっ

てですね、僕はやるべきじゃろう思うんですよ。 

いううちにですね、僕の年代ごろの、こう言ったら失礼なんですが、市役所の職員

さん、まあ、あの酒永さん、吉野さん、山本秀男さんは別としてね、僕らのときはね、

皆町へ出てたんですよ。 

その後、僕、運よく市会議員にならしてもらって、見さしてもらうのにですよ、優

秀な人材がいっぱいおる。これはね、活用せん手は僕はないと思うんですね。 

市長、やはり執行部がですね、もうちょっとうまいこと言って、やっぱ踊らすんい

うんじゃないですけど、勉強できるとか、ばんばん出していかんとだめです。 

多分、今の状態では、江田島市は、限りなく消滅するんじゃないかな、今ですよ。 

僕が思う江田島市は、呉に２０万、広島に１００万、よいよ１番便利な、１番便利

のええとこへおるんですよ、どしんとおって、それで、１番過疎、これは現実にすごく

考えにゃいけん問題なんです。 

今、国がこういうことを考える、こういうことを出してくれるいうことは、ある程

度、こっちが真剣に考えて、問題があれば、ばんばん発信するんですよ、こっちが。 

向こうが待ってくれんから、向こうから助けましょうか、言うて今からこんのんで

すよ。じゃけん、その辺を僕は考えてもらいたく、これは提案しました。 

まあ、市長、その辺で何かありましたら、ありましたら言うても、なかなか急に言

われても、市長もまあ、困ろうし、そういうような、どう言うてええんですか、職員も

ですね、僕もうちょっと使ってやっていた方がええ思うんですよね。 

何か、僕はこう見さしてもらうのに、どう言うてええんですか、閉塞感言うてええ

ですかね、こう出口がない、まあ、どうやりゃあええんかの、とか、ただ待てよ、２年、

３年あったら、また今度よそへ飛ばされるんじゃないんかと、やはり、あの今日午前中

に出ましたけど、資金運用の面でもですね、そうような専門家、特化したのをね、一人、

二人こしらえるんですよ。 

５年間やらして、また、送り込むとか、よいよ、ええ循環にせんことにはね、ここ

ははあ、ここは言うたら怒られるんですが、この江田島市は下降します。 

その辺を市長、一つまあ考えていただければ、うれしく思います。 

２番行きます。 

２番の問題はですね、これもやはり、朝の最後、中下さんや昨日の胡子さん等が言

われた問題と同じみたいなんですけど、当たり前のことをやりよったんじゃあ、江田島

市は完全につぶれると。ほんなら、ちょっと発想をですね、すとーんと変えてどうやっ

て生きていくかいうことをやはり考えんといけん思うたとき、僕はやはり大都市の１番

前にあるんが、江田島市であると。 

大都市いうのは、１００万、２０万の町があります。 

今ですね、僕がこれを言いたいのは、サッカーいうことで僕は提案したんですけど、

今、広島市内には、サッカーやる競技場いうんがないんですよね、ないいううちに、例

えば、サッカーリーグいうのは、Ｊ１があって、Ｊ２があって、Ｊ３があって、その下

へですね、下部組織がある。 
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あのユースいうてですね、高校生グループ、ジュニアユースいうんがありましてで

すね、それは中学生グループ。ジュニアがあって、キッズいう、ピラミッド型があって、

サンフレッチェがそこ１番上におる。 

今、吉田町で、安芸高田市ですよね、吉田町いうのは。そこへですね、サンフレッ

チェが本拠地を構えとるんです。そこへは、要は構えて、ユースもそこへあるんです。 

ユースいうのは、そこのサンフレッチェユースが日本全国から集めてくるんですよ、

生徒を。サンフレッチェは強いけん、あそこへ行って、要はサッカーやりたいと。 

野球で言えば、広陵みたいなもんですよ、広陵行って、一生懸命練習して、甲子園

行こうと。 

 そういうような考えで、皆集まってくるんですよ。そこへ集まった人は吉田高校へ入

る。はあ、そういうように決めとるんです。 

それはまあ別として、そういうようなサッカーいうのはですね、ピラミッド型で、  

要は底辺が子供から、幼稚園ぐらいからクラブをこしらえとんです。その練習場がない

んです。 

僕は、その練習場を１番近いところ、大都市の１番近いところ、江田島へこしらえ

たらどうかな、いうようなことです。そりゃ莫大、銭がかかる。 

莫大いうことはないですが、そりゃ宝くじの助成金とか、そりゃやる気になればあ

る思うんですけど、これは、僕は一つの提案として、物言わしてもらいよるんです。 

サッカーいうんはですね、今は世界でいうと、サッカー人口いうのは、すごいです

よ。世界、ボール一つあれば、どこでもできますし、野球と違ってですね、野球いうの

は、アメリカ、キューバですか、日本、韓国、台湾と決まってますけど、サッカーは、

世界皆やりよるんです。 

そういうことを考えて、考えていけばですね。 

島のまたそういうような、どういうんですか、練習させてください、貸してくださ

い、いうんがふえてくると思うんですよね。 

今、１番の問題は、広島市が競技場をこしらえようというて、必死になってやりよ

る。多分、今みなと公園か市民球場、旧市民球場ですね。どっちかなる思うんですけど、

そういうことになって、２０２０年にはオリンピックがあるということを見たらですね、

まだまだ、その練習場等、まだふえてくる思うんですよ。 

その辺をこう考えてですね、トータルで、ちょうどその辺を僕がこう提案さしても

ろうたんですが、今、定住促進いうようなことで、市もやってますけど、ここ最近は、

何人ぐらい入って来てますか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、先ほど中下議員の御質問ときにもお答えさせてい

ただいたんですけれども、平成１９年度からこの取り組みについては進めてきておりま

すが、平成１９年度から２６年の１１月現在で、９５世帯、２０２人の方に、この事業

によって、定住していただいております。 

ちなみに、その中で、５０歳以下の世帯が４９世帯、約半数よりちょっと上ぐらい

が現役世帯の方でございます。 



- 108 - 

 

それと、この９５世帯のうちの５４世帯は広島市を中心とする広島県域から江田島

市を選んで入ってきていただいております。 

これが大体５６％ぐらいの人数です。 

今年度に入って、５件入っていただいておるんですけれども、その５件についても、

２０代の方が１世帯と３０代の方が２世帯というふうに、大体傾向的には、半分ぐらい

は現役の世帯の方に入ってきていただいておりまして、入ってきていただいていただく

方の半数ぐらいは、広島県域から広島市内から、海の豊かな江田島市を選んで入ってき

ていただいておるというのが現状でございます。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  わかりました。企業誘致いうのは、どういうようになってい

ますか、ここ最近。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  企業誘致の奨励金制度、これございまして、この制度は、

あの江田島市内に工場等を新設または増設する場合に、一定の報奨金を出すという制度

でございまして、２５年度、２５年度には１件、企業が入っております。 

それと、今年度、２６年度に入りまして、１件ほどの申請がございました。 

昨年度の企業についてはですね、この制度を適用するに当たっては、新規の雇用を

条件としていたしております。 

で、３名ほどの新規の雇用が発生しとるというふうに伺っております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  今、企業誘致、企業がこっちに来てくれて、どれだけそこ働

いてくれてる人がおるか、いうことを僕はまあ聞いたんですが、３名、３名いうような

感じでしたね。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  今年度の企業につきましては、来年度の操業４月１日の

予定ということで、申請はですね、工事の１カ月前の申請、申請してからその企業を認

定するというところまでの事務でございまして、今年度の企業については、まだわかっ

ておりません。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  僕が言いたかったんはですね、定住促進、今ちょっと一辺倒

でやっとると、どうにかふやすために企業誘致、定住促進やってんですけど、それが全

然、効果、一応は形としてあると、やりよると、やらんよりやった方がええ、というよ

うな感覚でおるんですよね。 

なら、とにかく、今、市長は２万３，０００人、交流人口１００万人ということを

言いよりますけど、２万３，０００人じゃなくて、交流人口１００万でも、僕はええと

思うんです。 

どういうことか言うたら、ここへ来てもらって、楽しんで、遊んでもらって、江田

島市がどういうことがわかるいうこともまた、定住の一環じゃろう思うんです。 
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そのためには、やはり、とにかく来てくれる、よそのないもの、とにかく地方は特

化しなさい、いうことを国は言うてくれよんですから、じゃけん、そういうものをやは

りつくっていくべきじゃなかろうかと。 

そのために、１番、これから、どう言うてええんですか、子どもが１番よう楽しむ

こと、いうたらスポーツであるし、どちらかというと、年寄り、こう言うたら失礼なん

じゃが、年寄りが来るよりは、若い子供さんがくりゃあ、子供が来れば親がついて来る。 

おじいちゃんがついて来る、いうような、回転する思うんですよね。 

例えば、サッカー競技場があってですよ。学校で練習すると。 

一つのグランドがありゃ、大体８チームぐらいがリーグ戦とかすることができる、

そういうような極端に言えば、２面ぐらいつくったら。よそにはないんですからね、今

のところは、まだ。 

そういうような広島から楽に来れて、ここの江田島市いうのは、気候は温暖、台風

はない、災害はない、最高のとこでよ、ちょっと話そらして言やあよ、さっき、花野さ

んがヘリポートのことを言いよりましたけど、ここにゃあね７分もありゃあね、国立病

院でも行かれるんですよ。日赤でも。親が倒れた、こりゃ大変じゃいうても、７分で行

かれるんですよ。これは、アピールせんにゃ行けんのんですよ。医療機関が１９カ所      

もあって、国立、大病院、総合病院がなくてもええんですよ。なくても、７分ありゃま

あ行けるんですから。それと同時に、自然はいっぱい、どう言うてええんですか、スモ

ッグ、ＣＯ２が多いような街中ではないんですから。 

空気はおいしい、最高の、住むにはええところですから。 

そういうのをがんがんするために、やはり、サッカーとか、そういうな自然、子供

が入ってくるような、そういう方向をいろいろ考えていってもらえれば、僕はまあ、え

えと思うて提案したんですが、市長、その辺ちょっと一言聞かせてください。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  人、定住、それからそれの前の交流というのは、その地域に、

そういう人が来るための、来る原因いうか、要素があってですね、人が来られて、ここ

はいいねとか、ここは将来住みたいね、というような形で物事が進むわけなんですけれ

ども、定住を進めるための方策としてですね、議員さんは、スポーツを通じて、交流を、

交流人口をふやそうということなんですけれども、一つのことだけでは到底無理なんで、

さまざまな総合的な、その、あれもこれも、あれもこれもといろんなことをやらないと

ですね、人が来るのは限界があります。 

例えばスポーツでも、現在、江田島市でことし行いましたシートゥーサミットのよ

うに、自転車に乗れる方もたくさん来ますし、シーカヤックなどもですね、江田島市内

にクラブをつくっておられる方も２チームおります。 

そういった、あの、今のままでもすぐ、もうちょっと工夫して、協力してもらえれ

ば、人を来てもらえるような組織ももう既に下地があります。 

さらに、サッカー場をつくったら、サッカーする広島市内にもサッカーの子どもが

専用で使えるようなグランドがない、いうことなんですが、それも確かに、有力な、人

を来てもらうための方法じゃないかと思います。 
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さまざまな方法でですね、スポーツだけではなしに、オリーブとか、みかんとか、

カキとか、さまざまなものを利用してですね、人が来ていただきます。 

またそれプラスですね、民間のいろんなＮＰＯの法人とか、任意の団体などがです

ね、マラソン、駅伝をやったりですね、まあ、かきカキマラソンと、かきカキマラソン

は沖美町の実行委員会を立ち上げてやってますけども、さまざまなものを動員してです

ね、人を来ていただくことになりますから、議員が言われるように、サッカー場を一つ

つくって、子どもたちに来てもらったらどうかということは、有効な方法の一つと思い

ます。 

ただし、これはかなりの億単位の金が、サッカー場を一つつくるいうことになれば、

グラウンドだけの整備でもですね、億単位の金がかかりますんで、やっぱりそこらは慎

重に考えて、その適当な、それだけの広さの場所があるか、ということもありますんで、

これからの検討課題じゃないんかというように考えておりますが、有効な手だての一つ

とは考えております。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  それとですね、僕がスポーツと言うたんは、大柿高校にも兼

ねて言うたんですよね。 

それはどういうことか言うたらですね、今、知り合いがＳＲＣ広島いうクラブチー

ムを今、広島につくっとんです。その前身いうのは、どういうような、サッカーチーム

なんですが、どういうようなところかと言いますと、最初は、広島県教員サッカークラ

ブ、教員が子供を教えるための指導要領、どういうような指導をしたらええか、一つの

勉強会から発足しとんです。それがＳＲＣ、今、名前を変えてですね、教員さんばっか

りじゃないというような感じで、名前を変えＳＲＣ広島いうようなチームになっとんで

すけど、それがやはり、僕がさっき話した、プロから社会人からキッズ、子供までピラ

ミッド型であるんです。 

例えば、そういうところ、その人いうのはまあ、今ごういりよるのは中町の方なん

ですがね、そういうような、例えば、サンフレッチェユースみたいな、そういうような

チームがひょこっとこっちに来てくれる、というようにすれば、そこへ、そこで練習し

たいというような人はそこへ来るんですよ。 

要は、そこのサンフレッチェ広島のユースへ入れてくれ、というんと同じみたいな

感じで、そこへ来るんです。それをひょこっとまあ、極端に言やあ、江田島市へ来られ

たら、大柿高校へ入るんですよ。 

施設は、ほんなら宿泊施設とか、そういうのはどういう具合にするんですか、言う

たら、そらまた考えるんですよ。民泊もある、この島では、閉校になったような、空い

たような小学校がいっぱいあるいうたら失礼なんですが、結構あると。 

島の有効財産を使ってですね、そういう方向に持っていきゃええんですよね。その

ためには、やはりそういうようなただサッカーいうたら、サッカーを引っ張ってくるん

じゃのうて、その分の波及効果いうこともですね、やはり考えて、こうやったらええ思

うんですが、まあ、その辺なんですが、サッカーでどうこう、言うんじゃないんですが、

いろいろ考え方として、広く持っとかんことには、やはり、どう言うたらええんですか。
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この江田島市の活性化はないと。 

それから、それと同時にもう少し職員をですね、ほんま優秀な、優秀なんが揃うと

ると思いますよ。 

その辺をもうちょっとこうね、上手におだてて使うように、持っていった方がええ

思うんですが、市長それ、その辺で終わりますが、最後一言お願いします。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  スポーツに特化して地域振興を図ろうじゃないか、という話

なんですけれども、サッカー場になりますと最低限、今の小学校のグラウンドくらいで

は狭いとこが多いんで、江田島市内で適地というと限られると思うんですけれども、青

少年交流の家などは、グラウンド構えておりますので、そういったとこと提携すれば、

すぐ隣に泊まる場所もありますし、いろんな方法が考えれると思うわけなんですよ。 

で、先ほど言いましたように、ま、サッカーもそうですし、そういうカヌーとか、

音戸高校なんかは、カヌー部を誕生さして、かなり活発に、カヌーを奨励して子供らが

元気になったということがありますけれども、いろんなものがありますんで、これから

も一番、今のとこ、いろんなことやって、人がたくさん集まってくれるのは、スポーツ

系のイベントいうのが、１番人が集まってくれます。 

それでも、例えばサッカーのグラウンドつくれば、年間を通じて、人が来てくれる

いうメリットがありますんで、議員の言われたことをですね、もう少し掘り下げてです

ね、検討したいと思います。 

ただ、どういうことかと言うと、例えば江田島市に一面グラウンドをつくってです

ね、非常にいいと、具合がいい、ということなりますとですね、私は世の中の常として、

すぐ、隣の町もですね、わざわざ江田島に行かんでも、宇品にいっぱい空き地があるん

だから、あっこへほいじゃあ子供用のグラウンドサッカーグラウンド３面ほどつくろう、

とかいう話に私はすぐ、そういった話になりますんで、そういったものを大金を投じる

ときには、相当隣の市町との調整いうんですか、せめて、役所との調整は、ある程度し

てですね、江田島がやるんだから、これと同じようなものをつくらないでくださいよ、

いう形にしとかないとですね、つくったは、すぐ利用がなくなったいうことがでます。 

それは、一つの実例を申し上げますと、深江にですね、沖野島マリーナいうのが、

あります。 

当時は、非常に景気の上向きの時代で、ずっと右肩上がりの経済成長している時代

にですね。あっこへ、第三セクターでヨットのマリーナを設置しました。ところがです

ね、しばらく時間がたって、まだ足りないいう話なったときにですね、どういうことに

なったかいうと、広島県がですね、県がですよ。県が、ああやって観音とか吉島の川の

中へですね、マリーナつくってですね、しかも公共で安い、随分安い値段で、あっこへ

皆船をとめとるわけです。廿日市の方にも道路のへりにあります、たくさん。 

そういったことがですね、この社会の中では、よほど慎重にやらないとですね、江

田島にいいグラウンドできて、子供がたくさん行きよる、こりゃ広島でもやれと、それ

は市長さんじゃなくても、広島市長さんじゃなくても、例えば議会の議員さんとか地域

の土地が空いとるとこの議員さんらがですね、とか市民がですね、こりゃ、まだ足りん
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らしいぞと、やれ、ということになるとですね、もう今度は江田島まで来ない、という

ような事が起きますんで、相当やっぱりやる上ではですね、物事よく練った上で、考え

た上で、やる、という方向にしとかないとですね、後からしかられる、つくったがうま

くいかんじゃないか、いうことになりますんで、慎重に考えたいと思います。 

江田島市内で言いますと、議員さんが前に、そういうふうサッカー場の話をされた

んですけども、サッカー場専用グラウンドではなしに、例えば、グラウンドゴルフがで

きるとか、ほかのいろんなものがですね、多目的にできるもんじゃないとですね、現実

には、仮につくるという話になったときには、サッカー場だけではなしに、多目的に使

えるグラウンドじゃないと、非常に難しいというように思っておりますが、いずれにし

ても、御提案をいただいておりますので、検討してみたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（山根啓志君）  ３番 上本議員。 

○３番（上本一男君）  はい、市長ありがとうございました。 

もう、とにかく江田島市をとにかく残そう、という意識がですね、僕は、議員さん

今日、１２人一般質問するんですけど、あの前３回と、このたびで４回目ですが、以前

から比べたらすごい活性化しとる思うんですよね。それを、市長も力をもらって元気に

なる。それだけ質問するいうことは、市長も勉強せんにゃいけん、元気になる。それと

同時に、職員は引き上がってこんにゃ、意味がない思うんですよね。 

その辺をうまいこと、職員さんを使うて、またさっきのあれじゃないですが、これ

利息が全然つかんのですからね、その辺も専門職でぱーっと送り込んで勉強、金融のス

ペシャリストになるぐらいね、それぐらいは一生懸命やらすような、こう人をもってい

ってくれたらいいと思います。 

すいません、一つよろしくお願いします。 

ありがとうございます。 

○議長（山根啓志君）  以上で、３番 上本議員の一般質問を終わります。 

１４番 浜西金満議員の発言を許します。 

○１４番（浜西金満君）  皆さん、１２番目でもう私で、終わりでございますんで、

よろしくお願いいたします。 

１４番議員の浜西金満です。 

通告に基づきまして、１問質問いたします。 

大柿高校の存続について。 

なお、平成２６年２月定例会で、平川議員さんが質問されていますが、できる限り

重複しないように、質問いたします。 

本市で唯一の高校であります、広島県立大柿高校は、近年の全国的な少子化や江田

島市市外の高校への進学で、入学志願者が減り、生徒数が減少しています。 

私自身は大柿高校の卒業生ではないのですが、私の周りには、田中市長さんはじめ、

多くの卒業生がおられ、私も家から近所にありますので、大柿高校が生徒数も多く、学

業も優秀、クラブ活動も盛んで、活気にあふれた時代も知っております。 

広島県の市の中で、高等学校がない市はありません。 
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たとえ、県立高校であっても、江田島市も真剣に考えなくてはなりません。 

本市は、大柿高校に対して、通学バス定期代を助成されていますが、対象者が少な

く生徒数は、増加していません。 

もちろん、大柿高校自体も、学校を核とした地域づくりを目指して、存続とかとい

うような、優しい言葉でなく、学校が地域の未来をつくる、というような積極的な考え

を持って、活動も進めておられます。 

大柿高校生徒だけを、優遇するというような、公平の原則いうこともありますけど、

江田島市が同校と協力して、全国から島留学生を募り、入学志願者をふやす施策、仮称、

大柿高校魅力化プロジェクトなどを立ち上げてみてはどうかと思いますが、市長の見解

を伺います。 

○議長（山根啓志君）  答弁を許します。 

塚田教育長。 

○教育長（塚田秀也君）  大柿高校存続の施策についてのお尋ねでございます。 

広島県教育委員会は、平成２６年２月に、今後の県立学校の在り方に係る基本計画

を策定し、１学年１学級規模の高等学校については、学校関係者、市町、市町教育委員

会などで構成する「学校活性化地域協議会」で活性化策を検討・実施し、全校生徒が８

０人以上を目指す」としております。 

また、「３年間が経過した後、全校生徒数が２年連続して在籍８０人未満となった学

校については、協議会の意見を聞いた上で、近隣のキャンパス校、統廃合等とする。」

としております。 

市教育委員会は、市内唯一の高校である大柿高校を活性化するため、平成２２年度

から大柿高校活性化事業を行い、補助金を交付し、支援を行い、今年度は新たに、通学

支援のための路線バス定期代の２分の１の補助を実施しているところでございます。 

しかし、議員御指摘のとおり、現在の生徒数は１年生が２３人、２年生が２６人、

３年生が１５人、の合計６４人であり、８０人という生徒数には至っておりません。 

このような状況の中、大柿高校の活性化地域協議会は、これまで３回開催され、特

色づくりや活性化の方策について話し合われています。 

また、大柿高校は、「大柿高校だからできる～海と島と教育の環～」というリーフレ

ットを作成して、ＰＲに努められ、議員御指摘の県外からの生徒募集についても、平成

２８年度入学の時期を目途に、計画をされております。 

教育委員会といたしましては、引き続き、大柿高校活性化事業や、大柿高校活性化

地域協議会を通して、支援を行ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  １４番 浜西議員。 

○１４番（浜西金満君）  教育長ありがとうございますが、何点か、ちょっと質問さ

せていただきます。 

さっき補助金のことも、私も教育長も言っていただきましたが、江田島市の補助金

約７０万だと思うんですが、通学定期の助成金として、補助をされていますが、対象者

がやっぱりそのバスで通う方が限られとるいうことで、公平の原則いうことも私もさっ
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き言うたんですが、ほかのことにその補助金を使ったりするいうことはできないんでし

ょうか、質問いたします。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君）  今の補助金の件でございますが、大柿高校活性化事業の

補助金でございまして、計画書が出されておりまして、その中で、交付、という形にな

っとります。 

その計画書の、補助金の計画変更等、内容によりますが、検討させていただきまし

て、できるかできないかというような判断をさせていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  １４番 浜西議員。 

○１４番（浜西金満君）  それでは、また別の質問なんですが、鹿児島県のですね、

鹿児島県の伊佐市いうとこで、新聞紙上なんかでもご存じの方もいますが、伊佐市とい

うのは、鹿児島県北部の、熊本県との県境にありまして、内陸部にあるそうでございま

す。 

２００８年１１月１日に、鹿児島県を大口市と鹿児島県伊佐郡菱刈町いうところが

合併しまして、人口を２万７，０００人の市でございます。 

で、その伊佐市にある鹿児島県立大口高校卒業生の中でも、いわゆるちょっと言い

方不適切かもしれませんが、国公立大学とか、有名私立大学に入学した方にですね、奨

励金を出す議案、５，０００万円の基本条例を市議会で議決したことが、地元新聞に、

１１月８日に掲載されました。 

何日か後にも、この中国新聞にも出ていました。 

過疎、少子化、人口減に悩む地方の実情を感じる思いですが、このような思い切っ

た施策は、江田島市の方は考えておられませんか、質問いたします。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君）  その支援の形でございますが、要は、いい大学に入った

ら、賞金を出しますよ、いうような形になっとると思っておりますけども、そういうこ

とは、その賛否両論ございまして、教育の中で、そういうことをやってもいいのか、と

いうようなこともございます。 

で、大柿高校活性化協議会の中でいろんな政策を、政策と申しますか、その存続に

ついてのいろんなことを考えております。 

で、そのような中のものに対して、市の方でできることがあれば支援をしていくと

いう考え方でございますので、今のところその伊佐市のような、大口高校のようなこと

は考えておりません。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  １４番 浜西議員。 

○１４番（浜西金満君）  今、あの次長さんが言われましたように、こういうですね、

市議会の議案が、議決されたいうことで、市長の方にですね、ネットなんかでいわゆる

教育評論家が、もうそんなことは、次長さんが言われるように、そういうようなことは

教育、まあちょっと、ちょっと言い方が不適切なんかもしれませんが、まあ人参ぶら下
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げて、報奨を出すとかいうようなことで、すごく非難ごうごうのことも、ネットなんか

でかなり寄せられた、いうことも出てました。 

ただですね、日本全国もですね、保育料の助成、予防ワクチン、高齢者のタクシー

チケット助成など、老若男女を問わず、地方自治体が、独自に実施している施策が幾つ

もあります。 

やはり、思い切った施策は、ときに、今、次長さんの思いと、答えのあれで批判の

かなり的になります。 

しかし、やはり何かをですね、しなければなりません。 

大柿高校の危機感を、高校だけの問題とせずに小中学校の保護者や、先生はもちろ

んのこと、全市民の危機感として共有することが大事だと思います。 

江田島市の子供たちは、高校卒業までは、ふるさと江田島で暮らし、ルーツを大切

にする日本人、国際人になってほしいと願っております。 

これは、返答いりませんので。 

またですね、この中国地方の島根県、隠岐島前高等学校、この島根県隠岐諸島にも

島の前と書いて島前、島の後ろと書いて、島後というふうに島が幾つかありまして、そ

ういうんで分かれております。 

それの島根県、隠岐島前高等学校はですね、日本海の離島でありながら、昭和３３

年、国への働きかけを通じて、特例を受け、全国で初めて全日制分校となり、また、地

元負担で校舎を建て、まさに、地域の学校であります。 

しかし、少子化、本土の高校への進学で、県の高校統廃合の基準であります入学者

数２１人も切る可能性も出てきました。 

そこで、魅力の会を立ち上げまして、魅力の会というのは、いわゆる島前３町、こ

れは西ノ島町、学校の所在します海の士と書いて海士町、それと知夫村いうて、３町村

の町村長、議長、高校の校長、中学校の校長、ＰＴＡ会長、もちろん高校のＯＢ、ＯＧ

会などで構成されて、立ち上げました。 

最初にも言いましたように、高校を核として、学校と地域が一緒になって、魅力化

を進めて、全国の意欲のある生徒も行きたい、と思うような豊かな自然と文化に囲まれ、

人とのつながりが深く、安心・安全な地域であるとともに、学力も人間力も伸びる、教

育環境を整えることで、子育て、教育の島、江田島市として教育ブランドを構築してい

くことで、この今の私が１２人目の議員の一般質問でございますが、その前にも、何人

かの議員がやっぱり、活性化というかですね、人口の減いうことをかなり真剣に思って

いることが、質問でもわかると思います。 

教育ブランドを構築していくことで、子供、子供のおれる若いＵターン、Ｉターンを呼

び込み、江田島市の発展を目指してほしいと思いますが、市長何か一言、お願いいたし

ます。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  大柿高校のことにつきましては、大変悩ましい課題、問題だ

というような感じております。 

いつも成功例に挙げられるのが、今議員が言われた海士町の例を言われるわけなん
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ですけれども、海士町は、絶海の孤島にある離島でございまして、なかなか島から外へ

出ていくのは、当然、通学はできませんので、本土へ住む、いうことになりますので、

江田島市の大柿高校の状況とは、相当やっぱり状況が違うと思います。 

海士町の場合には、非常に強い危機感いうんですかね、地元に子供が残って、本土

へ通学できる距離であれば、別なんですけども、出ていったきりになるような形になっ

ております。 

江田島市の場合には、いわゆる広島、呉へ通学ができるいうような距離にあります

ので、実際には、市内の中学校卒業した生徒のうち、およそ８５％の子供は広島、呉の

市内の学校へ、いわゆる通学しています。 

生活はこっちに置いとって、親と一緒に住んどって、広島、呉へ通っておるわけな

んですけれども、じゃ、どうしてみんな広島、呉の高校へ行くのか、いうことになりま

すと、これは多分、子供にとっても行きたい学校がですね、広島、呉にあるんですよね。 

単純に言えば、商業もある、工業高校もある、難関大学へ進学する高校もあります

し、さまざまな受け皿、子供が行きたいという受け皿が呉、広島にあるわけです。親も

行かしたいと、子供を行かしたいという学校が、呉、広島にはあります。 

それに比べて、江田島市内にはですね、県立の普通科だけの小規模校、それも、小

規模校の大柿高校しかないという現実がありますので、先ほど言うた、８５％の江田島

市内の小学校卒業した８５％以上の子供は、本土の方へ、呉、広島へ通学しとるという

のが、私は海士町と比べたときに相当違うと思います。 

海士町の場合には、もう後がないと。 

このままだったら、高校が消えるよ、というようなとこでですね、地域の方が自主

的にそういった危機感を持ってですね、これ学校、どうにかしなければ、いう立ち上が

りがあったと思うんですけど、それに呼応して行政がですね、財政的に支援などを行っ

て、まず、財政的な支援いうんは、それの中にも人的な支援もありますけれどね、お金

を出して、そのお金で、外部の方、島外への子供の勧誘、入学勧誘いうんですか、そう

いったものを盛んにいろんな手段を通じて、あの展開したわけなんですけれども、それ

と同じ手法がですね、大柿高校でできるか、と言うと、もう少しやっぱり踏み込んで研

究してみる必要が、私はあるんじゃないかと。 

広島市に勝る、呉市に勝る魅力がですね、大柿高校へ展開できるんか、いうことが

１番大事なんで、広島市の学校へ行くよりは、普通科高校で、広島市の普通科高校は、

基町とか皆実とか、たくさんありますよね。 

呉でも、三津田、宮原、広とかいうようなんありますけども、それに勝る、魅力の

ある学校にしない限りには、地元の子どもがですね、広島、呉へ出るのは、とまらない

と私は考えております。 

そうするとやはり、何が１番か言うたら、教育そのもの、子供が行きたい学校にし

たいということが非常に大事なんでですね。 

そこのことについてはですね、現在協議会がありまして、どういった高校にするべ

きかということがありますので、この３年の間に、協議会の結論がまとまりますので、

その中でですね、江田島市の財政的な支援とか、江田島市が場合によっては、ある程度、
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前へ出ていってですね、これを、大柿高校を存続さすための力になるようなことはです

ね、市としては当然やらなければならない、ということになっておりますので、もうち

ょっと推移を見てですね、対応したいというように思います。 

○議長（山根啓志君）  １４番 浜西議員。 

○１４番（浜西金満君）  私の一般質問を終わります。 

ありがとうございます。 

○議長（山根啓志君）  以上で、１４番 浜西議員の一般質問を終わります。 

これで、一般質問を終わります。 

この際、暫時休憩いたします。 

１３時５０分まで休憩いたします。 

（休憩 １３時３９分） 

（再開 １３時５０分） 

 

日程第２ 報告第９号 

 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第２、報告第９号専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定につ

いて）を、議題といたします。 

直ちに、提出者からの報告を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました報告第９号専決処分の報告について

（和解及び損害賠償の額の決定について）でございます。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された、「市長の専決事項の指定につ

いて」に基づきまして、和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分しましたので、

同条第２項の規定によりまして、議会に報告するものでございます。 

内容につきましては、企画部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  それでは、報告第９号、専決処分の報告について（和解

及び損害賠償の額の決定について）説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

このたびの専決処分は、交通事故に係る損害賠償の額の決定でございます。 

相手方は１名で、損害賠償額は、表に示すとおりでございます。 

事故の内容につきましては、２ページ、専決処分書をご覧ください。 

２ページの中程でございます。 

事故の概要にありますとおり、平成２６年９月８日午前１１時ごろ、江田島市江田

島町中央一丁目１番１号の江田島支所、駐車場におきまして、市企画部所属の職員が、

公用車を発信した際、当該職員及び相手方の安全確認不足により、双方の車両が接触し、

損傷したもので、この事故における損害について相手方と和解し、損害賠償の額を決定
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したものでございます。 

和解の相手方は、江田島市江田島町○○○丁目○○番○○号、○○○○さんで、損

害賠償額は１６万８，０００円、専決処分年月日は、平成２６年１０月３０日でござい

ます。 

今回、このような事故を起こし、まことに申しわけございませんでした。 

今後、このような事故のないよう、交通安全の徹底について、職員に注意喚起を行

ってまいります。 

なお、損害賠償金は本市が加入しております、総合損害賠償保険で補てんされてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  以上で、報告第９号の報告を終わります。 

 

日程第３  同意第３号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第３、同意第３号公平委員会の委員の選任につき同意を

求めることについてを、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

○議長（山根啓志君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました同意第３号公平委員会の委員の選任

につき同意を求めることについてでございます。 

平成２６年１２月１５日で任期満了となる、次の公平委員会の委員を引き続き選任

したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定によりまして、議会の同意を求める

ものでございます。 

選任したい方は、住所が江田島市大柿町○○○○○○番地、氏名が久保理市さんで

す。 

昭和○○年○月○日生まれ、６９歳でございます。 

久保さんは人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解

があり、人事行政に関し、識見を有する方でございます。 

何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

本件は、こと人事に関することでありますので討論を省略し、直ちに起立により採

決に入ります。 

本件は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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起立全員です。 

よって、本案については、これに同意することに決定いたしました。 

 

日程第４  承認第５号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第４、承認第５号専決処分の報告と承認について（平成

２６年度江田島市一般会計補正予算（第３号））を、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました承認第５号専決処分の報告と承認に

ついて（平成２６年度江田島市一般会計補正予算（第３号））でございます。 

地方自治法第１７９条第１項、本文の規定に基づきまして、平成２６年度江田島市

一般会計補正予算（第３号）について、専決処分しましたので、同条第３項の規定によ

りまして、これを議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

専決処分の内容は、衆議院の解散により、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査が実施されることとなり、所要の補正を行う必要が生じたことに伴いまして、

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると判断し、平成２６年１１月２１

日に専決処分したものでございます。 

内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  承認第５号について説明いたします。 

議案書の７ページをお願いいたします。 

内容は、先月２１日に衆議院が解散され、今月２日公示、１４日投開票の日程で、

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が執行されることとなりました。 

これに伴い、緊急に選挙執行経費の補正予算措置が必要になりましたが、議会を招

集する時間的余裕がないため、専決処分をしたものでございます。 

専決処分年月日は、平成２６年１１月２１日でございます。 

別冊の平成２６年度江田島市一般会計補正予算書及び補正予算書事項別明細書（専

決処分）の１ページをお願いいたします。 

専決処分書でございます。 

地方自治法第１７９条第１項本文の規定によりまして、次のとおり専決処分する。 

平成２６年度江田島市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３４０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６億９６４万６，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

それでは、補正予算事項別明細書で、主な内容について説明いたします。 
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事項別明細書の１０、１１ページをお願いいたします。 

まず、歳出について説明いたします。 

２款総務費、４項選挙費、４目衆議院議員選挙費に、投開票にかかる管理者、立会

人の報酬、事務従事職員の時間外勤務手当、入場券作成費、郵送料、ポスター掲示板の

作成、設置等の経費、投票用紙分類機の更新のための備品購入費など、所要の選挙執行

経費を計上いたしております。 

前に戻っていただいて、８ページ、９ページをお願いいたします。 

歳入です。 

今回の選挙の経費につきましては、全額、１５款県支出金、３項委託金、１目総務

費委託金の選挙啓発推進事業委託金及び衆議院議員選挙委託金で賄われることとなって

おります。 

なお、１２、１３ページに給与費明細書をお示しいたしております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本件を、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本件は、承認することに決定いたしました。 

 

日程第５  議案第８５号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第５、議案第８５号江田島市市役所の位置を定める条例

の一部を改正する条例案についてを、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第８５号江田島市役所の位置を

定める条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

市役所本庁の移転に伴いまして、現行条例の一部を改正する必要がありますので、
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地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでござ

います。 

内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  議案第８５号について説明いたします。 

議案書９ページに改正条文、１０ページに新旧対照表を、１１ページに参考資料を

添付いたしております。 

初めに、参考資料で改正内容を説明させていただき、そのあと、改正条文の説明を

いたします。 

議案書の１１ページ、参考資料をお願いいたします。 

まず１、改正の経緯は、平成２６年４月、本市は、庁舎整備につきまして、分庁方

式による庁舎配置を決定いたしました。 

これを受けまして、今後の庁舎のあり方、組織機構の配置、移転スケジュール等の

検討を進めまして、この１２月、江田島市庁舎整備ガイドラインを策定いたしました。 

ガイドラインに示しました基本方針及び移転スケジュールに沿った市役所本庁の移

転に伴い、本条例の一部を改正する条例案を提案するものでございます。 

２、改正の必要性は、地方自治法第４条第１項の規定によりまして、地方公共団体

は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めな

ければならないとなっており、条例で定める必要があるということでございます。 

３、ガイドラインの内容、これは抜粋でございますが、まず１は、位置は、防災機

能を確保するとともに、庁舎の面積や設備などを考慮し、大柿分庁舎に本庁置くとして

おります。 

また（２）、移転時期といたしましては、これら四つの庁舎再整備のうち、優先する

のは本庁となる大柿分庁舎の改修であり、これについては、平成２８年８月１日からの

稼働を目途に整備を進めるといたしております。 

改正の内容といたしましては、本則中、現在の本庁の住所「江田島市能美町中町４

８５９番地９」を新本庁舎、現在の大柿分庁舎ですが、「江田島市大柿町大原５０５番

地」に改めるものでございます。 

５、施行期日は公布の日から起算して２年６カ月を超えない範囲内において、規則

で定める日から施行するといたしております。 

規則で定める日につきましては、ガイドラインで示しております目途、平成２８年

８月１日を予定いたしております。 

なお、庁舎整備に伴う他の条例案につきましては、移転の進捗状況、予算措置を見

極めて提案する予定でございます。 

また、本定例会上程の補正予算に、移転に伴う本庁舎、新本庁舎の大規模改修工事

設計委託業務委託料、委託費と債務負担行為の追加をお願いいたしております。 

議案書の９ページにお戻りください。 

改正条文で住所の変更をいたしております。 
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附則といたしまして、この条例は、公布の日から起算して２年６カ月を超えない範

囲内において規則で定める日から施行するといたしております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ちょっと関連でお尋ねしますけど、市のこれ、庁舎整備ガ

イドラインをもらったんじゃけど、いわゆる庁舎整備のね、パブリックコメント、もう

終わったん。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  昨日、配布させていただきました庁舎整備のガイドライ

ン及び江田島市公共施設のあり方に関する基本方針について、鏡文書をつけさせていた

だいたその裏に参考資料資料を添付させていただいておったと思うんですけれども、こ

の庁舎整備のガイドラインにつきましては、１０月１８日に、庁舎整備等市民懇話会を

開催しております。 

これは、ワークショップで開催して、７０名の方の参加をいただいております。 

その後、パブリックコメントに１０月２２日から１１月２１日の１カ月間、パブリ

ックコメントに付させていただきまして、そのパブリックコメントの内容につきまして

は、現在市のホームページで掲載中でございます。 

市議会全員協議会におきましては、１０月１７日に、パブリックコメントの前に、

この案を提示をさせていただいて、これから１カ月の間、パブリックコメントを実施さ

せていただきますということを事前に報告をさせていただき、パブリックコメントがあ

りましたので、そのパブリックコメントの内容を受けて、１１月２７日に最終の会議に

なりましたが、内部会議であります庁舎の検討本部会議を開催し、最終案の審議を経た

後、市長決裁を経て、昨日配付させていただいたものでございます。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ちょっと勉強不足やったからね、尋ねたんですが、いわゆ

るあの分庁方式にして、その地域の活性化を維持していきたいというか、図りたいとい

うことで、それ非常にいいことなんじゃけど、どうもその、すべて終わっとるみたいな

んだけど、大柿本庁舎の方に、ほとんどいって、能美町の今の本庁舎、分庁舎は、見る

と、教育委員会だけになっとる、で、そういうふうなそのちょっと違うんじゃないか、

違ういうのは、分庁方式の理想というか、理念というか、ちょっとね、分庁方式で、そ

の地域の活性化を図るとか、衰退を食い止めるとかいうことじゃったんだけど、全部大

柿本庁舎に、全部ほとんど８割から９割いっとるわけなんじゃが、それはパブリックコ

メントとか、いろんなワークショップという、その結果じゃとは思うんじゃけどね。 

この辺はいかがなんですかね。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 
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○企画部長（山本修司君）  今、お手元にガイドラインをお持ちのようでしたので、

ガイドラインを使って説明をさせていただくんですが、４ページをお開きいただければ

と思います。 

ほかの議員の皆さん、お持ちでない方いらっしゃいますので、読み上げさせていた

だくんですけれども、今回この組織機構の配置を決めさせていただくときには、その前

の段階で、庁舎のあり方検討市民委員会の皆さんの方から最終答申をいただいておりま

す。 

最終答申の中では、これから庁舎のことについて最終決定するときには、まず視点

の１番目として、防災機能の確保について、十分考えてくださいよ、これが１点目の視

点でございます。 

２点目の視点としては、財政への影響については十分に配慮してください。 

これが２点目の視点で、３点目の視点が均衡のあるまちづくりを進めてください。 

この三つの視点で、庁舎整備を決定するに当たっては十分考えた上で決めてくださ

いというのが、市民委員会からいただいた提言でございます。 

今回、大柿分庁舎に本庁機能集約しておりますのは、防災機能の確保という観点か

ら、現在大柿分庁舎がある位置は、それぞれ津波でありますとか、土砂災害であります

とか、そういう災害の警戒区域からすべて外れておるのが大柿分庁舎であるということ

が１点と、財政への影響ということで言いますと、本庁機能分散しておることによって、

職員の異動コストでありますとか、決済機能を有するときに、即時に決められないとい

うことであったりですとか、先ほどの防災機能の確保というとこに戻りますと、危機管

理体制を引くにも、産業部、土木部、危機管理監、そういった部署がすべて１カ所にあ

る方が、災害体制については望ましいという、そういった機能から大柿分庁舎を選ばせ

ていただいております。 

３点目の視点にあります均衡のあるまちづくりということで、議員ご質問いただい

た地域拠点でのにぎわいを維持確保する必要がある、行政サービスを維持確保する必要

があるということで、支所の機能については、今までどおりそれぞれの地域に置かせて

いただいて、これで機能充実さしていこうということが一つと、能美庁舎に教育委員会

を置いておりますのは、教育委員会の方で、教育センターをいずれかの時期に整備した

いという構想があります。 

それともう一つは、中町公民館が旧耐震の建物でございますので、将来的には、能

美地区に市民センターを整備しなければならないということも視野に入れておりますの

で、能美庁舎については教育委員会を配置させていただいております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  組織機能についてちょっとお聞きたいんですが、今の市役所

より福祉保健部の方が超過して、本庁の方にするということですが、それで、それにと

ものうて、会議室は十分取れるんか、あるいは、駐車場は十分取れるんか、そこらが、

まあこれから設計するんでしょうが、どうなんでしょうかの、ちょっと聞きたいです。 
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○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  お手元にもし、本日のガイドラインをお持ちでしたら、

６ページをお開きいただきたいのですが、現在の大柿分庁舎に、今ある組織機構のまま

本庁機能を集約したと、仮に想定しますと、予定される職員数が１９０名でございます。 

この１９０名を配置したときには、現在の本庁で事務室を行っておるよりは、ゆと

りのあるスペースで事務をとれる床面積が確保できますのと、今現在の能美の本庁舎で

ございますけれども、こちらの２階に会議室がございますけれども、あの会議室以上の

会議室のスペースを大柿分庁舎で確保できるということが、計算上は出ております。 

駐車スペースにつきましても、現在の能美庁舎にある駐車スペース以上のものが、

大柿分庁舎のほうでは確保できますので、懸案となりますのは、職員の駐車場をどのよ

うなところで確保するか、というところが１点懸案にはなるんですけれども、来庁者の

皆さんには、御不自由をかけないだけの駐車スペースは確保できる予定でございます。 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  結局、この合同庁舎は、もともと大柿土木事務所であったん

ですが、大柿土木事務所の職員は、１００人もいなかったと思うんですよ。 

それでまかないよったわけですが、やっぱりこう、窮屈な形になるんかなというふ

うに私は感じるんですね、それで設計を仮にしてみて、例えば、福祉保健部をほかの支

所の方に移すとかいうことも考えられるのか、部・課の増減がまた考えらるんか、これ

をお聞きします。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、当然今６ページにお示ししておりますものは、現

在の組織機構で集約した場合という、仮の形で置かせていただいています。 

ただ、大柿分庁舎の周辺には、大柿の保健センターでありますとか、大柿老人福祉

センターでありますとか、そういった他の新耐震の建物もございますので、そういった

ものも有効に活用して、できるだけ経費を使わない形で、庁舎移転については実施した

いというふうに考えております。 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  今、経費と言われるんですがね、後、補正の方で出てきます

けど、今、部長が経費と言われるんですが、４億ほど、やられとるんですよね。 

それで、何をやられるんかな、いうように感じるんですよの。それで、４億かかる。 

これはまあ、補正のところでまた聞いてもいいんですがね、この機構改革の中で、

私が求めたいのは、これから庁舎もある、支所もある、各集会所なんかもあります。 

それで、政策課の方で、施設等公共施設のあり方検討委員会、やっておりますがね。 

この際に、こういう施設が今からどんどん出てくるから、ここへ本庁へ技術屋も含

めて、施設を管理運営、計画から施工、管理までをできるような形のものをひとつ、こ

こへ入れてもらういうことが、考えられるんかどうか、最後に。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  先ほども申しましたように、現在お示ししておりますの

は、現在の組織機構で入った場合という形で、お示しをさせていただいております。 
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今議員が、御提案していただきましたように、本市の大きな課題であります公共施

設の再編整備をどのような形にしていくのか、これは本当に大きい課題でありますので、

その重要な時期が来た折には、市長の方で、それぞれの組織機構について、どういう体

制がベストなのかということはお考えになられるかと思います。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  私はですね、この条例の施行期日が平成２６年の８月、２年

６カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するということで、規則の定

める日は、平成２８年の８月１日を予定されておる。 

まだ、これから２年半年あります。 

なぜこのタイミングでですね、この条例案を出さねばいけなかったのか。ガイドラ

インもできたばっかりです。 

で、我々の正式なガイドラインについては、昨日、手元に配布されてきました。 

ま、その間もいろいろ、全員協議会等で説明を受けておりますけれども、正式なも

のを配布されたのは昨日であります。 

で、本日、このようにですね、２年半年後のいわゆる移転について、議決をしなけ

ればいけない条例案を提出されなければいけない、このタイミング的なものは、どのよ

うなことでやられたんでしょうか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、今回ガイドラインの方には、後の方にスケジュー

ルを全体スケジュールをお示ししておると思うんですけれども、この庁舎整備について

は、ほかの起債と違いまして、合併特例債が最も有利な財源として充てることができま

す。 

この合併特例債を活用できるのが平成３１年までということでございますので、で

きるだけ決定をみた事案については、早期に着手したいという思いがございます。 

それで、今回は、補正予算を計上をさせていただいておりますので、前回の議会で

も御指摘をいただきましたが、予算編成をするときには、それに伴う条例については、

これを議案として付す必要がございますので、大柿分庁舎の設計予算を計上させていた

だくこのタイミングで、条例改正についても上程をさせていただきました。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ガイドラインができたから、すぐ、これはもう条例であげて、

既成事実というか、できるだけ早くやっておこう、ということが、私はちょっと感じら

れましたので、ただいまの質問をさしていただきました。 

ものすごく非常に、こういうようにですね、ガイドライン決まった、すぐ条例が出

てくる、いうてものすごく切迫感、圧迫感を感じるんですよね、もう少し余裕を持って

ですね、こういう条例案は、私はあげるべきじゃないかと思いますが、それについてと

やかく言う権限もありませんので、この程度にしておきます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第８６号～日程第９  議案第８９号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第６、議案第８６号江田島市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例案についてから、日程第９、議案第８９号江田島市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案についてまでの４議案を一

括議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま一括上程されました議案第８６号から議案第８９号

までについてでございます。 

最初に議案第８６号江田島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案についてでございます。 

人事院勧告に準じ、一般職の職員の給与を改定するため、現行条例の一部を改正す

る必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の

議決を求めるものでございます。 

次に議案書２２ページ、議案第８７号江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

本市特別職の職員の期末手当について、国家公務員に準じて改定することに伴いま

して、現行条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして議案書２５ページ、議案第８８号江田島市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

本市議会の議員の期末手当について、国家公務員に準じて改定することに伴いまし

て、現行条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして議案書２８ページ、議案第８９号江田島市一般職の任期付職員の採用等
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に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

人事院勧告に準じ、一般職の任期付職員の給与を改定するため、現行条例の一部を

改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、

議会の議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  それでは、ただいま一括上程されました議案第８６号か

ら第８９号までの四つの条例の一部を改正する条例案につきまして、初めに、主な改正

内容を説明させていただき、その後、各改正条文の説明をさせていただきます。 

議案書３２ページの参考資料をお願いいたします。 

まず、今回一部改正を行う条例の名称は、１にお示ししました次の四つの条例でご

ざいます。 

まず、江田島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案、これは

議案書の１２ページから２１ページまでです。 

（２）江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例、こちらの方は議案書の２２ページから２４ページ、（３）江田島市議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、こちらの方は議案書

の２５ページから２７ページでございます。 

（４）江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、

こちらは議案書の２８ページから３１ページとなっております。 

今回の主な改正内容は、３点ございます。 

まず１点目ですが、２の給料月額の引き上げでございます。 

改正の理由といたしましては、人事院勧告の内容としまして、民間給与との格差を

埋めるため、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置きながら、給料表の水準

を平均で０．３％引き上げるものでございます。 

引き上げの対象者は、１級から７級までで計３１１人が対象となります。 

また、任期付特定任期付職員につきましても、民間給与との格差を埋めるため、給

料月額２，０００円の引き上げを行います。 

実施時期につきましては、平成２６年４月１日にさかのぼって実施いたします。 

次に、３３ページをお願いいたします。 

２点目は、３の期末勤勉手当、ボーナスの引き上げでございます。 

改正の理由は、人事院勧告内容ですが、民間の支給割合に見合うように、次のとお

り引き上げるものでございます。 

主な改正内容は、下の表の縦軸合計欄のそれぞれ横軸の計のように、まず、一般職

は、人事院勧告に準じて０．１５月分引き上げます、現行の年間、括弧書きのとこにな

るんですが３．９５月分を４．１月分とします。 

また、再任用職員は０．０５月分引き上げ、現行の年間２．１月分を２．１５月分

といたします。 
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次に、特別職、市長、副市長、教育長は、国家公務員に準じて０．１５月分引き上

げ、現行の年間３．０月分を３．１５月分といたします。 

議会議員は、国家公務員に準じまして、０．１５月分引き上げ、現行の年間３．４

月分を３．５５月分といたします。 

特定任期付職員は、人事院勧告に準じて０．１月分引き上げまして、現行の年間３．

０月分を３．１月分といたします。 

今年度は、平成２６年度支給月数の表のとおり、いずれも６月期は既に支給済みで

ございますので、今年度の引き上げ分は、１２月期に上乗せして調整するものでござい

ます。 

なお、平成２７年度以降の支給月数は、下の表のとおり支給月数の合計は変更あり

ませんが、支給割合を６月期と１２月期にそれぞれ等分に振り分けて調整するものでご

ざいます。実施時期につきましては、平成２６年度は、条例の公布日です。 

ただし、２７年度からの支給割合につきましては、平成２７年４月１日となってお

ります。 

次に、３４ページをお願いいたします。 

３点目が、４、通勤手当の引き上げ、人事院勧告内容ですが、交通用具使用者に係

る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえて、使用距離の区分に応じ、下の表の

とおり、１００円から７，１００円までの幅で引き上げるものでございます。 

実施時期は、平成２６年４月１日にさかのぼって実施いたします。 

予算の関係になりますが、増額となる人件費は、一般会計、特別会計、企業会計合

わせまして、総額２，７６４万７，０００円となる見込みでございます。 

それでは、それぞれの議案の改正条文の説明をいたします。 

議案書の１３ページをお願いいたします。 

一般職と再任用職員の改正条文でございます。 

第１条で、通勤手当の引き上げと、１４ページから１６ページの別表のとおり、一

般職の給料表の改定を行います。 

１７ページをお願いいたします。 

第２条で、平成２６年度のボーナス、こちらの方は勤勉手当になりますが、の引き

上げ、第３条で、２７年度以降のボーナス、勤勉手当の支給割合の調整をいたしており

ます。 

また、附則といたしまして、施行期日等、異動者の号給調整、給与の内払いのみな

し規定、規則への委任を定めております。 

議案書２３ページをお願いいたします。  

特別職の改正条文で、第１条で、平成２６年度のボーナス、こちらの方は、期末手

当の引き上げ、第２条で、２７年度以降のボーナス、期末手当の支給割合の調整をいた

しております。 

また、附則といたしまして、施行期日等、期末手当の内払いのみなし規定を定めて

おります。 

議案書の２６ページをお願いいたします。 
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議会議員の改正条文で、第１条で、平成２６年度のボーナス、こちら期末手当の引

き上げです。 

第２条で、平成２７年度以降のボーナス、期末手当の支給割合の調整をいたしてお

ります。 

また、附則といたしまして、施行期日等、期末手当の内払いのみなし規定を定めて

おります。 

議案書の２９ページをお願いいたします。 

今、任期付職員の改正条文で、第１条で給料と平成２６年度のボーナス、期末手当

の引き上げ、第２条で、平成２７年度以降のボーナス、期末手当の支給割合の調整をい

たしております。 

また、附則といたしまして、施行期日等と、給与の内払いのみなし規程を定めてお

ります。 

以上で、４議案の説明を終わらさせていただきます。 

○議長（山根啓志君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

本４議案に対する質疑はありませんか。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  議案第８８号、江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例案について質問いたします。 

条例改正案は、議員の期末手当の支給率を現行年間３．４カ月分を３．５５カ月分

０．１５カ月分引き上げるということでありますが、３点ほど質問いたします。 

１点目は、提案理由では、国家公務員に準じて改定することに伴いということで、

改定するということが既定の事実というのがですね、根拠になってるように思われるん

ですけど、現行条例の一部を改正する必要があるので、準じて改定すると断定されてい

ますが、人事院勧告があれば、非常勤の特別職である議員に対しても準じて改定する必

要がある根拠を伺います。 

というのは、よくあることですけど、法律改正に伴う条例改正とは違うのではない

か、例えば、そうであれば、国や県の指導によるものか、従来からの慣例によるものか、

市長判断によるものか、他市町のに倣ったとか、いろいろなことは考えられると思いま

すけど、その点についてですね、根拠についてお伺いいたします。 

それから２点目について、近隣の市町でも、１２月議会で、議員関係の条例改正案

が提出されていると思いますが、調査されていますか。 

調査されているのなら、簡単に、その内容を教えていただきたいと思います。 

３点目といたしまして、監査委員、農業委員等については、江田島市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で決められていますが、この人たちに

は条例改正議案が提出されていないが、この人たちは、人事院勧告の対象にならないの

ですか。 

この３点についてお伺いいたします。 

総務部長お願いいたします。 
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○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  江田島市の場合ですね、これまで人事院勧告に準じた対

応をこれまでずっとさせてきていただいております。 

その中で、議員の皆さんにつきましても、国の基準に基づきまして、それに準じた

ような形で、改定をこれまでもさしてきていただいておりますので、今回上程させてい

ただいております。 

近隣市町の調査なんですが、直近のものにつきましてはまだ、調査しておりません

が、この人事院勧告が出た段階では、各市町とも本市と同じような形で対応するような

お話を伺っております。 

それと、監査委員、公平委員等につきましては、今回のこの人事院勧告の分には該

当しません。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  人事院勧告に準じてということはですね、いわゆる慣例とい

うかですね、結論は、市長の判断で、人事院勧告が出たからですね、議員さん、どうぞ

支給率を上げてくださいと、こういうことでよろしいわけですか。 

あとは議会で議決される事ですから、もうご自由にと、いう解釈でよろしいんです

か。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  はい、江田島市の場合はですね、人事委員会がございま

せん。 

そういったことで、人事院勧告に準じた対応をこれまでさせてきていただいており

ます。 

県とか、広島市とか、そういった大きい市とか県とかにつきましては、人事委員会

ございますので、そこらの勧告を遵守しながらやってきておりますが、うちの町にはそ

ういったあれがありませんので、これまでずっと人事院勧告に準じたようなそういった

勧告を十分見きわめまして、それに準じたような形で対応させていただいておりますの

で、議員の皆さんにつきましても、これまでもそういった形の中で、提案させていただ

いております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  最後ですけどですね。 

３点目に申しました点を、もう一度ですね、いわゆる特別職の職員で非常勤のもの

の報酬ですね、費用弁償に関する条例、いわゆる農業委員とか、監査委員とか公平委員

とか、この方についてもう１回、再度説明していただきたいんですが、よろしくお願い

します。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  人事院勧告の分につきましては、そういった分について

は該当いうか、その対象にはなっておりません。 
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先ほど申し上げましたようにそういった形になっておりますので、はい。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

初めに議案第８６号江田島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例案について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第８６号江田島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に

ついては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第８７号江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例案について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第８７号江田島市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例案については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第８８号江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案について討論を行います。 

最初に、反対討論はありませんか。 

４番 中下議員。 

○４番（中下修司君）  いろいろこの議員報酬については、ことしの４月にですね、

２０％アップしたわけですけど、いろいろ議論はあると思いますけど、今回の期末手当

の支給率、年間０．１５の増額ですけど、次の２点の理由で反対討論といたします。 
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１点目として、今の時点で、期末手当の支給率を上げる根拠に乏しいと考えます。 

常勤の職員や常勤の市長、副市長と違って、議員は非常勤の特別職であって、人事

院勧告があったからといって、即、議員に反映させる必要はないと思いますし、人事院

勧告というのは、民間と官との給与格差を是正するためのものでございますけど、一般

に、民間といっても、大企業とかですね、大きな企業が、大体私は対象になってると思

います。 

だから人事院勧告はあってもですね、それを、下のいわゆる財政の厳しい市町がで

すね、そのとおりにやったのではですね、その市町の財政、それから、その市の経済状

況とかですね、給与の状況、そういうことも、勘案してやってもいいんじゃないかと考

えております。 

そういう意味でですね、必ずしも人事院勧告があったからといって、議員に反映さ

せる必要はないと思います。 

２点目ですけど、この引き上げは、結論的には市長判断によるものであり、何ら民

意が反映されていないと思います。 

と申しますのは、議員の歳費は、条例で、議員報酬、費用弁償、期末手当、政務活

動費で構成されており、そのうち、議員報酬の額及び政務活動費の額について、この二

つについては、特別職報酬等審議会条例で、市長の諮問の対象になっています。 

すなわち民意を反映されているということですが、費用弁償及び期末手当は諮問の

対象となっていないため、民意は一切反映されていないと考えます。 

改正案を上程されたいのならば、まず、期末手当も、支給率ですけどこの場合、ま

ず期末手当も、諮問の審査委員会の諮問の対象とするよう、審議会条例を改正し、審議

会の答申を受けて、それから提案すべきじゃないかというのが私の意見でございます。 

以上、江田島市の厳しい財政状況にかんがみ、市長から提案がなされたが拒否した

と。 

まず、議員が反を示しすることにより、議会の信頼を勝ち得たいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  次に賛成討論はありませんか。 

１１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  私は、議案第８８号、江田島市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について、賛成の立場で討論いたします。 

先ほど、こちらの改正の方が、国家公務員に準じて、人事院勧告にならって改定す

るということであります。 

本来、定額であれば、このような議論は起こらないはずでありすけども、議会とし

ましても、国家公務員の給与に準じて、民間の給与が下がったときには、期末報酬等を

下げてきました。 

このたびは、民間の給与ベースが上がってきて、公務員の給与も上がるというとこ

ろの中での上方修正ということであります。 

そういった意味では、本来定額であれば、こういった議論にはならないと思います

けども、このたびは、人事院勧告に従って改定することに賛成であり、また、それ以上
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の仕事を議員がやっていくことによって、市民の信頼を得るということであると思いま

す。 

よって、私はこの議案に対して賛成いたします。 

○議長（山根啓志君）  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第８８号江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例案については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第８９号江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例案について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第８９号江田島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例案については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

この際、暫時休憩いたします。 

１５時まで休憩いたします。 

（休憩 １４時４９分） 

（再開 １５時００分） 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第１０  議案第９０号～日程第１２  議案第９２号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１０、議案第９０号江田島市指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例案についてから、日程第１２、議案第９２号江田島市包括

的支援事業の実施に関する基準を定める条例案についてまでの３議案を、一括議題とい

たします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 
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田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま一括上程されました議案第９０号から議案第９２号

までについてでございます。 

最初に議案第９０号江田島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

案についてでございます。 

介護保険法第５９条第１項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規定

に基づきまして、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める必要がありますので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでござ

います。 

次に、議案書５８ページ、議案第９１号江田島市指定介護予防支援事業者の指定に

関する基準を定める条例案についてでございます。 

介護保険法第１１５条の２２第２項第１号の規定に基づきまして、指定介護予防支

援事業者の指定に関する基準を定める必要がありますので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして議案書６０ページ、議案第９２号江田島市包括的支援事業の実施に関す

る基準を定める条例案についてでございます。 

介護保険法第１１５条の４６第４項の規定に基づきまして、包括的支援事業を実施

するために必要な基準を定める必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま一括上程されました議案第９０号から９２

号までの条例案について説明します。 

３６ページから５６ページに、議案第９０号の条例案をおつけしております。 

次に、５７ページが本条例の附則による改正の新旧対照表を参考資料としておつけ

しております。 

５９ページが、議案第９１号の条例案でございます。 

６１ページから６３ページに、議案第９２号の条例案を、そして６４ページから７

２ページに参考資料をおつけしております。 

それでは、６４ページをお開きください。その参考資料により、御説明申し上げま

す。 

表題でございますが、見出しの囲みに、地域主権改革に伴う介護保険法に関する条

例制定についてと題しております。 

１に条例の趣旨について説明しています。 

平成２５年６月に、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律」が公布されました。 
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その中で、介護保険法の一部が改正され、厚生労働省で定められた基準を市町村の

条例で制定することとされておりますので、このたび、関係条例を上程させていただき

ました。 

定められた基準を次の２に４点ほど挙げております。 

そして３に、提案しております三つの条例の名称や、根拠法をお示ししております。 

次のページをお願いします。 

４に、それぞれの条例案を制定する基本方針について示していますが、江田島市は、

国の基準と異なる事情が認められません。 

そのため、すべて国の基準に応じた条例を制定することとしています。 

続いて、各条例案について説明します。 

６６ページをお開きください。 

議案第９０号について、参考資料により説明します。 

１の趣旨については、先ほど述べたとおりでございます。 

２の条例の考え方でございますが、（１）の条例で定める基準は、アとして、指定介

護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準、そしてイとして、基準該当介護予防支援の事業の人員及

び運営並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準について定めるものでございます。 

６７ページをお願いします。 

中ほどの太字の見出し３にですね、定める主な基準について示していますが、すべ

て、これもすべて国の基準のとおり規定しています。 

６８ページをお願いします。 

１番下の５に、この条例の制定に伴い、国の基準を用いている箇所について、関係

する条例を附則で一部改正することといたしております。 

続きまして６９ページをお願いします。 

議案第９１号について、参考資料により説明します。 

１の趣旨については、さきの条例と同様でございます。 

２の条例制定の考え方でございますが、（１）の定める基準は、指定介護予防支援事

業者の指定をしてはならない場合の基準を規定しています。 

７０ページをお開きください。 

３に定める基準について示していますが、これもすべて国の基準のとおりとしてお

ります。 

７１ページをお願いします。 

議案第９２号について、参考資料により説明します。 

１の趣旨については、これも条例と同様でございます。 

２の条例の制定の考え方でございますが、（１）の定める基準は、包括的支援事業を

実施するために、必要な基準について規定しています。 

次のページをお願いします。 

３に定める基準について示しています。 
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これも、すべて国の基準のとおりとして規定しております。 

最後に、三つの条例でございますが、施行期日を平成２７年１月１日としておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

本３議案に対する質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  お尋ねします。３６ページ、ま、３５ページでも一緒なん

じゃけど、議案第９０号のね、とこに「江田島市指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例案について」と書いとるね。 

これ読んでわかる、あなたは。当然わかるんじゃろう思うんじゃが、これ簡潔に言

うたらどういうこと。さっぱりわからんのよ、私は。認識不足かもしらんが、勉強不足

かもしれないけどね。 

あんたら勉強してないんが悪いんよ、言われりゃそれまでじゃけどね。ほいでこれ

が、今度江田島市のホームページの条例に出るんじゃろ、多分。ほいで一般市民が読ん

で、これわかる。ちょっとほいじゃけん、簡単にここはどういうことかちょっと言うて

や。まず第１点。簡単によ。わかりやすく。簡潔に。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  この条例はですね、地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するために、関係法律の整備等に関する法律において、持続可能な社

会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的か

つ質の高い医療提供体制を構築する。 

そして、地域包括ケアシステムを構築することを通じて、地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための医療法であるとか、介護保険法の関係する条文は、

すべてで１９本あるようでございますが、それぞれの所要の整備を行うというふうにさ

れております。 

その中で、大きな目的としては、医療、そして介護の連携を強化するために、厚生

労働大臣が、基本的な方針を定める、策定するというふうに規定されております。 

このたび、厚生労働省の方で、そういう基本的な方針が定められましたので、介護

保険法の方針が策定されたということで、関係の条例を制定するということでございま

す。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  質問が３回しかできんけんね。非常に悔しいんじゃけどね。 

これを、まず、一つ目はね、これをね、わかりやすくね、何かこう、括弧書きで書

いてね、出しとってくれにゃあね、これはっきり言ってここに１８人議員がおるがね、

１人か２人ぐらいはわかる人おるかもわからんけどね。多分わからんと思いますよ、私

は。わからんのが悪い言うちゃいけんですよ、そりゃ。 
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それともう１点は、ついでに全部聞いときます。 

このことし、これは去年の５月、去年の５月ですね、この法律ができたんがね。５

月、６月。去年やねこれは。それで、ここにもろうとる資料は医療介護総合法案、案が

なくなって法になったんで、これ６月に、国会で議決されとるんじゃけど。これとのこ

れの関連、あるかないか。これが一つ。それでね、議案第９２号には、第３条で、６１

ページにね、地域包括支援センターは、次条第１項に掲げる職員が共同して、要はずっ

といったら住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなき

ゃならないと、そこの地域の住民が。それが書いとる。果たしてそういうふうになっと

るかなってないかを簡潔に答えてもらえりゃ。 

まだ、次がありますから。 

ほいで今の９０号から９２号の説明文の中に、６５ページから説明文があるんです

が、ここの６５ページに、「要支援者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、そ

の心身の状況や置かれてる環境等に応じて、保健医療・福祉にわたる指定介護予防サー

ビス等が、多様なサービス提供主体から、総合的かつ効率的に提供されなければならな

い。」 

こう書かれとるね、これ非常にいいことが書いてある。 

そのずっと下の３番、（３）のとこにはね、江田島市包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の中には、地域包括支援センターの設置者、江田島市よね。 

「介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するために、その心身の状

況や置かれている環境等に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必

要な援助、支援等を行う上で遵守しなければならない基準がある。」と、いろいろ書い

とるんですがね。 

まあ、この介護保険法に非常にそのええことが書かれとるんじゃけど、今度、これ

が施行されるわけなんだけど、来年の４月から。 

そうなった場合、いわゆる要支援１、２を今の介護事業サービスから外して、地域

サービスに持っていくということは、ここに書かれてることと、マッチするんかしない

んか。 

その辺が非常に懸念をするとこなんですが、福祉保健部長。簡単でいいですから、

わかる範囲で言うてくれりゃ、どうせ来年のことやから。いいですか、わかる範囲で。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  三つの条例が、地域における総合的な確保を推進す

るとどう関係するんかということでございますが、この法律で規定されておりますのは、

医療であるとか介護であるとか、先ほども言いましたが、そこら辺のその連携を密にす

る。医療と介護の連携を強化するために、制定するんじゃと。 

その場合には、厚生労働大臣が、基本的な方針を定めたら、速やかに市町で条例を

制定しなさいということで、十分な関連性はあるものと思います。 

それと、９２号の介護保険の被保険者、住民が可能な限り、住みなれた地域におい

て自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないということがですね、

その医療、介護、福祉、そういうもろもろの連携を図って、その地域でその一生を終え
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る方法をケアしなさいいうのが、地域包括ケアシステム、こういうものを構築しなさい

というのが、国の方針でありまして、そのために、島でねばるという言葉を聞いたこと

ありますか。 

そういう事業を展開しております。そして、地域包括支援センターの江田島市です

ね。介護保険の被保険者が要介護状態等となることの予防について、要支援１と２が介

護保険法から外れるということについてどう思うかいうような、内容じゃったですかい

ね。 

これまで、平成１２年から介護保険法が始まりました。もう１０数年経ちました。 

介護保険の保険料も随分上がり、施設もそれなりにいろんな場所にできております。 

で、サービスの利用も非常に、どういうんですか、浸透しまして、保険料、そして

費用これらが随分と膨らんできた状況があります。 

なるべく支援１、２というのは、ある程度自宅で生活してくださいというのが、国

の考え方だろうと思います。ですから、これについては、介護保険の中ではなく、一般

の福祉施策で、展開しなさいということが、国の考え方だったろうと思います。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  これで３回目ですが、とりあえず難しく書いとるとこをね、

何とかね、やってください、わかりやすく。２０文字ぐらいでわかるように。そうじゃ

ないと、はっきり言うてわからんですよ、これは。 

さっきも聞いてみたんじゃけど、わかる言う人はおらんかったけん、まあたぶんわ

からんのじゃないか思う。ほかの人も。あんたらもわかってない。 

そして、これはまた来年に論戦しますけど、ここに、この６５ページに書かれとる

ことね、解説。 

この（３）のとこなんだけど、さっきも言いましたけど、介護保険の被保険者が要

介護状態等となることを予防するために、その心身の状況やおかれている環境等に応じ

て、と非常にええことを書いとる。そういうふうにせないけんいうて今、あなたらせな

いけん。そういうふうにね。 

そのためにどうするかいうことがあるわけじゃから、その辺を十分ですね、認識し

てもらって、今後の課題ですけど。また、来年やります。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

○議長（山根啓志君）  山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  関連についてですが、部長、どがいな気持ちでおるんか、

要は、地域の自立性は、その自立性を高めるために、ていう通達そのものが、本来、今

まで私経験してきたところで言うたら、必ず受益者負担、これを強いるために、こうい

う言葉を使ってくるわけ。 

しかもそれが、国の基準に基づいて、この条例がつくられるということ。 

そして中には、さっき片平君が言いよったように、何ページじゃったかの。 

６１ページのところの、「地域において自立した日常生活を営むことができるように

しなければならない。」ということは、地方自治の負担になってくるわけ。 
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それじゃのうても、地方自治は、交付税が下がってやりにくい中で、全部引き受け

たら、サービス低下を余儀なくされるようになるわけなんです。 

そこらまで考えて、この条例をつくったのか。 

私はそういうことが気になるから、事務局を通じて、学習会をさしてくれという    

して、そして両方がお互いに理解する中で、全員協議会等で説明してくれりゃすんなり

いけるんじゃないんか。 

もう少し、こういうことにかかわるところが、今の市民の生活を脅かさないように

するためには、という勉強も我々とともにやっていただきたい思いがしております。 

○議長（山根啓志君）  答弁がいりますか。 

島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  はい、先ほど文教厚生委員長の御指摘にありました

ように、１１月のちょっと日にちは覚えておりませんが、この関連する関係で、勉強し

たいから資料をくれ、というふうに、議会事務局の方から、高齢介護課の方へ連絡があ

りました。 

で、高齢介護課については、その関連する資料を準備し、事務局の方へお渡しして

おります。 

そのお渡しした日に、担当課では先生方が勉強会をする日程と、うちの高齢介護課

が事業がダブっておりまして、説明には、申しわけないが行かれんというふうな答えを

事務局のほうへ返しております。 

で、それについて、連絡が不十分だという御指摘でございますが、大変申しわけあ

りませんでした。 

今後において、まだその法律に関するその、どういうんですかね、国からの要綱で

あるとか、そういうものが詳しいものがほとんど下りてきていません。 

例えば、このたびは介護保険法の改正が、厚生労働省で基準が示されたんで、この

たび提案させてもらいましたが、今後において、先ほども申し上げましたが、１９件の

法律によって、一括の改正をしております。 

ですから、今後においては、先ほど、医療・介護の連携を深めるというようなこと

もありますから、医療法が、また、厚生労働省の方で改正されたら、また、こちらがお

願いするような、条例の議決をお願いするようなことだろうと思います。 

そのようなことも、今後起きてきますので、文教厚生委員会の方で、うちの方も勉

強しないといけませんので、お互いにどういうんですか、スキルアップのために、勉強

さしていただければと思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １５番 山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  勉強を一緒にしたいと、私も去年、厚労省からものすごい

ごついものをもらったんです。 

ずっと自分なりに、生まれてこの方ずっと不勉強じゃけん、その問題点を探すのに

随分時間がかかって、そして、要点だけを書いたものをつくってやらしていただきたい

いう思いを持っとったわけじゃが、もう少し、お互いに市民を守る立場、市民のことを
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考えて、日日努力をする立場の者同士が、心一つにできるような取り組みを今後してい

きたいんで、そこのところも考慮して、もし、私が文教変わっても、そうしたところで、

申し込みがあれば、真摯に受けとめていただいて、わからんなりに、私らもわかってな

いわけ。 

だけど、市民を守る気持ちいうのは、行政職員と同じ程度、それ以上持っとるわけ。 

そこらんところが、あんたは行政、あんたは議会よ、いうような形をとっとったん

じゃあ、いつまでたってもこの町は希望がなくなるだけじゃけん。 

そこらのところを、よく職員間で連携していただきたいと思います。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

１１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  議案第９２号で、こちらをちょっと教えていただきたいん

ですけど、例えばこれ、地域包括支援センターの職員等の基準に関しての項目もありま

す。 

これからその地域包括ケアをしっかりと取り組んでいていかなければいけない、来

年度以降ですね。いうところもありまして、まず、こちらの今実際、地域包括支援セン

ターの職員の方々が、この基準で満足のいくものができるかどうかということをヒアリ

ングされていらっしゃるのか、また、その地域包括支援センター運営協議会、こちらの

方が、何らかの形でその基準についてはですね、協議していくことになると思うんです

が、この条例案について、地域包括支援センター運営協議会で、何らかの協議されたの

か。そこのところを教えていただければと思います。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  御指摘のその包括支援センターについて、ここに１

号被保険者のその数の規定がございます。 

そこら辺から考えますと、うちの場合、１号被保険者は、１万人を超えております。 

そうなりますと、地理的な条件もありますが、２、３カ所必要なんじゃないかとい

うふうには考えております。 

しかし、他の市町では包括支援センターを民間に委託しとるいうこともあります。 

うちの場合は、直営で行っておりまして、職員数も包括支援センターでは、３件の

資格を持った専門職が必要です。 

例えば、保健士であるとか、主任ケアマネージャーであるとか、そういう３職種が

必置の条件があります。 

今現在条件にはかなっておりますが、ただ、エリア的に、そのどういうんですか、

人口要件ですね、そこら辺がちょっと、フォローできてないということがございます。 

協議会においても、そういうことが多々言われておりますので、もし、民間の事業

所が受けてやるぞ、というような意見があれば、そちらに委託も考えております。 

ただ、そういう話はですね。そういう事業者に、実際私しました。 

で、しましたところ、３職種の必置である１つの保健師、私が話をしたところでは、

うちの事務所には保健師がおらんのんじゃと。じゃけん、受けられんわ、と。あとの２

職種には、職員がおるんよ、ということでした。 
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ま、そこら辺もありますので、民間へ委託することも非常にどういうんですか、条

件的に難しいという面があります。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  わかりました。 

今、部長の話からいくと、いわゆる１号被保険者が１万人を超えるということで、

今現状、江田島市直営の地域包括支援センターは、センター長１名、専門員２名、そし

て社会福祉士１名、嘱託職員３名ということでございますが、そのあと今のこの条例で

いくと、この人員をふやしていかなくちゃいけないという認識でよろしいんですよね。 

いかがですか。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  そのとおりでございます。 

それについては、人事担当部局とも十分調整、十分というか、うちからは、当然要

求はしております。 

しかし、非常にどういうんですか、人員の確保が全体的に難しいということで、な

かなか思うようになってないと。 

以上です。 

○１１番（胡子雅信君）  １１番 胡子議員。 

ですんで、再度確認までで、今のセンターの人員７名では、この条例の基準を、今

現状人数で満たしていないという理解でよろしいですか。そこだけ、ごめんなさい。 

これ条例作りました、と。一応、人員の基準が条例で制定されますので、今の現状

の、この地域包括支援センターの職員、嘱託職員を含めた７名で、この条例に満たす人

員の確保はできてるかできてないか、そこだけ教えてください。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  嘱託職員については、そういう資格、どういうんで

すか数字的には満たしておりますが、全体を考えたらやっぱり、非常に厳しいものがあ

ろうかと思います。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山根啓志君）  質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

始めに、議案第９０号江田島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例案について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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これより、直ちに採決を行います。 

議案第９０号江田島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例案につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第９１号江田島市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定め

る条例案について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第９１号江田島市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例案

については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第９２号江田島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案

について討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

議案第９２号江田島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案について

は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３  議案第９３号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１３、議案第９３号江田島市認定こども園条例案につ

いてを議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９３号江田島市認定こども園
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条例案についてでございます。 

認定こども園を設置するに当たり、地方自治法第２４４条の２第１項の規定に基づ

きまして、条例を制定する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました、議案第９３号、江田島市

認定子ども園条例案について、説明いたします。 

７４ページから７８ページまでが、条例案でございます。 

７９ページから８０ページまでが附則により改正する新旧対照表を参考資料として

添付しております。 

８１ページに、条例案を参考資料として添付しております。 

８１ページの参考資料により説明いたします。 

８１ページをお開きください。 

１に条例案の概要について説明しています。 

小学校就学前の子どもに対し、保育園及び幼稚園の機能を併せ持つ認定こども園を

設置するために、本条例を制定するものでございます。 

２に、認定こども園として設置予定の３カ所の名称と所在地を表しております。 

３に条例案の第４条になりますが、主な事業、保育料の規則や要綱について、本条

例案の議決をいただいた後に、所要の手続を行う予定でございます。 

４は附則で、施行期日を平成２７年４月１日としております。 

５には、その他として、本条例の制定に伴い、一部改正が必要な江田島市保育園条

例をはじめ、五つの条例を示しています。 

これについては、附則により、改正することとしております。 

一部改正の内容については、新旧対照表により説明します。 

前に戻っていただいて、７９ページをお願いします。 

附則の第３条には、江田島市保育園条例の一部改正について説明しています。 

第２条の小用、鹿川、大古を認定こども園とするため、削除するものでございます。 

続いて、第４条の見出しを含み、実施基準を「必要性の基準その他支給認定」に改

めます。 

第５条では、「市長の承諾」を「市長の認定を受けた後に入園を申し込み、これに対

する承諾」に改めます。 

以上が、保育園条例の一部改正についてでございます。 

次に、附則の第４条、江田島市職員定数条例の一部改正について説明します。 

第２条、職員の定数を保育園の次に、「及び認定こども園」を加えます。 

次に第５条の江田島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について、説明します。 

第２条関係の別表の「保育園嘱託医」を「保育施設嘱託医」に、「保育園歯科医」を
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「保育施設歯科医」にそれぞれ改めます。 

第６条の江田島市児童公園施設設置及び管理条例の一部改正について説明します。 

第１０条第２号のエに、「保育園」の次に「、認定こども園」を加えます。 

最後に、第７条の江田島市体育施設設置及び管理条例の一部改正について説明しま

す。 

第９条第２号中、「保育園」の次に「、認定こども園」を加えます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ２点ほど。 

７５ページにね、第６条の２項、「認定こども園において子育て支援事業利用しよう

とする者は、市長に申し出なければならない。」となっておるんじゃけど、市長に申し

出をして、市長がオーケー言うたら入れるん、いうことがどうかと。 

もう一つは、認定こども園は、小用と鹿川と大古の三つじゃない。 

ほしたら、まず、今までの聞きたいんだけど、今まで現在、例えば、ここに書いと

る７５ページの、上から３行目の「小学校就学前３年以内の者を保育するに当たって」

になっとるんですけど、いわゆる保育所でいうたら年長組の人は、市長が認めたら、保

育に欠けんでも、入所さしとったいうんじゃけど、現行は。 

今度、認定こども園なるわけじゃから、幼稚園と保育所が一緒になるんじゃけん、

それはなくなるとして、問題は、例えば、三高とかね、切串とか遠いとこに、認定保育

園がないとこの子供が、今まではその近くの保育所へ特例で入れてもらいよったんじゃ

ないかと思うんじゃけどね。そういう人は、今度は認定保育園まで行かにゃいけんのか

どうなんか。今までどおり、そこの既設の保育所に行かれるんかどうか、この二つ。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  １問目の質問ですが、認定こども園において、子育

て支援事業を利用しようとするものは、市長に申し出なければならない。議員さんお見

込みのとおりでございます。 

で、その次の三高保育園、切串保育園においては、認定こども園が非常に遠いよと

で、これまでは市長が認めれば、保育園に入れるというふうに規定がありましたが、こ

の制度が施行されますと、お母さん、どちらかが保育できる状態であれば、認定こども

園でないと入れないいうことになりますので、鹿川であるとか、大古であるとか、小用

であるとか、そちらを利用していただくようになると思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ちょっと聞こえなかったんじゃけど、いわゆる市長に申し

出なければならないいうのは、申し出れば受けてくれるん、ほいじゃあ。申し出れば。 

それともう一つはね。まあ、後聞く。もう１回聞かれる。 
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○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  これにより、とにかく申し出れば受けるんじゃと、

いうそのどういうんですか、定員がありますので、定員に余裕があれば、受けることは

可能であります。ですから、既に定員であるという場合には、申しわけないんですが、

お断りする場合もあると思います。ですから、そういう場合は、その例えば希望する保

育園じゃない、違う保育園へお願いすることとなる場合があると思います。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  最後になるんじゃけど、そうするとね、既設の保育所へ行

かれずに、例えば三高から鹿川まで行かないけん。 

これは、それぞれ母親か父親か、おじいさんかおばあさんが連れていかないけん。 

これはサービスの低下じゃね。これははっきり言うて。 

それともう一つ、定員がいっぱいになりましたよ、いうた場合には、認定保育園は

入れんかったとしても、その地域の保育所には入れるんかね、これどうなん、はっきり

と。地域のよ。さっき言うた、市長が今までは特例で認めとるように、認定保育園には

行かれんけど、そこの地域の保育所が空いとったら、今、入れとるわけでしょう。 

今、現在は。年長組を入れよるわけじゃけん。認定保育園、私は行きたいけん、行

こう思うて鹿川までええわ行く思うたんだけど、ほいじゃが、申し込んだらいっぱいじ

ゃったと。あんた、もうここには来れんでと。 

ほいじゃけど、まあ地元の保育園とか、こっちの保育園とかあっちの保育園とか空

いたとこがあるけん、そこなら入れるんじゃがどうでしょうかというふうな優遇がある

んか、優遇というか、そういうことがあるん、できるんかできんのんか。最後になるん

じゃけど。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  年中、年長においては、どこの保育園でも、受け入

れが可能でございます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑ありませんか。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ちょっと今の、延長の質問になると思いますが、年中、年長

であれば、どこの保育園でも受けれるというような部長がおっしゃられたけれども、家

庭で、養育ができない場合はそういうことだろうと思うんですが、家庭で欠けた場合は、

例えば、お父さん、お母さんどちらかが在宅の場合、養育が可能ですよね、家で。 

ただ、保育所には、もう年長なんで入れたいという希望の場合、三高の人だったら

三高は入れるんですか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  年中と年長の子供ですから、小学校に入る前の２年間に

ついては、就学前教育が必要であるという観点から、従前から就学前教育前の２年間に

ついては、保育に欠けていなくても、希望する保育園で入所を受け入れております。 

ですので、今回認定こども園ができることで、保育にかけていない子供も年少さん

だったら、認定こども園の３園には入れるようになるんですけれども、保育に欠けてな
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い３歳の子供で、３園より遠い子供についてはですね、今までどおり、ちょっとサービ

スを受けるのが難しいという状況が続くということになります。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  それでは、３歳までの子はそういうことで、３歳以上の子に

ついては就学前２年間は、家庭でお母さんがおっても、私は三高なんですが、三高保育

園に入園は可能ですか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  先ほども申しましたように、江田島市には幼稚園が江田

島幼稚園しかございませんでしたので、就学前、今から小学校に入るよというときには、

集団教育を、集団生活に慣れる必要がございますので、そういった観点から、就学前教

育が必要だよという観点から、保育に欠けていない児童であっても、その就学前の２年

間については、保育サービスの充実ということもありまして、受け入れておったと認識

しております。 

○議長（山根啓志君）  酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ３回目です。今、山本企画部長は、そのようにおっしゃられ

ました。で、私もしくは親御さんが、センターの方から聞いておる情報はですね、そう

ではないんですよね、入れない。 

認定こども園の方に行ってもらわないけんという、ちょっとそこのちぐはぐなとこ

があります。 

それと、もう１点、今のその確認と、８０ページの補足で管理条例等の改定がなさ

れておりますが、その中で、依然として幼稚園という言葉が残っておるんですが、これ

についてはどのような判断でしょうか。 

児童公園設置のところとですね、それと体育施設のところで第９条の第２号です。 

○議長（山根啓志君）  暫時休憩します。 

（休憩 １５時５４分）  

（再開 １５時５８分） 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

この際、説明員を議場に入れますので、暫時休憩いたします。 

（休憩１５時５８分）  

（再開１５時５８分） 

 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

酒永議員にお願いします。 

再度質問をお願いします。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  これはですね、片平さんの質問の延長にもなるわけでござい

ます。 

確認の意味で、させてもらったんですが、いわゆる家庭で保育も欠けていない、い

わゆる子供さん、母親がおります子供さんがおります。 
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それは今までだったら、いわゆる就学児前２カ年はですね。 

保育に欠けておろうが欠けておるまいが、地元の保育園には、入所可能でした。 

で、このたび認定保育園制度が、成立、できましてですね、それが今度は家庭で、

もう保育ができるんであれば、その幾ら就学前２年間といえども、地元の保育園には、

通園できない。 

それは、認定こども園の方に行ってくださいという、こういう私は、それぞれセン

ターやら担当と話をしたときに、認識をしておりましたが、ただいま、山本企画部長の

方から、いや、それは以前のとおり、就学前２年については、地元の認定保育園でない、

地元の保育園に通園できますよということがございますので、その確認をお願いいたし

ます。 

○議長（山根啓志君）  新庄説明員。 

○説明員（新庄啓子君）  今の質問なんですが、３歳、今度すいません、保護者が保

育に欠けていない状況、どちらかの保護者の方がおうちにおられる、いわゆる１号認定

の子供さんについては、もう認定こども園以外、行くことはできません。 

ただし、新年度につきましては、経過措置を設けておりますので、今の年中・年長

さんは、年長はもう卒園するんですが、今の年中さんはそのまま今の保育園へ通うこと

ができるというふうになってます。 

○議長（山根啓志君）  ２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ですから、現在、年中さんで通園をされとる方については、

いわゆる経過措置で、来年度も１年間、認定保育園以外に通園できるということですね。 

で、それ以外は家庭で養育できる方については、子どもは、通常の普通の保育園に

は行けずに、認定保育園の方へ入る場合は、申請してくださいということですね。 

○議長（山根啓志君）  新庄説明員。 

○説明員（新庄啓子君）  はい、そういうことです。 

これまでは、３歳の子供さんについては、どこの保育園にも入ることはできません

でした。 

これが今度の新制度では、保育に欠けていない、どちらかの保護者の方がおられて

も、認定を受けて、認定子ども園に入ることができます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

１１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  そうしましたら、酒永議員のちょっと引き継ぎなんですけ

ど、私もちょっと理解できないとこがありまして、要は保護者のうちの１人が家庭にい

ますと、ちょうど４歳、５歳ですよね、そのところであれば、要は、認定こども園でし

か行けないということですよね、になりますよね。 

今の話でいきますと、ということは、例えば仮に今、酒永さんが今いらっしゃる三

高、あります。で、１人の親が、家庭にいます。で、４歳、５歳、５歳、６歳ですか。

がいたとしても、認定こども園もやっぱり定員があるでしょうから、そこで定員もれに

なった場合は、家庭で保育、自分、親が保育するという認識でいいんですかね。 

○議長（山根啓志君）  新庄説明員。 
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○説明員（新庄啓子君）  はい、基本、定員は設けておりますが、その定員をオーバ

ーしても受け入れるっていうことがあります。 

特に年度の始め、４月１日につきましては、子どもの入園数に応じて、職員を配置

しますので、これはクリアできると思います。 

で、年度途中でどんどんふえてきた場合ですね、職員の対応が可能であれば、第１

希望に入れることができます。ただし、第２希望に移ってもらうっていうことは、あり

えます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

７番 上松議員。 

○７番（上松英邦君）  続きなんですが、例えばお母さんが、働きよらんで家におり

ますよね。多分、今までだったらですよ、僕がまあちょっと前のことだったら、民生委

員さんにお願いして、例えばですよ。 

農業手伝いとか、なんかそういう感じで出したりとかいうんも聞いたことがあるん

ですけど、多分そういう感じでもされた方がいたような、ちょっとわからんのですが、

そういう裏の方法といったらおかしいですけど、そんな感じになるんですかね。 

○議長（山根啓志君）  新庄説明員。 

○説明員（新庄啓子君）  ただ農業、家の手伝いで、とにかく毎日何時間か働いてい

ますっていう証明が出れば、うちの方としてはあれなんですが、基本的に、２年前でし

たか、その民生委員さんの証明についてですね、民生委員さんの方から、自分たちは、

この人がどこの畑で、実家の畑で働きよるっていうのは証明することができないってい

う申し入れがあったんです。 

それ以来は、農業をするのであれば、どれくらいの面積のものを、どういう作物を

つくって、どれくらいしてるかっていう、民生委員さんの証明じゃなくて申立書ってい

う形にしているんですが、実態に応じたものを出していただきたいと思っています。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ８０ページの補足で管理条例等の改定がなされておりますが、

その中で、依然として幼稚園という言葉が残っておるんですが、これについてはどのよ

うな判断でしょうか。 

児童公園設置のところとですね、それと体育施設のところで第９条の第２号です。 

説明してください。 

○議長（山根啓志君）  新庄説明員。 

○説明員（新庄啓子君）  ８０ページの上の段の分ですよね、「幼稚園」は、市外の

幼稚園ていうことがあり得るので、これを置いています。 

２カ所ですね、下の市内の幼稚園ていうのは、今後、民間の幼稚園が出てくる可能

性があるということで、これを置いております。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 
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これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（山根啓志君）  この際、暫時休憩いたします。 

 

（休憩１６時１５分） 

（再開１６時１５分） 

 

日程第１４  議案第９４号 

 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第１４、議案第９４号江田島市税条例等の一部を改正する条例案についてを、

議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９４号江田島市税条例等の一

部を改正する条例案についてでございます。 

市税等の督促状にかかる督促手数料及び実費の徴収を廃止するため、現行条例の一

部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまし

て、議会の議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、市民生活部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  山田市民生活部長。 

○市民生活部長(山田 淳君）  それでは、議案第９４号について説明いたします。 

内容については、８３ページから８７ページに改正条文、８８ページから９２ペー

ジに新旧対照表、９３ページに参考資料として、江田島市税条例等の改正要旨を添付し

ております。 

９３ページの参考資料により説明いたします。 

本案は、市税等に係る督促手数料を廃止することについて、必要な規定の整備を行

うものです。 

改正の対象となる条例は、（１）江田島市税条例から（１４）江田島市公共下水道事
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業等区域外流入分担金に関する条例までの１４本でございます。 

改正の内容は、市税分担金等について、督促状を発送した場合に、徴収している督

促手数料及び実費を廃止するものでございます。 

廃止の理由でございますが、現在、市税等の窓口納付で、督促手数料及び実費が発

生する場合は、金融機関等の窓口職員が手書きで対応しておりますが、本市では、平成

２７年１１月の業務系基幹システムのクラウド導入にあわせ、コンビニでの納付を可能

とする新しいサービスを開始し、納税者の利便性向上を図ることとしております。 

コンビニ収納システムの導入に当たりましては、全国の店舗での納付を可能とする

ため、納付書にバーコードを記載するなど、一定の統一規格に沿う必要があります。 

コンビニでの通常の納付の場合、督促手数料については、納付の対象とされており

ません。 

また、金融機関から督促手数料廃止についての強い要望があることや、県内各市の

取り扱いの状況、また、収納業務の効率化の観点から検討した結果、平成２７年４月１

日から市税及びその他の徴収金に係る督促手数料を廃止することとするものです。 

今後におきましても、収納率の向上を図る中で、納期内納付の促進、自主財源の確

保等に取り組み、住民サービスの向上につながるよう、多様な収納方法について調査検

討を進めて参りたいと考えております。 

以上で、議案９４号の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  あと、国保とかね、いうのは、入ってないんじゃね、これ

は。何と何が入ってないんですか。 

○議長（山根啓志君）  山田市民生活部長。 

○市民生活部長(山田 淳君）  今回、１４本の条例を改正することによりまして、

市の納付金にかかわる督促手数料については、すべて廃止することとなります。 

もちろん、国民健康保険税につきましても廃止というところでございます。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  これ今までは、督促手数料、滞納金、延滞金、いうんです

か、ということは、もう延滞金はないいうことになるん。違うんですか。 

○議長（山根啓志君）  山田市民生活部長。 

○市民生活部長(山田 淳君）  督促手数料につきましては、税法の方で、納期限後

２０日以内に督促状を発送しなければならないと規定をされておりまして、それに伴う

経費として、本市では、５０円という督促手数料を徴収しておりました。 

今回はこの督促手数料を廃止するものでございます。 

延滞金につきましては、最低１，０００円になりましたら、延滞金がかかってくる

ということで、延滞金については、引き続き納付の必要があるということでございます。 
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○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５  議案第９５号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１５、議案第９５号江田島市国民健康保険条例の一部

を改正する条例案についてを、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９５号江田島市国民健康保険

条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、現行条例の一部を改正する必要があり

ますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求める

ものでございます。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました、議案第９５号、江田島市

国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について説明いたします。 

９５ページをお開きください。 

一部改正の条例案でございます。 

次に、９６ページをお願いします。 

新旧対照表を参考資料として、お付けしております。 

これによって説明します。 

第４条に出産育児一時金について規定しております。 

出産育児一時金の総額は、４２万円で変更ありませんが、後段の３万円、下線部で

すが、３万円は、産科医療補償制度の掛金部分です。 



- 152 - 

 

この掛金が、このたび１万６，０００円に減額されたことにより、その減額された

額を出産育児一時金に上乗せし、総額の４２万円、据え置くものでございます。 

附則の第１条に、施行期日を平成２７年１月１日としております。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  いや、ようわからんけん聞くんじゃけどね、これ３万円を

加算するんが、１万６，０００円になるわけなんじゃけど、全体としては４２万円です

か、変わらんのじゃけど、このただし書きに規定する出産であると認めるときいうて、

このただし書きに認められる出産があるん。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  このただし書きについてはですね、出産のときに、

例えば、いろんな事故が発生することがあるように、聞いております。 

その発生した場合の事故に対しての、保障するための保険に対する掛金です。 

ですから、その事故に対して、保障するための掛金を随分今まで積み立ててきてお

ります。 

その積み立て額が相当の額になったというふうに聞いておりますので、それがその

保険の掛金部分の３万円を１万６，０００円に減額して、その減額分ですね、これを出

産育児一時金の方へ上乗せして、総額では、４２万円を保障するということでございま

す。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  ということは何もなかったら、１万６，０００円は、いわ

ゆる被保険者の方にいかんということなん、確認じゃけどね。何もなかったら、いかん

のでしょう。今あなたが言う、何かあったときのためのあれじゃ言うんじゃけん。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  この３万円から１万６，０００円に減額される、そ

のわけですが、これは保険です。ですから、保険も会社へいきますので、出産者の方に

はいきません。 

○議長（山根啓志君）  暫時休憩します。 

（休憩 １６時３０分）  

（再開 １６時３２分） 

 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  今の時代、ほとんどが医療機関で出産するもので、

そのただし書きに該当するものがないものと思っておりました。 
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ただし書きというのはですね、分娩が自宅であるとか、海外で出産したりですとか、

そういう場合とか、例えば、医療機関でも保険に入ってない医療機関では、その１万６，

０００円を支給しないということになっております。 

ですから、その保険に加入しておる医療機関であれば、保険代としてその分娩の医

療に支払います。ほとんどの医療機関が補償制度へ加入しておるようです。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６  議案第９６号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１６、議案第９６号市長の附属機関の設置に関する条

例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９６号市長の附属機関の設置

に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

老人福祉計画の名称変更に伴いまして、現行条例の一部を改正する必要があります

ので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるもの

でございます。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました、議案第９６号、市長の附

属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。 

９８ページが、一部改正の条例案でございます。 

次のページに、改正する条例案の新旧対照表を参考資料として添付しています。 
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この参考資料により説明します。 

別表に第２条関係として、保健福祉審議会、これを設置することとなっております。 

その目的に、現行では、老人福祉計画などを調査審議することになっておりますが、

それを、高齢者福祉計画に改めるというものでございます。 

老人福祉法では、市町村老人福祉計画を定めなければならないと規定されています。 

しかし、近年では、老人という言葉は、高齢者という言葉に比べ、マイナスイメー

ジがあります。表現としてふさわしくない等の見解があるため、このたび高齢者に改め

させていただくものでございます。 

議決をいただいた後には、次期計画から、高齢者福祉計画として策定することとし

ます。 

なお、施行期日を公布の日から施行することとしております。 

以上で、説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７  議案第９７号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１７、議案第９７号江田島市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につい

てを、議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９７号江田島市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
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例案についてでございます。 

広島県条例の制定に伴いまして、現行条例の一部を改正する必要がありますので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでござ

います。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました議案第９７号、江田島市指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案について説明いたします。 

１０１ページが条例改正の条文でございます。 

次のページに改正する条例案の新旧対照表を、参考資料として添付しております。 

これによって説明したいと思います。 

本条例案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が公布されたことにより、介護保険法に基づく、指定居宅介護

支援事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準を定める条例が広島県において制定されました。 

市の条例は、県の条例の基準となった省令を援用していることから、所要の改正を

行うものでございます。 

１０２ページの新旧対照表により説明します。 

現行の下線部分、これを改正案の方の下線部分に改正するものでございます。 

なお、施行期日を公布の日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（山根啓志君）  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延

長いたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。 

会議時間は延長することにいたします。 

 

日程第１８  議案第９８号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１８、議案第９８号江田島市放課後児童クラブ設置及

び管理条例の一部を改正する条例案についてを、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９８号江田島市放課後児童ク

ラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

児童福祉法の一部改正に伴いまして、現行条例の一部を改正する必要がありますの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるもので

ございます。 

内容につきましては、教育次長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君)  議案第９８号、江田島市放課後児童クラブ設置及び管理

条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。 

議案書１０４ページをお開きください。 

改正条文が１０４ページでございます。 

次、１０５ページに新旧対照表を、１０６ページに参考資料を添付いたしておりま

す。１０６ページ、参考資料をお願いいたします。 

今回一部改正する条例は、江田島市放課後児童クラブ設置及び管理条例でございま

す。 

１といたしまして、条例改正の理由でございます。 

平成２４年８月２２日に子ども子育て関連３法が公布されたことに伴い、児童福祉

法の一部が改正され、対象年齢が小学６年生まで拡大されることから、本市においても

法律に沿った対応を行い、あわせて所要の改正を行うものでございます。 

２、条例改正の項目でございます。 

対象児童を児童福祉法第６条の３第２項の改正に伴い、原則として１年生から３年

生までの児童を、小学校に就学している児童に改めます。 

職員についての規定は、先の９月定例会において議決いただきました、江田島市放
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課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条に規定された

ことに伴い、削除いたします。 

放課後児童クラブの名称及び設置場所について、対象児童の拡大により、児童の増

減に伴うクラブの分割や統合に柔軟に対応するため、教育委員会規則で規定することと

しております。 

３、施行期日でございます。 

平成２７年４月１日を予定しております。 

１０４ページにお戻りください。 

附則として、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行の日から施行するといたしております。 

以上で説明を終わります。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 議案第９９号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第１９号、議案第９９号江田島市自立支援型グループホ

ーム設置及び管理条例を廃止する条例案についてを、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第９９号江田島市自立支援型グ

ループホーム設置及び管理条例を廃止する条例案についてでございます。 

自立支援型グループホームやすらぎの廃止に伴いまして、現行条例を廃止する必要
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がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を

求めるものでございます。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました、議案第９９号、江田島市

自立支援型グループホーム設置及び管理条例を廃止する条例案について説明いたします。 

１０８ページをお開きください。 

廃止する条例案でございますが、能美町鹿川に設置しておりました自立支援型グル

ープホームやすらぎは、平成１４年４月から運用を開始してまいりました。 

これは、自立であるとか、要支援者等で自立した生活が困難な方で、市長が認めた

方に利用していただいておりました。 

しかし、介護保険サービスの利用が市民の皆様に浸透していったことにより、徐々

に入所者が減少してまいりました。 

今般、平成２６年９月末をもって入所者がいなくなりましたので、廃止することと

いたしました。 

また、この条例の廃止に伴い、関係する規則及び訓令も廃止する予定でございます。 

附則として、施行期日を平成２７年４月１日としております。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  まあ、全員協でも提案されとるけん、そのときにも聞いた

んですけど、利用者がいなくなったということなんじゃけど、おらんようにしたんじゃ

ろ、あんたらが。 

実際はね、入りたいいう人はおるはずなんじゃけど、あそこ、賄い婦というか、夜

間がおらんし、夜間見る人がおらんのよね、確か。 

それらもあったりして、かねがね、市は、閉鎖をしようと思っとったんじゃないか

思うんじゃけどね、ほいで、要は、入れにゃあええわけじゃけん。入りたい言うても。 

そうじゃなかったん、違うんですか。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  申し出があれば、入居の申し出ですね、申し出があ

れば、規則にのっとった内容の方であれば、引き受ける方針はどういうんですか、当初

から今日までずっと持っております。拒否したことはありません。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  まあ、あの軽度の認知症の方が、多分入っとった、対象は
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ね。 

ほいで、今小規模多機能で、まああそこにできたとか、まああるんでね、そっちの

方へ回したいうんもあるかもわからんのじゃけど、ほいで今度、後この施設は、どうい

うふうにされるんですか。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  今後においては、福祉施設、まあどのようなものを

誘致するかについては、今後各方面の方と調整しながら、利用方法については、福祉施

設として考えていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０  議案第１００号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２０、議案第１００号江田島市視聴覚ライブラリー設

置及び管理条例を廃止する条例案についてを議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１００号江田島市視聴覚ライ

ブラリー設置及び管理条例を廃止する条例案についてでございます。 

江田島市視聴覚ライブラリーの廃止に伴いまして、現行条例を廃止する必要があり

ますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決を求める

ものでございます。 

内容につきましては、教育次長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君)  議案第１００号、江田島市視聴覚ライブラリー設置及び
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管理条例を廃止する条例案について御説明いたします。 

議案書、１１０ページをお開きください。 

条例本文でございます。 

江田島市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例を廃止するということでございます。 

これまでの経過などを少し御説明させていただきます。 

視聴覚ライブラリーは、学校教育や社会教育において、１６ミリ、映画フィルムな

どの教材の活用と、映写機など機材の利用を図るため、それらの貸し出しをするととも

に、利用について指導助言を行う施設として、昭和５０年代に全国の各自治体に設置さ

れたものです。 

設置当時は、学校や公民館などで、１６ミリフィルムの映写会が盛んに開催されま

したが、近年、ＩＴ技術の進歩により、教育現場においてもパソコンを始め、デジタル

機器が主流となり、アナログ機器の使用がほとんど見られなくなってきました。 

合併前には、江田島町、能美町及び大柿町に視聴覚ライブラリーが設置されており、

合併時に整理統合して、江田島公民館内に残しましたが、合併後、この１０年間貸出実

績もなく、当初の役割を果たしたものと判断し、視聴覚ライブラリーを廃止する条例案

を提案したものでございます。 

条例廃止の施行期日でございますが、附則として、この条例は、平成２７年４月１

日から施行するといたしております。 

以上で説明を終わります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  この前も、文教で聞いたような気もするんじゃけど、デジ

タルにして残したらどうか言うたら、ほとんどデジタルにして残っとるけん改めてせん

でもええんじゃないか、いうふうな話じゃったと思うんですが、そうじゃったかいね。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君)  今の１６ミリの映像資料というのは、市販されとるよう

なものばかりでありまして、また、廃棄するというようなことがあったり、保管の状態

を見ながら、中身は検討して、映像資料がありましたらデジタル化ということは考えて

いかなければならないと考えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかにありませんか。 

１１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  この議案書等には、今次長が説明されたことがないんで、

私も、文教厚生常任委員会の資料を見て、ちょっと質問さしてもらうんですが、これは

当分の間、江田島公民館の備品として保管する予定ということなんですけども、その当

分の間というのが、いつまでなのかということと、あとは貸し出し、もし仮にですね、
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これもしかしたら、市民の皆さん全くご存じない、で、借りていないという可能性もあ

りますよね。 

逆その、どういったものがあるのかというとこのリストで、もし市民の団体の方が

ですね、借りたいということがあれば、借りれる状況、借りれるんでしょうかね。 

これもし、ライブラリー廃止した場合には。 

ただ、備品として保管するだけなんで、借りれるのかどうか、そこらのところを教

えてください。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君)  一応、備品として保管しておきますが、その目的外使用

というような形で、貸し出しは行うことができると考えております。 

保管期間ですが、今のところは、４月１日から施行にしておりますが、１年ないし

２年ぐらいと考えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １１番 胡子議員。 

○１１番（胡子雅信君）  わかりました。 

一応、まあ目的外使用ということで借りることはできるということですね。 

そういう意味では、もう一度ですね、せっかく市の財産なんで、もし借りる人がい

なければ、処分するということのようですけども、大体使われるのは学校とか、ＰＴＡ

とか、そういったところとかだとは思うんですけども、どういったものがあるかってい

うのは、一度何か市民の皆さんにお知らせしてみるのも一つだと思うんですが、そうい

った予定ございますか。 

○議長（山根啓志君）  渡辺教育次長。 

○教育次長(渡辺高久君)  議員おっしゃるとおりで、中身につきましてはリストが

ありますので、どういうやり方をするかっていうのから検討さしていただきたいと思い

ますけど、周知できるようにいたしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１  議案第１０１号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２１、議案第１０１号字の区域の変更についてを議題

といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０１号字の区域の変更につ

いてでございます。 

土地改良法による土地改良事業の施行に伴いまして、字の区域を変更したいので、

地方自治法第２６０条第１項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございま

す。 

内容につきましては、産業部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  沼田産業部長。 

○産業部長（沼田英士君）  それでは、議案第１０１号字の区域の変更についてを説

明いたします。 

内容につきましては、１１２ページに、字界変更調書、１１３ページに位置図、１

１４ページから１１６ページに深江地区字界変更区域図を添付しております。 

１１３ページの位置図にお戻りください。 

この土地改良事業は、平成２３年３月２日に計画についての議会議決を得て、平成

２３年度から大柿町深江地区に、オリーブ農地造成事業が実施されてきました。 

このたびの字の区域の変更は、土地改良法による換地処分を行うに当たり、字界を

明確にする必要があるため、造成後の農地の形状に合わせて、字の区域の変更を行う必

要があるので、議会の議決を求めるものでございます。 

赤色に着色してる部分が、事業実施区域でございます。 

１１４ページの字界変更区域図をお開きください。 

赤い実線で囲まれている部分が、事業区域となります。 

そのうち、赤色や緑に着色している部分が、今回の字界の変更を必要とする部分で

ございます。 

右下の表にあらわしていますように、赤色の部分は、現在、深江字東川を字釣附に。 

逆に緑色の部分は、現在の字釣附を字東川に変更しようとするものでございます。 

１１５ページと１１６ページ、これは少し拡大した図面を添付しております。 

１１２ページにお戻りください。 

字界の変更調書でございます。 

この変更に係る部分の地番、並びに水路等の表を一覧として掲載しております。 

以上で、議案第１０１号の説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 
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これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

この際、暫時休憩いたします。 

１７時１０分まで休憩いたします。 

（休憩 １７時０１分） 

（再開 １７時１０分） 

○議長（山根啓志君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２２  議案第１０２号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２２、議案第１０２号平成２６年度江田島市一般会計

補正予算（第４号）を、議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０２号平成２６年度江田島

市一般会計補正予算（第４号）でございます。 

平成２６年度江田島市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３６１万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６億７，３２５万６，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

継続費 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額

は、「第２表 継続費」による。 

債務負担行為の補正 
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第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

地方債の補正 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  議案第１０２号、一般会計補正予算（第４号）につきま

して、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明いたします。 

事項別明細書の２４、２５ページをお願いいたします。 

最初に歳入から説明させていただきます。 

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、保険基盤安定負担

金の交付見込みによる増額補正を行っております。 

２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金で、セーフティーネ

ット支援対策事業等事業費補助金の県補助金への組み替え補正を、児童福祉費補助金で、

保育緊急確保事業費補助金の県補助金からの組み替え補正を、また、児童手当の支給対

象者増に伴う、児童手当交付金の増額補正を行っております。 

２目衛生費国庫補助金は、保育緊急確保事業費補助金の県補助金からの組み替え補

正です。 

３目土木費国庫補助金は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付見込みに伴う増

額補正です。 

なお道路橋りょう費と河川費で、事業の実績見込みにより、財源調整を行っており

ます。 

６目総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の内示等に

伴う増額補正です。 

３項委託金、２目民生費委託金は、年金生活者支援給付金支給に伴う本市電算シス

テム改修に対する、事務取扱交付金の増額補正です。 

２６、２７ページをお願いいたします。 

１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金は、保険基盤安定負担金の交

付見込みによる増額補正、及び、児童手当の支給対象者増に伴う、児童手当負担金の増

額補正です。 

２項県補助金、２目民生費県補助金は、社会福祉費補助金で、緊急雇用対策基金補

助金の国庫補助金からの組み替え補正を、児童福祉費補助金で、補助金の組み替え増額

補正を行っております。 

３目衛生費県補助金は、補助金の組み替え減額補正でございます。 

７目土木費県補助金は、急傾斜地崩壊対策事業費の増額補正に伴う、急傾斜地崩壊

対策事業費補助金の増額補正です。 

１９款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正です。 

２８、２９ページをお願いいたします。 

２０款諸収入、５項受託事業収入、３目土木費受託事業収入は、防潮扉管理に係る、
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海岸保全施設管理事業受託収入の増額補正です。 

６項４目雑入は、社会保険料個人徴収金及びそのその他雑入の増額補正です。 

５目過年度収入は、平成２５年度福祉医療費公費負担事業費補助金の額の確定に伴

う増額補正です。 

２１款、１項市債、１目総務債は、新本庁舎大規模改修工事設計業務委託に係る、

合併特例債（庁舎整備事業）の増額補正です。 

４目土木債は、河川債で、急傾斜地崩壊対策事業費の増額補正に伴う、合併特例債

（急傾斜地崩壊対策事業）の増額補正を、都市計画債で、下水道事業の減額補正に伴う、

過疎対策事業債の減額補正を行っております。 

７目民生債は、深江老人集会所増改築工事に伴う、合併特例債の増額補正です。 

続いて、歳入の説明をさせていただきます。 

今回の歳出補正予算の主な内容は、新本庁舎大規模改修工事設計業務委託、深江老

人集会所増改築事業、道路橋りょう費、港湾費など、普通建設事業費の補正、他会計繰

出金の補正、その他修繕料等の補正を行っております。 

また、人件費につきましては、先ほど、可決いただきました人事院勧告の実施に伴

い、給料、職員手当等の補正を、各款・項・目において計上いたしております。 

その内訳及び合計につきましては、給与費明細書の方にお示ししております。 

それでは、人件費関係を除く主な補正について、説明いたします。 

３０、３１ページの１番下の段をお願いいたします。 

２款総務費、１項総務管理費、６目財産管理費は、新本庁舎大規模改修工事設計業

務委託料の増額補正です。 

なお、当該業務委託は、平成２７年度にまたがるため、債務負担行為を設定いたし

ております。 

３２、３３ページをお願いいたします。 

８目情報政策費は、年金生活支給給付金対応業務委託料の３款民生費、１目社会福

祉への組み替え補正を、また、社会保障・税番号制度に係る、中間サーバー整備負担金

の増額補正を行っております。 

９目交流促進費は、補助金申請件数の増に伴う、定住促進事業補助金の増額補正で

す。 

１３目安全対策費は、地域の元気臨時交付金を、地域振興基金に積み立て、充当し

ておりますが、充当事業の実績見込みに伴いまして、繰入金を増額することにより、財

源更正を行っております。 

１４目支所費は、沖美支所給水管布設替工事費の増額補正です。 

１５目集会所施設費は、山田コミニティホーム進入路改修工事費の増額補正です。 

一つ飛んで３６、３７ページをお願いいたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、一目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計繰出

金で、特別会計の補正に伴う、繰出金の増額補正を、臨時福祉給付金給付事業費で、職

員時間外手当等の増額補正を行っております。 

３目老人福祉費は、老人集会所等管理運営事業費で、深江老人集会所増改築に工事
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にかかる監理委託料の増額補正を、また、当該工事が平成２７年度にまたがることに伴

い、継続費を設定したことから、平成２６年度分の工事費の減額補正を行っております。 

続いて３８、３９ページをお願いいたします。 

介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金では、特別会計の補正に伴う、繰出金の

増額補正を行っております。 

７目国民年金費は、年金生活支援給付費の支給に関する法律の施行に伴いまして、

本市基幹系システムの改修委託料で、２款総務費、１項総務管理費から、組み替え補正

を行っております。 

２項児童福祉費、２目児童措置費は、給付見込みに伴う、児童手当の増額補正です。 

３目保育園費は、修繕料の増額補正を行っております。 

４０、４１ページをお願いいたします。 

４目児童福祉施設費は、国・県支出金の補正に伴う、財源更正でございます。 

４２、４３ページをお願いいたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子保健費は、国・県支出金の補正に伴う財源

更正です。 

２項清掃費、２目塵芥処理費は、地域の元気臨時交付金を地域振興基金に積み立て、

充当しておりますが、充当事業の実績見込みに伴いまして、繰入金を増額することによ

り、財源更正を行っております。 

４４、４５ページをお願いいたします。 

３目前処理センター管理費は、清掃業務委託料の増額補正です。 

６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費は、有害鳥獣の捕獲数増に伴う、

有害鳥獣捕獲報償金の増額補正です。 

４目農村整備費は、法定外公共物改修工事費補助金の増額補正です。 

４６、４７ページをお願いいたします。 

３項水産業費、２目水産業振興費は、水産業施設修繕補助金などの増額補正です。 

３目漁港費は、漁港の光熱水費及び修繕料の増額補正を行っております。 

４８、４９ページをお願いいたします。 

７款、１項商工費、３目観光費は、観光施設の光熱水費の増額補正です。 

８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、地域開発事業特別会計の補正に

伴う、繰出金の増額補正を行っております。 

５０、５１ページをお願いいたします。 

２項道路橋りょう費、１目道路維持費は、県道維持管理事業費で、県道維持修繕

（路面環境保全）業務委託料の増額を、道路維持管理事業費で、江田島地区の市道拡幅

工事に伴う土地購入費の増額補正を行っております。 

２目道路新設改良費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費で、市道改良工事

の増額補正を、道路改良事業費で、橋りょう等の点検方法の見直しに伴う、設計業務委

託料の増額及び工事費の減額補正を行っております。 

３項河川費、１目河川維持改良費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費で、

入札執行残の減額補正を行っております。 
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２目砂防費は、急傾斜地崩壊対策事業費で、急傾斜地１カ所の工事費の増額補正を

行っております。 

４項港湾費、１目港湾管理費は、水門・陸こう等開閉業務委託料及び鹿田港浮函補

修工事費の増額補正です。 

５４、５５ページをお願いいたします。 

９款、１項消防費、１目常備消防費は、庁用車の修繕料です。 

２目非常備消防費は、地域の元気臨時交付金を地域振興基金に積み立て、充当して

おりますが、充当事業の実績見込みに伴い、繰入金を増額することにより、財源更正を

行っております。 

５６、５７ページをお願いいたします。 

１０款教育費、４項社会教育費、３目公民館費は、先ほど申し上げましたような地

域元気臨時交付金の充当事業の実績見込みに伴いまして、繰入金を減額することにより、

財源更正を行っております。 

５８、５９ページをお願いします。 

１３款諸支出金、２項一目公営企業費は、下水道事業会計繰出金で、下水道事業会

計の補正に伴う、繰出金の減額補正を、交通船事業会計繰出金で、ドリームのうみ傭船

終了に伴う、繰出金の減額補正を行っております。 

なお、６０、６１ページに給与費明細書、６２、６３ページに継続費の支出予定額

並びに事業の進捗状況等に関する調書、６４、６５ページに債務負担行為の支出予定額

等調書、６６ページに地方債の見込みに関する調書をお示しいたしております。 

予算書の５ページにお戻りください。 

第２表 継続費、老人集会所等管理運営事業費（深江老人集会所増改築事業）の予

算の総額、各年度の年割額をお示しいたしております。 

６ページをお願いいたします。 

第３表 債務負担行為補正。 

追加といたしまして、新本庁舎大規模改修工事設計業務委託外１５件をお願いして

おります。 

いずれも、今年度中に契約手続を要するものでございます。 

７ページをお願いします。 

第４表 地方債補正。 

追加といたしまして、一般単独事業債（合併特例事業）の、庁舎整備事業、集会施

設整備事業の２件をお願いいたしております。 

８ページをお願いいたします。 

変更といたしまして、一般単独事業債（合併特例事業）の急傾斜地崩壊対策事業と、

過疎対策事業債の下水道整備事業の２件をお願いいたしております。 

以上で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，３６１万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１４６億７，３２５万６，０００円とする、一般

会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 
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これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  ５ページの第２表継続費及び３７ページの老人集会所等管理

運営事業、工事請負費、１，１８４万８，０００円の減額、これは、深江老人集会所の

増改築工事と察するんですが、私、建設することには異論はないんですが、これまでの

予算計上の経過がどうも不審な点がございますので、確認の意味で、お聞かせしてほし

いんですが、この工事は、当初予算で１，２４０万円計上しております。 

９月補正で、２，０６２万８，０００円を追加して、合計３，３０４万８，０００

円。 

その９月補正の説明には、増改築、あるいはトイレ等のバリアフリー、改修工事に

要する費用で、１０月から着手するということでございましたが、さらに今回の補正で、

２６年と２７年の継続事業とし、合計５，４５０万円となっております。 

今回の補正で、２，１５０万円、ふえた、ということなんですが、この２回の補正

しこれちょっと、私も行政におって、こんな経験もないんじゃが、どうじゃったんか、

この原因とこの経過をもう少し詳しく、説明をお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  まず今回、９月補正に続いて２回目の補正となりますこ

とは、率直に事務のそごがあったことを深くおわびするものでございます。 

この予算書では、経緯などがわかりにくいかとございますので、少し長く説明がな

りますが、御容赦いただきたいと思います。 

まず、今回計上させていただいております深江老人集会所の増改築工事に関しまし

ては、先ほど山本秀男議員がおっしゃっていただいたように、当初予算で、まず計上さ

せていただいておりました。 

そのときは、まちづくり協議会の事務所部分の増築、それと、トイレなどの簡易な

改修工事を予定しておったものでございます。 

で、この工事を施行するに当たり、８月に実施設計を起こしました。 

実施設計の折に調査をした結果、深江老人集会所の内部にコンクリートブロックで

壁をつくっておると、コンクリートブロックを使って、壁で仕切り壁をつくっておるこ

とが実施設計の段階で判明いたしまして、これは、現在の建築基準法では不適正である

ことから、このコンクリートブロックを撤去して、新たに仕切り壁を再構築する必要が

生じたものでございます。 

また、この間地元協議を行う中で、仕切り壁を撤去して、また新たに部屋を再構築

するのであれば、その機会にトイレをぜひバリアフリーにしてほしいという御要望をい

ただきましたので、ブロック壁の撤去と新たな仕切り壁を構築することと、トイレをバ

リアフリー化することとしまして、９月に補正をお願いしたところでございます。 

この９月補正を行った段階では、まだ年度内に増改築工事を完了したいと、深江地

区の皆さんにできるだけ早く集会所を渡したいという思いがございましたので、ここが

一つ拙速であった点ではあるんですけれども、まだ実施設計の進捗率が浅い段階で、補
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正予算の計上をしてしまいました。 

で、このときに、進捗率が浅かったものでございますから、過去の同種の工事実績

を参考にしながら、概算工事費を積算して、９月では、追加予算を計上させていただき

ました。 

しかしながら、実施設計の完了をもって、再度工事にかかる前に、予算を積み上げ

たところ、算出された額を積算根拠としたところに見込み誤りがあり、工事予算額にそ

ごが生じ、今回、２回目の補正予算をお願いすることとなりました。 

当初予算、また、９月補正の段階では、１０月から３月までの工期を持って、何と

か、今年度中の実施を目指しておりましたので、９月補正の段階では、継続費は、計上

しておりませんでしたが、今回１２月議会において、補正予算を可決していただきまし

たら、入札を行った場合であっても、改修工事を、今年度中で完成することができませ

んので、新たに、来年の７月までを工期としたスケジュールをつくり、２カ年にわたる

予算配分となるために、継続費の設定をお願いするものでございます。 

このたびの増改築工事では、事務手続上のそごで、まことに御心配、御迷惑をおか

けしますが、地元の皆さんに少しでも、御迷惑かけない形で工事を完了したいと思って

おりますので、ぜひ御理解をいただきますようお願いするものでございます。 

今回、このような事態を招きました根本的な原因は、１年間で実施設計から施工ま

でを行おうとした厳しい工程であり、初年度に設計を、次年度に施工を行う工程であれ

ば、このような事態は防げたと考えます。 

私のスケジュール管理の見込みの甘さから、この施設再編の取り組みに、当初から

理解と御協力をいただきました、深江地区の皆さんに多大な御迷惑をおかけすることに

なったことを合わせておわびするものでございます 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  部長、丁寧な説明で、あれですが、地元の方には説明はされ

ておるということで、理解してよろしいですね。 

それでね、１年間で設計、施工は難しいと。たかがこの１，２００万で当初は、設

計委託は２８７万よ。逆算していったら、４月、５月に発注すりゃ、設計は２カ月か３

カ月ありゃ済むんですよ。まず設計の取りかかりがまずいんじゃ、遅いんですよ。 

その設計内容をチェックする機能が果たしてないんですよ。そこらは、わかっても

ろうておりますか。横の連携をとって、それは、事務屋で中を見るんではなしに、土木

やらそこの沼田さんらもおりますが、ここらと相談すりゃ、こういうことは生じなかっ

たんですよ。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  今回の案件につきましては、横の連携が全くなかったと

いうことではなくて、老人集会所は、高齢介護課が所管しております。 

公共施設の再編整備は、政策推進課の方が所管しております。 

設計施工に当たりましては、この事務は、内部では都市整備課に、この管理をお願

いすることにしておりますので、政策推進課だけで設計図を見て、予算を積算してとい

うことではなくて、ここの部分については、当然、従来どおりですね、土木建築部の御
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協力、御指導も仰ぎながら、事務を行わせていただいたところですけれども、先ほど申

しましたように、今、山本議員、指摘していただいたように入札が６月が遅過ぎると、

これは、御指摘のとおりだと思います。 

半年で設計、半年で施工、ここで、何とか納めようとしたために、９月補正の予算

計上する段階では、設計、実施設計の進捗率が浅いにもかかわらず、予算計上してしま

ったということが、まず一つの大きな原因であったというふうに考えております。 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  しつこいようなんですが、設計をはよ出せば、済むことであ

るんで、６月ぐらいからやられたんでしょう。工事をね、逆算していって、４月入った

らすぐ入札でもして、取りかかるぐらいならにゃいかんのですよ。 

それと１番腹立たしいのはね、９月の議会で、２，０６２万８，０００円追加して

おるんですよ。 

それがなおかつ、２，１００万ふえるいうのが、これがどこがふえたんか、これを

最後にお願いしたいと。 

それとですね、この案件について、不審な点が多いので、図面を後ほどでもいいで

すから、見していただけないでしょうか。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  はい、お腹立ちはごもっともだと思います。 

金額について、説明をさせていただきます。 

９月の補正の段階から、今回１２月の補正に計上させていただいたもので、ふえて

おる部分ですが、先ほども申しましたように、実施設計の進捗が浅い段階で、概算の見

積もりで計上してしまったために、見込み誤りが多数ございました。 

この見込み不足分が９４０万円、見積単価の誤り部分が４３０万円、それと追加工

事費部分が、これは実施設計がすべて完了した後に、追加工事が発覚したものでござい

ますが、分電盤の取りかえや、外部の排水移設が必要になったことと、旧深江村役場の

標柱が、敷地内にございますので、外部配水移設に伴って、それが工事の妨げになると

いうことで、その標柱を移設すると、これが６３０万円で、約２，０００万円の追加を

今回お願いすることとなっております。 

図面については、後ほどまた、箱物の工事をするときに、全員協などで説明させて

いただくように、平面図、立面図を御用意させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ９番 山本秀男議員。 

○９番（山本秀男君）  これは、庁舎の位置でやるときにも見たんですが、私はあの、

内部の機構が欠陥じゃないんかのう思うんですよ。 

計画から実施までね、一環してやるような課をつくらんにゃ、わしは無理じゃろう

思うんですよ。次に、今度は庁舎も出てきます。支所も出てきます。さらには、他の宮

ノ原の集会所なんかも出てきます。 

ここらを最後、市長、副市長、どういうように考えかお聞かせください。 

○議長（山根啓志君）  正井副市長。 
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○副市長（正井嘉明君）  今回の件につきまして、本当に御迷惑をかけております。 

予想を上回るですね、増額の補正ということで、補正にさらに補正ということは、

これまでの私も長い副市長生活の中で、ほとんどなかったような気がいたします。 

それだけ、ずさんなというか、取り組みであったと言われれば、それなりの原因は

あるんですが、その原因のところが、やはり、十分な連携がとれてないと、いう御指摘

でございます。今後ですね。いろんな、公共施設の再編というものがですね、モデル事

業もありますし、それから庁舎移転という大きなハードルも越えなくてはいけないと。

そうすると、やはり政策推進課だけでなしにですね、関係の事業課も含めて、一つのプ

ロジェクトいうんですか、何か、このどういうんか、体制固めをして取り組まないとで

すね、それぞれが連携すると言いながらも、具体的にですね、そこにそごが生じて、今

回のようなですね、問題点が生起した、というふうに思っておりますので、市長と相談

しましてですね、１番、万全の体制はどうなんかと、今後こういったものは、どんどん

進めていくことになりますので、そうとう腹にですね、どういうんですか、力を入れて

ですね、これはちょっと考えてみないとですね、いけない問題では、ないんかというふ

うに、大きな反省をしております。 

したがってですね、何か、庁内で、そういったプロジェクトか何か組んでですね、

取り組める方法はないかというふうに考えておりますので、今回の場合はですね、どう

にか集会所のですね、新しい集会所で待っておられますし、一つ前に進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  中身のね、詳しいことは私もようわからんのんじゃけどね。 

５，４００万をかけてね、古いの壊したり、リフォームしたりするんよりは、初め

から考えてみりゃあね、新しいの建てたらどのぐらいでできたんですか。 

そういう意味でも、それも全部、初期の段階では、これをリフォームして、増改築

したらなんぼ、新しいの建ったらなんぼ、いうのは計算したと思うんですよ、必ず。 

それはどうなんです。 

○議長（山根啓志君）  山本企画部長。 

○企画部長（山本修司君）  今回の公共施設の再編整備に当たっては、三つある集会

所の機能を一つにまとめていくということで、これは津久茂でも同じなんですけれども、

集会機能をよりよいものにしていくということで、まちづくり協議会の事務所を今ある

深江老人集会所に増築しましょう、ということが話のスタートであります。 

で、そのときに、トイレについては、より高齢になった方々がお使いになるので、

男女別々のトイレにしたり、バリアフリーにしたり、という必要最低限のものをやらせ

ていただくということで、７０平米の事務所部分の増築と、あと、今まである既存の老

人集会所の中のトイレを改修させていただくということでスタートしましたので、１，

２００万円という予算を当初計上させていただいておりました。 

それで、今度は工事に当たる前に実施設計を行ったんですけれども、そのときに、

先ほど来から申しておりますように、コンクリートブロックによって仕切り壁が内部に
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あるので、これは、現在の建築基準法に合わないから、これは撤去しなければならない、

と。 

で、撤去するんであれば、間仕切りの変更が可能になりますので、よりトイレをバ

リアフリーに近いものにしていきたいということで、追加の工事で、９月に補正をお願

いしました。 

ですので、最初から新築ありきで物事を進めるのではなくて、必要最小限のものを

やらせてもらおうということで、プロジェクトとしてはスタートしたんですけれども、

その事務の変遷を経る中で、思いがけず、工事費が増大してしまったということになっ

たので、結果的には、はなから新築する方がよかったのではないかということを、今の

段階になってみれば、私たちも反省しなければいけないんですけれども、当初から新築

ありきで物事を考えておりませんでしたので、今回、このような事態になったので、今

回の教訓を糧として、これから以後、公共施設の再編整備で集会施設を集約させていた

だく場合には、改修には、思いのほか予算がかかるということが勉強させていただきま

したので、さまざまなケースを想定しながら、実施設計に当たっていきたいというふう

に考えております。 

誠に申しわけないことではあるんですけれども、ぜひ、今回のことを糧にして、以

後の取り組みに、実施設計の段階から生かさせていただきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  教訓をね、引き出すということはね、非常にえろうなるん

じゃけん、ええことなんじゃけん、ほいでね、やっぱりこれから、それぞれ山本議員も

言ったように、いろんな改修とか改築とか、ほいで旧庁舎のリフォーム方とかいろいろ

あるんじゃないですか。 

そんなこともね、十分やっぱり、中で検討して、ほいで高い金がかかることだから

ね、十分やっぱり考えてやってもらいたい。 

この教訓を、教訓とする言うんじゃけん、もう二度と失敗はないと思いますけども、

よろしく。 

○議長（山根啓志君）  正井副市長。 

○副市長（正井嘉明君）  補足を説明をさしていただきますけども、先ほど申し上げ

ましたようにですね。各セクションでですね、それぞれ取り組んでる。 

特に政策推進課が、この市民とのコンセンサスを得る取り組みは、大事だと思うん

ですね。そこをやらなければならない。 

しかし、それで市民の要望を受けたときに、どれぐらいの金目になるかんいうこと

は、全くわからないわけですね。 

そういったところにやはり、建築は建築の技師がおって、これよりもこっちの方が

いいとか、いやこれをやるんだったら、こっちの方がいいという、案があるわけですね。 

そういったものは、やはり含めていかないと、ただ単に市民のコンセンサスを得る

ためにですね、こうしたいがこうした方がいい、ずるずるずるずるなってくるとですね、

だんだん膨らんでくる、こうするんならこうした方がええじゃないか、と。 
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しかし、そこの中に建築技師の専門的な分野の市職員がおれば、これよりもこうし

た方がいいとか、いろんな協議の中でさらにいい案が煮詰まってですね、財政的にも負

担がかからない方法も見つかるんじゃないか、と。 

そういったことから、今後進めていくときには、そういったいわゆる専門的な技師

も含めてですね、総合的に検討して、最終的に、一定の結果を得る。 

それまではですね、十分予算あるように、初めからすぐに丼で組まないということ

の教訓が、今回だろうと思いますので、先ほども山本秀男議員が言われたようにですね、

部内の市の職員の中でですね、具体的なそういったプロジェクトを組んだ取り組みが、

必要なんではないかと、これが大きな教訓であろうと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

２番 酒永議員。 

○２番（酒永光志君）  ２５ページで、国庫支出金の歳入の総務部長の説明の中で、

保育緊急確保事業費補助金４３４万８，０００円、それと衛生費国庫補助金の関係で、

保育緊急確保事業費補助金２０万８，０００円で、これを県からの組み替えで、こうな

ったんだという説明がありました。 

で、県支出金のところに行ったときにですね、やはり同額の金額が上がっておって、

同様の説明がなされたと思うんですが、これは、ダブル計上ということはないでしょう

か。確認です。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  これは、ダブル計上ではございません。 

セーフティーネット支援対策事業費補助金、これが、国の方から、組み替えるよう

にと、指示がありましたので、国費と県費とそれぞれ、組み替えております。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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日程第２３  議案第１０３号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２３、議案第１０３号平成２６年度江田島市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）を、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０３号平成２６年度江田島

市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

平成２６年度江田島市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５，４３０万２，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億９，６６３万３，０００円とす

る。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました議案第１０３号、平成２６

年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について説明します。 

このたびの補正予算の主なものは、先ほどの議決いただきました職員の給与改定に

伴う人件費の増額と療養給付費等の減額、支払基金からの交付決定による調整、国保基

盤安定負担金、財政安定化支援事業費確定に伴う一般会計からの繰入金の増額、療養給

付費確定に伴う返還金が生じたため、補正をお願いするものでございます。 

また、平成２５年度決算の承認をいただきましたので、繰越金の増額補正をあわせ

てお願いいたします。 

主なものについて、事項別明細書により説明いたします。 

初めに歳入ですが、７０ページから７１ページをお開きください。 

第３款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目療養給付費等負担金、第１節現年度

介護納付金分、１３６万９，０００円の減額補正と、後期高齢者支援金分２２１万３，

０００円の減額でございます。 

次に、１番下の第９款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目一般会計繰入金、第

１節保険基盤安定繰入金は、２，５６９万３，０００円の増額と、続いて、７２、７３

ページをお願いします。 

一般会計繰入金の第２節職員給与費等繰入金が３６万５，０００円の増額でござい

ます。 

第４節財政安定化支援事業繰入金、１，５１６万８，０００円の増額をお願いする
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ものでございます。 

第１０款繰越金、第１項繰越金、第２目その他繰越金、第１節その他繰越金は、前

年度繰越金２億１，６１９万８，０００円の増額でございます。 

第１１款諸収入、第３項雑入、第８目雑入、第２節雑入、これは、国保連からの昨

年度事業に係る剰余金の返還金がありましたので、１７１万６，０００円の増額をお願

いします。 

続いて、歳出について説明します。 

７４、７５ページをお願いします。 

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、職員給与費として、給料、

職員手当、共済費、合計で３６万５，０００円の増額をお願いします。 

次に、第２款保険給付費、第１項療養諸費、第１目一般被保険者療養給付費の４，

０８６万１，０００円の財源変更は、保険基盤安定繰入金、及び財政安定化支援事業繰

入金を増額補正したため、一般財源から繰入金に財源変更するものでございます。 

第３款後期高齢者支援金等、第１項後期高齢者支援金等の第１目後期高齢者支援金、

第１９節負担金補助及び交付金、後期高齢者支援金は、６９１万６，０００円の減額と

いたしております。 

続いて、７６、７７ページをお願いします。 

第６款介護納付金、第１項介護納付金、第１目介護納付金、第１９節負担金補助及

び交付金は、介護給付費・地域支援事業支援納付金を４２７万９，０００円の減額とい

たしております。 

第１１款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、第３目償還金、第２２節償還金

利子及び割引料は、療養給付費の確定や高齢者医療制度円滑運営事業補助金などの確定

に伴う返還金を５，３２６万５，０００円の増額としております。 

第１２款予備費、第１項予備費、第１目予備費、これは今後、医療費の増加に備え

て、予備費に２億１，１６６万７，０００円の増額をお願いするものでございます。 

７８、７９ページに、職員の給与費明細をお付けしております。 

以上、歳入歳出それぞれ２億５，４３０万２，０００円を追加し、総額を４２億９，

６６３万３，０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  １点だけ。７２ページ、第１０款繰越金。 

２５年度の繰越金で２億１，６００万になっとるね、これが来年度の、いくんじゃ

ね。来年度、２７年度に。それと、もう一つ、ついでに。７６ページに、今予備費で２

億１，１００万。 

今後の医療費の伸びで使うんじゃけど、これは、また、２億円で足るか、２億円で
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余るか、どうなるかわからんのじゃけど、余ったらやっぱり来年度へ持っていくんか、

その１点を。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  まず、最初の７２ページ、前年度繰越金に２億１，

６１９万８，０００円、これはまあ、このたび補正さしてもらうわけでございますが、

これは２５年度の剰余金で、先般議決いただきましたので、繰越金として、歳入します。 

で、この歳入をそれぞれ、一般財源として、ほかの費目にも使うわけですが、最終

的に、予備費に２億２，１６６万７，０００円を計上さしていただくと。 

で、２７年度に繰り越すいうのは、また今年度の２６年度の決算が、会計を閉鎖し

た後に、決算を承認していただきまして、剰余金を２７年度へ積み立てるいうことです。 

以上です。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４  議案第１０４号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２４、議案第１０４号平成２６年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）を、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０４号平成２６年度江田島

市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）でございます。 

平成２６年度江田島市の介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５４３万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億９，８１３万２，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
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歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  島津福祉保健部長。 

○福祉保健部長（島津慎二君）  ただいま上程されました議案第１０４号の平成２６

年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）について説明いた

します。 

このたびの補正予算の主なものは、職員の給与改定に伴う人件費の増額と、介護給

付費準備基金への積立金の増額、国庫支出金の確定に伴う返還金が生じたため、増額の

補正をお願いするものでございます。 

初めに歳入ですが、主なものを事項別明細により説明いたします。 

８４、８５ページをお願いします。 

第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金、第１目介護給付費交付金、第２節

過年度分、８０５万８，０００円の増額をお願いするものでございます。 

これは、平成２５年度介護給付費が確定したことによる過年度分の増額でございま

す。 

第７款繰入金、第１項一般会計繰入金、第４目その他一般会計繰入金、第１節職員

給与費繰入金、８３万円の増額でございます。 

次のページをお願いします。 

続いて、第３項基金繰入金、第１目介護給付費準備基金繰入金、第１節介護給付費

準備基金繰入金、５９６万１，０００円の増額でございます。 

これは、平成２５年度介護給付費確定に伴い、財政調整交付金の返還金が生じたた

め、増額をお願いするものでございます。 

次に、歳出について説明します。 

８８、８９ページをお願いします。 

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、これは職員の給与改定に伴

う給料、職員手当等、共済費を合計で８３万円の増額とするものでございます。 

そして中ほどの第４款基金積立金、第１項基金積立金、第１目介護給付費準備基金

積立金、第２５節積立金は、支払基金追加交付金がありましたので、介護給付費準備基

金へ積み立てるものでございます。 

８０５万８，０００円の増額をお願いするものでございます。 

第５款地域支援事業費、第１項地域支援事業管理費、第１目一般管理費、９０ペー

ジ、９１ページをお願いします。 

職員の給与改定に伴う給料、職員手当、共済費の合計で２５万３，０００円増額す

るものでございます。 

続いて、第７款諸支出金、第２項償還金及び還付加算金、第３目償還金、第２３節

償還金利子及び割引料は、平成２５年度介護給付費確定に伴う財政調整交付金の返還金

を５９６万１，０００円の増額補正をお願いするものです。 

最後に、９２、９３ページをお開きください。 



- 178 - 

 

職員の給与明細書を付けております。 

以上、歳入歳出それぞれ１，５４３万円を追加し、総額を３４億９，８１３万２，

０００円とするものでございます。 

以上です。 

よろしくお願いします。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２５  議案第１０５号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２５、議案第１０５号平成２６年度江田島市地域開発

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０５号平成２６年度江田島

市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

平成２６年度江田島市の地域開発事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

歳入歳出予算の補正 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３６０万円を追加し歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，８６０万円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  それでは、議案第１０５号、江田島市地域開発事業

特別会計補正予算（第１号）について説明をさせていただきます。 

最初に、歳出について説明をさせていただきますので、事項別明細書の１００、１

０１ページをお開きください。 

１款１項１目地域開発事業費工事請負費を２，３６０万円増額するものでございま

す。 

内容は、小用港ウシイシ地区において、昨年度から公有水面埋立工事を実施してお

りますが、その埋め立てに用いる土は、他の公共工事から流用する計画となっておりま

す。 

昨年度、沖美町畑漁港の小田港のしゅんせつ工事を実施いたしましたが、その際に

発生したしゅんせつ土を港内の野積場に仮置きをしておりました。 

その土を小用港の埋立工事に利用するため、小用港までの運搬に要する費用２６０

万円を計上したものです。 

また、現在実施中の公有水面埋立工事に伴いまして、既存の防波堤の補強工事が必

要となりました。 

補強工事は、２７年度に実施をいたしますが、それに先立ち、防波堤周辺に係留し

て工事に支障となる浮き桟橋を移設させる必要がございます。 

 既存防波堤には、市が所有している浮桟橋が１基係留してございますが、これを先行

して移設をする必要がありまして、その費用２，１００万円を計上したものです。合わ

せて２，３６０万円となります。 

次に歳出でございます。 

１ページ戻っていただきまして、事項別明細書の９８、９９ページをお開きくださ

い。２款１項１目一般会計繰入金を２，３６０万円増額するものでございます。 

先ほど申し上げました歳出の増額に伴いまして、一般会計からの繰入金を同額増額

いたします。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  今、土を運びよる言うたよね、ダンプ、船、車、何ですか。 

○議長（山根啓志君）  箱田土木建築部長。 

○土木建築部長（箱田伸洋君）  ダンプで運びます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 
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討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２６  議案第１０６号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２６、議案第１０６号平成２６年度江田島市水道事業

会計補正予算（第１号）を、議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０６号平成２６年度江田島

市水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

内容につきましては、企業局長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  議案第１０６号、平成２６年度江田島市水道事業会計補

正予算（第１号）について御説明いたします。 

このたびの補正は、職員の人事異動、給与改定に伴う補正、会計制度変更に伴う給

与費明細書の表記の訂正及び債務負担行為の計上に係る補正を行うものです。 

水道事業会計補正予算書の１ページをご覧ください。 

第１条 平成２６年度江田島市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 平成２６年度江田島市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定

額を次のとおり補正するものです。 

第１款水道事業費用の第１項営業費用を、６９２万５，０００円の減額補正を行い

まして、第１款水道事業費用の合計額を８億６８０万２，０００円とするものです。 

第３条 予算第４条に定めた支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

第１款資本的支出の第１項建設改良費を２１万２，０００円の増額補正を行い、第

１款資本的支出の合計額を２億７，１５２万７，０００円とするものです。 

これに伴い第３条本文にあるように、「予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額を１億７，１４５万４，０００円」」を「１億７，１６６

万６，０００円」に増額し、「当年度分損益勘定留保資金１億４９万６，０００円」を、

「１億７０万８，０００円」に補正します。 
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第４条 予算第６条に定めた経費の金額を１億３，４４４万１千円に改めるもので

す。これについては５ページ、給与費明細書の上段、総括表をご覧ください。 

当初予算書において、給与費明細書中の手当等、法定福利費の欄に、賞与引当金繰

入額は、含まれておりませんでした。 

このたびの会計制度の変更に伴い、給与費明細書の手当等、法定福利費の欄に賞与

引当金繰入額を含めて記載するよう指導がありましたので、今回記載いたしました。 

１ページに戻っていただきまして、第５条 予算第７号の次に１条を追加し、第８

条として、債務負担行為の事項を下の表のとおりと定めます。 

これは、本市が管理する各浄水場等において、水質分析の業務を年間を通して委託

契約するため、年度末に翌年度の契約を締結しております。 

キャッシュフロー計算書は４ページに、債務負担行為に関する調書は７ページに、

費目別内訳は、８ページ、９ページに記載してあるとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２７  議案第１０７号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２７、議案第１０７号平成２６年度江田島市下水道事

業会計補正予算（第１号）を、議題とします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０７号平成２６年度江田島

市下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

内容につきましては、企業局長をして説明申し上げます。 



- 182 - 

 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  議案第１０７号、平成２６年度江田島市下水道事業会計

補正予算（第７号）について御説明いたします。 

このたびの補正は、職員の人事異動、給与改定に伴う補正、会計制度変更に伴う給

与費明細書の表記の訂正と、国からの交付金が、要望した当初予算額より減額して交付

されたことによる、諸費用の減額と債務負担行為の計上に係る補正を行うものです。 

下水道事業会計補正予算書の１ページをご覧ください。 

第１条 平成２６年度江田島市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

第２条 平成２６年度江田島市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

収入について。 

第１款下水道事業収益の第１項営業費用を４，０００円の減額補正。 

第２項営業外収益を１５２万１，０００円の減額補正を行いまして、第１款下水道

事業収益の補正後合計額を１２億４，０８８万２，０００円とするものです。 

次に、支出について。 

第１款下水道事業費用の第１項営業費用を１０２万９，０００円の減額補正。 

第３項特別損失を４９万３，０００円の減額補正を行いまして、第１款下水道事業

費用の補正後合計額は１２億４，１４６万９，０００円とするものです。 

補正の内容についてですが、３ページの実施計画をご覧ください。 

収益的収入及び支出の表の下段の支出の表についてでございます。 

下水道事業費用の第１項営業費用と第３項特別損失あわせて、１５２万２，０００

円の減額補正としております。 

１ページに戻っていただきまして、第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 収入について、第１款資本的収入の第１項企業債を６２０万円の減額。 

第２項出資金を２，５９１万４，０００円の減額。 

第３項国庫補助金を１，６１７万円の減額。 

第４項負担金を２，４７５万円の減額補正を行い、第１款資本的収入の補正後合計

額を３億６，７１３万８，０００円とするものです。 

支出について、第１款資本的支出の第１項、建設改良費を６，６２９万７，０００

円の減額補正を行い、第１款資本的支出合計額を７億１，９７３万１，０００円とする

ものです。 

これは最初に御説明したように、国からの交付金が要望した当初予算額より、減額

して交付されたことによる、諸費用と人事異動による減額をするものです。 

これに伴い、第３条本文にあるように、「予算第４条本括弧書中、「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額３億４，５８５万６，０００円」」を「３億５，２５９

万３，０００円」に、「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３１万５，
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０００円」を「２２８万９，０００円」に、「過年度分損益勘定留保資金６，９７７万

９，０００円」を「８，５４３万３，０００円」に、「当年度分損益勘定留保資金２億

７，３７６万２，０００円」を「２億６，４８７万１,０００円」に補正します。 

続いて、第４条 予算第５条に定められた企業債の限度額を、第３条に示すとおり

６２０万円の減額補正を行いまして、８，５１０万円に改めます。 

２ページをお開きください。 

第５条 予算第７条に定めた職員給与費を８０２万９，０００円の増額補正を行い

まして、９，６３３万７，０００円に改めます。 

これについては、５ページの給与費明細書の上段、総括表をご覧ください。 

これは先ほど、水道のときに申し上げたとおり、賞与引当金繰入額をこの表に含め

たものでございます。 

２ページに戻っていただきまして、第６条 予算第８条に定めた一般会計補助金を

１５２万１，０００円の減額補正を行いまして、１億３，３２８万５，０００円に改め

ます。 

第７条 予算第８条の次に第１条を追加し、第９条として、債務負担行為の事項を

下の表のとおりと定めます。 

これは、本市が管理する各浄化センターにおいて、維持管理、汚泥運搬、汚泥処理

の業務を年間を通して委託契約するため、年度末に翌年度の契約を締結しております。 

キャッシュフロー計算書は５ページに、債務負担行為に関する調書は、８ページか

ら１１ページに、費目別内訳は、１２ページ、１３ページに記載してあるとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

１０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  １点ほどお尋ねしますけどね、一般会計から５,２１８万

９，０００円ほど減額補正が出とるよね。 

それはここの１ページのどこの部分に当たるわけ。 

一般会計からあんたんとこへ繰り出ししとるんが、減額補正で繰り出しされとるん

じゃけど、一般会計で言ったら５９ページにね、下水道事業会計繰出金、５，２１８万

９，０００円とあるんですね。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  資本的収入及び支出の部の収入のとこの資本的収入の中

の、２の出資金一般会計出資金と４の負担金、一般会計負担金、の２点になっておりま

す。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  それと収益的収入の営業外収益の１５２万１，０００円

で足して合わないですか。はい、その三つで。 

以上でございます。 
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○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。  

これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２８  議案第１０８号 

 

○議長（山根啓志君）  日程第２８、議案第１０８号平成２６年度江田島市交通船事

業会計補正予算（第２号）を、議題といたします。 

直ちに、提出者から提案理由の説明を求めます。 

田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第１０８号平成２６年度江田島

市交通船事業会計補正予算（第２号）でございます。 

内容につきましては、企業局長をして説明申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  議案第１８０号、平成２６年度江田島市交通船事業会計

補正予算（第２号）について御説明いたします。 

このたびの補正は、職員の人事異動、給与改定に伴う補正と会計制度変更に伴う給

与費明細書の表記の訂正を行うものです。 

交通船事業会計補正予算書の１ページをご覧ください。 

 第１条 平成２６年度江田島市交通船事業会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 平成２６年度江田島市交通船事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予

定額を次のとおり補正するものです。 

第１款汽船事業費用の第１項営業費用を１９０万７，０００円の増額補正を行いま

して、第１款汽船事業費用の合計額を５億４，７８３万４，０００円とするものです。 

補正の内容については、３ページの実施計画をご覧ください。 

上段の収益的収入及び支出の部の支出についてでございます。 
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汽船事業費用の１項営業費用として１９０万７，０００円の増額としております。 

１ページに戻っていただきまして、第３条 予算第４条に定めた収入の予定額を次

のとおり補正するものです。 

第１款資本的収入の第１項他会計負担金を７８７万７，０００円の減額補正を行い、

第１款資本的収入の合計額を１億９，０９３万７，０００円とするものです。 

補正の内容については３ページの実施計画をご覧ください。 

下段の資本的収入及び支出の部の収入についてでございます。 

資本的収入の第１項他会計負担金として、ドリームのうみ貸付期間中は起債償還金

を一般会計から負担してもらっていましたが、ドリームのうみが返船されましたので、

減額補正するものです。 

１ページに戻っていただきまして、第４条 予算第６条に定められた職員給与費を

１,７８６万３，０００円の増額補正を行いまして、１億４，９０１万９，０００に改

めるものです。これについては、５ページの給与明細書の上段総括表をご覧ください。 

これも先ほど、下水と水道と同じように、賞与引当繰入額を含めて記載しておりま

す。 

キャッシュフロー計算書は４ページに、費目別内訳は７ページに記載してあるとお

りです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（山根啓志君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 １０番 片平議員。 

○１０番（片平 司君）  １点お尋ねしますがね、今の７８７万７，０００円の減額

補正は、ドリームのうみが戻ってきたけん、金が入らんなったけんか、どういうことで

すか。 

○議長（山根啓志君）  前企業局長。 

○企業局長(前 政司君)  おっしゃるとおりでございます。 

１０月の下旬にドリームのうみが返ってきましたんで、それ以後の分については、 

ドリームのうみを売船いたしまして、交通課の方で支払うんで、一般会計からの収入は

減ったということでございます。 

○議長（山根啓志君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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これより、直ちに採決を行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立全員です。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

散 会 

 

○議長（山根啓志君）  以上で本日の日程は、すべて終了しました。 

本日は、これで散会します。 

なお、明日１２月６日から１２月１０日までは休会とし、３日目は１２月１１日、

午後１時に開会いたしますので、御参集をお願いいたします。 

本日は御苦労さまでした。 

（散会 １８時３５分） 

 


